
 

 

 

 

 

協 定 



医療関係医療関係医療関係医療関係

協定等の名称 日付 相手方 内容

災害時における施設利用に関する協定書 令和元年11月25日

一般社団法人巨樹の会　小金井

リハビリテーション病院

施設の一部を災害時における緊急医療救護所として利用

することへの協力

災害時における医療救護活動拠点の設置に関する

協定書

令和元年5月24日

小金井市医師会及び小金井太陽

病院

施設の一部を災害時における医療活動拠点として利用す

ることへの協力

災害時における施設利用に関する協定書 平成31年4月26日

医療法人社団 大日会 小金井太

陽病院

施設の一部を災害時における緊急医療救護所として利用

することへの協力

災害時における施設利用に関する協定書 平成31年4月26日

社会福祉法人 聖ヨハネ会 桜町

病院

施設の一部を災害時における緊急医療救護所として利用

することへの協力

災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書 平成28年1月22日

医療法人社団 大日会 小金井太

陽病院

医薬品等の備蓄に関する協力

災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書 平成28年1月22日

社会福祉法人 聖ヨハネ会 桜町

病院

医薬品等の備蓄に関する協力

災害時に対応する医薬品の備蓄に関する協定書 平成28年1月15日 小金井市薬剤師会 医薬品の備蓄に関する協力

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定

書

平成27年9月1日 東邦薬品株式会社 医薬品等の調達協力

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定

書

平成27年9月1日 アルフレッサ株式会社 医薬品等の調達協力

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定

書

平成27年9月1日 株式会社スズケン 医薬品等の調達協力

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定

書

平成27年9月1日 株式会社メディセオ 医薬品等の調達協力

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定

書

平成27年9月1日 酒井薬品株式会社 医薬品等の調達協力

災害時における拠点病院の指定 平成21年4月1日

医療法人社団 大日会 小金井太

陽病院

小金井太陽病院を災害時における拠点病院として指定

災害時における拠点病院の指定 平成21年4月1日

社会福祉法人 聖ヨハネ会 桜町

病院

総合病院桜町病院を災害時における拠点病院として指定

災害時の救護活動についての協定書 平成30年10月1日* 小金井市柔道整復師会 医療救護活動への協力

災害時の救護活動についての協定書 平成13年7月10日 小金井市薬剤師会 薬剤医療救護活動への協力

災害時の救護活動についての協定書 平成13年1月12日 小金井歯科医師会 歯科医療救護活動への協力

災害時の医療救護活動についての協定 昭和55年4月17日 小金井市医師会 医療救護活動への協力

*　再締結の日付

小金井市における災害協定等小金井市における災害協定等小金井市における災害協定等小金井市における災害協定等 令和元年１１月２５日現在
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物資・食料関係物資・食料関係物資・食料関係物資・食料関係

協定等の名称 日付 相手方 内容

災害時におけるLPガス等の供給に関する協定 平成31年4月22日

一般社団法人東京都LPガス協会

北多摩南部支部

災害時におけるLPガス等の供給

災害時における物資の供給協力に関する協定書 平成27年8月1日 株式会社イトーヨーカ堂 物資供給の協力

災害時における燃料等の供給に関する協定書 平成27年6月15日 三信石油株式会社 燃料等の供給協力

災害時における燃料等の供給に関する協定書 平成27年6月26日 総合エネルギー株式会社 燃料等の供給協力

災害時における東八道路沿線５市に対する青果物

の提供及び避難場所の敷地利用に関する協定書

平成24年11月1日* 東京多摩青果株式会社 青果物の提供及び避難場所としての敷地利用への協力

災害時における物資供給に関する協定書 平成24年3月1日

ＮＰＯ法人　コメリ災害対策セ

ンター

物資供給への協力

災害時における燃料等の供給に関する協定書 平成21年3月18日 東京都石油商業組合多摩東支部 燃料等の供給協力

寄託契約書 平成21年3月9日 東京都福祉保健局長

災害救助法第２３条第１項に規定する給与品の事前購入

物資等の保管及びこれに付帯する業務

災害時における物資の供給に関する協定書 平成20年4月1日 株式会社ダイエー 物資供給の協力

災害時における農地の活用及び生鮮食料品の調達

に関する協定書

平成16年4月23日 東京むさし農業協同組合 農地活用及び生鮮食料供給の協力

災害時の米穀供給に関する協定書 昭和55年7月1日 小金井市米穀小売商組合 応急用米穀の確保

*　再締結の日付

通信・情報関係通信・情報関係通信・情報関係通信・情報関係

協定等の名称 日付 相手方 内容

災害に係る情報発信等に関する協定 令和元年7月10日 ヤフー株式会社 災害時の情報提供に関する協力

防災行政無線の再送信連携に係る覚書 平成28年5月11日 株式会社ジェイコム東京

株式会社ジェイコム東京の専用端末による防災行政無線

放送の再送信

災害時の情報交換に関する協定 平成26年2月3日 国土交通省関東地方整備局 災害時における各種情報の交換等

非常通信の運用に関する協定書 平成20年4月1日 東京消防庁小金井消防署 非常通信の運用

災害時における災害情報の放送等に関する協定書 平成18年8月3日 株式会社ジェイコム東京 災害情報の伝達への協力

大規模地震等の災害発生における情報収集連絡体

制にかかわる協定書

平成8年3月1日 小金井市アマチュア無線クラブ 情報収集体制の早期確立
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相互応援相互応援相互応援相互応援

協定等の名称 日付 相手方 内容

小金井市と久慈市の災害時相互応援に関する協定

書

平成28年11月24日 岩手県久慈市

災害発生時における救援物資の提供や職員の派遣、ボラ

ンティアのあっせん等の協力

小金井市・宇治市災害時相互応援協定書 平成26年6月25日 京都府宇治市

災害発生時における救援物資の提供や職員の派遣、ボラ

ンティアのあっせん等の協力

宗像市と小金井市の災害時相互応援に関する協定

書

平成24年11月1日 福岡県宗像市

災害発生時における救援物資の提供や職員の派遣、ボラ

ンティアのあっせん等の協力

小金井市と飯田市の災害時相互応援に関する協定

書

平成24年6月29日 長野県飯田市

災害発生時における救援物資の提供や職員の派遣、ボラ

ンティアのあっせん等の協力

小金井市と北上市の災害時相互応援に関する協定

書

平成24年5月15日 岩手県北上市

災害発生時における救援物資の提供や職員の派遣、ボラ

ンティアのあっせん等の協力

三鷹市、小金井市の消防の相互応援に関する協定

書

平成21年4月1日 三鷹市 火災及び大規模災害等発生時における消防団の相互応援

武蔵野市、小金井市の消防の相互応援に関する協

定書

平成20年6月26日 武蔵野市 火災及び大規模災害等発生時における消防団の相互応援

府中市及び小金井市の消防の相互応援に関する協

定書

平成20年6月24日 府中市 火災及び大規模災害等発生時における消防団の相互応援

小金井市、小平市及び国分寺市に係る消防の相互

の応援に関する協定

平成20年3月25日 小平市及び国分寺市

火災及び大規模災害等発生時における３市消防団の相互

応援

災害時の避難場所相互利用に関する協定書 平成15年10月31日 国分寺市 指定避難場所の相互利用

震災時等の相互応援に関する協定 平成8年3月1日 都内市町村 災害発生時の相互応援

帰宅困難者対応等帰宅困難者対応等帰宅困難者対応等帰宅困難者対応等

協定等の名称 日付 相手方 内容

災害時における一時滞在施設利用に関する協定書 平成29年3月27日 小金井市商工会

小金井市商工会館を一時滞在施設として利用することへ

の協力

災害時における一時滞在施設利用に関する協定書 平成27年1月1日 独立行政法人情報通信研究機構

独立行政法人情報通信研究機構を一時待機施設として利

用することへの協力

災害時における体育施設利用に関する協定書 平成26年4月1日*

ＴＡＣ・ＦＣ東京・ＴＧＴＳ共

同事業体

小金井市総合体育館を救援物資集積所等として、小金井

市栗山公園健康運動センターを災害ボランティアセン

ター等として指定

地震災害時における帰宅困難者対応に関する覚書 平成25年1月1日

東日本旅客鉄道株式会社　八王

子支社　武蔵小金井駅

地震により鉄道の運行が途絶した場合における帰宅困難

者対応に関する相互の協力

地震災害時における帰宅困難者対応に関する覚書 平成25年1月1日

東日本旅客鉄道株式会社　八王

子支社　東小金井駅

地震により鉄道の運行が途絶した場合における帰宅困難

者対応に関する相互の協力

災害時における避難所施設利用に関する協定書 平成27年4月1日* こがねいしてぃ共同事業体

小金井市民交流センターを一時待機施設として利用する

ことへの協力

*　再締結の日付
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福祉避難所（二次避難所）福祉避難所（二次避難所）福祉避難所（二次避難所）福祉避難所（二次避難所）

協定等の名称 日付 相手方 内容

災害時における福祉避難所施設利用に関する協定

書

平成30年12月21日 東京都立小金井特別支援学校 東京都立小金井特別支援学校を福祉避難所として指定

災害発生時における福祉避難所（二次避難所）の

設置運営に関する協定書

平成30年7月1日 社会福祉法人　七日会 特別養護老人ホームぬく井の杜を福祉避難所として指定

災害発生時における福祉避難所（二次避難所）の

設置運営に関する協定書

令和元年7月1日* 有限会社　のがわ 高齢者複合施設のがわを福祉避難所として指定

災害発生時における福祉避難所（二次避難所）の

設置運営に関する協定書

平成28年7月1日 社会福祉法人　聖ヨハネ会 小金井聖ヨハネ支援センターを福祉避難所として指定

災害時における避難所施設利用に関する協定書 平成28年4月1日* 社会福祉法人　聖ヨハネ会

小金井市立本町高齢者在宅サービスセンターを福祉避難

所として指定

災害時における避難所施設利用に関する協定書 平成28年4月1日* 社会福祉法人　まりも会 小金井市障害者福祉センターを福祉避難所として指定

災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の

設置運営に関する協定書

平成24年12月1日 医療法人財団　美生会 介護老人保健施設秋桜を福祉避難所として指定

災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の

設置運営に関する協定書

平成24年10月15日 特定非営利活動法人　木馬の会 小金井おもちゃライブラリーを福祉避難所として指定

災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の

設置運営に関する協定書

平成24年10月1日 社会福祉法人　東京聖労院 特別養護老人ホームつきみの園を福祉避難所として指定

災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の

設置運営に関する協定書

平成24年10月1日 一般財団法人　天誠会

介護老人保健施設小金井あんず苑を福祉避難所として指

定

災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の

設置運営に関する協定書

平成24年10月1日 社会福祉法人　聖ヨハネ会

特別養護老人ホーム桜町聖ヨハネホーム及び桜町高齢者

在宅サービスセンターを福祉避難所として指定

災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の

設置運営に関する協定書

平成24年10月1日

特定非営利活動法人　エヌピー

オー萼

福祉ＮＰＯうてなを福祉避難所として指定

災害時における避難所施設利用に関する協定書 平成24年4月1日 学校法人　ルーテル学院大学 ルーテル学院大学を福祉避難所として指定

災害時における二次避難所（福祉避難所）の設置

運営に関する協定書

平成24年4月1日 社会福祉法人　雲柱社 小金井生活実習所を福祉避難所として指定

*　再締結の日付
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し尿処理・がれき処理関係し尿処理・がれき処理関係し尿処理・がれき処理関係し尿処理・がれき処理関係

協定等の名称 日付 相手方 内容

災害時における水再生センターへのし尿搬入及び

受入れに関する覚書

平成23年6月30日 東京都下水道局流域下水道本部 し尿処理への協力

災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関

する協定書

平成23年4月1日 有限会社調布清掃 災害時における廃棄物の収集及び運搬に関する協力

災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関

する協定書

平成23年4月1日 志賀興業株式会社 災害時における廃棄物の収集及び運搬に関する協力

災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関

する協定書

平成23年4月1日 株式会社加藤商事 災害時における廃棄物の収集及び運搬に関する協力

災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関す

る協定書

平成23年4月1日 有限会社調布清掃 災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協力

災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関す

る協定書

平成23年4月1日 志賀興業株式会社 災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協力

災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関す

る協定書

平成23年4月1日 株式会社加藤商事 災害時におけるし尿の収集及び運搬に関する協力

消防水利関係消防水利関係消防水利関係消防水利関係

協定等の名称 日付 相手方 内容

指定給水拠点における初動応急給水活動に関する

覚書及び指定給水拠点における初動応急給水活動

に関する覚書実施細目

平成26年3月31日 東京都水道局 指定給水拠点における初動応急給水活動等

消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の

設置等に関する協定書に係る実施細目

平成25年7月25日 東京消防庁小金井消防署 消防水利の設置等

消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 平成25年7月16日 東京都水道局

消火栓等からの応急給水用資器材及び消火用資器材の貸

借並びに資器材を使用した防災訓練並びに災害時におけ

る消火栓等からの応急給水及び初期消火活動の実施

上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書

及び上水道における排水栓の取り扱い等に関する

覚書実施細目

平成24年9月10日 東京都水道局 上水道における排水栓の取り扱い等

上水道における消火栓の設置、維持管理等に関す

る協定書及び上水道における消火栓補償費に関す

る覚書

平成24年3月30日 東京都水道局 上水道における消火栓の設置、維持管理等

輸送関係輸送関係輸送関係輸送関係

協定等の名称 日付 相手方 内容

災害時における物資の輸送協力に関する協定書 平成28年8月15日

一般社団法人東京都トラック協

会多摩支部

物資輸送の協力
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その他その他その他その他

協定等の名称 日付 相手方 内容

災害時における行政手続の支援活動に関する協定

書

令和元年7月10日 東京都行政書士会多摩中央支部 災害時におけるり災証明書発行等の行政手続への協力

災害時における地図製品等の供給等に関する協定

書

平成31年4月1日 株式会社ゼンリン東京第一支社 災害時における地図製品等の供給等

災害時における無人航空機を活用した支援活動等

に関する協定書

平成30年4月25日

ＮＰＯ法人　クライシスマッ

パーズ・ジャパン

災害発生時における支援活動等に関する連携・協力

災害時の避難場所等における連携・協力体制に関

する協定書

平成28年7月1日 公益財団法人　東京都公園協会 災害発生時における都立小金井公園での連携・協力

地域貢献型広告に関する協定書 平成28年4月1日

東電タウンプランニング株式会

社多摩総支社

電柱等における地域貢献型広告の掲出に関する協力

災害時における救出救助業務等の協力に関する協

定書

平成25年1月25日

社団法人　東京都自動車整備振

興会　武蔵野支部

災害発生時の救出救助業務、障害物除去・収容業務等に

関する協力

災害時における動物救護活動に関する協定書 平成24年4月1日 小金井市獣医師会 災害時における動物救護活動への協力

災害時における上下水道の応急復旧等に関する協

定書

平成21年5月29日

三多摩管工事組合小金井支部桜

水会

災害発生時における上下水道の応急復旧への協力

災害時における応急対策活動の協力に関する協定

書

平成21年3月30日 小金井建設協会 災害時における応急対策活動への協力

災害時における理容サービス業務の提供に関する

協定書

平成20年2月25日

東京都理容生活衛生同業組合小

金井支部

理容活動への協力

災害時におけるボランティア活動支援に関する協

定書

平成17年8月9日 小金井市社会福祉協議会 ボランティア活動への協力

災害時における相互協力に関する覚書 平成11年10月4日 郵便事業株式会社小金井支店 避難先及び被災状況の情報提供等

大規模地震等の災害発生時における初動体制にか

かわる協定書

平成8年3月21日 小金井市スカウト協議会 初動体制の確保と被災市民の救護・復興
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協定 医療関係 １ 災害時における施設利用に関する協定書（桜町病院） 

文書管理機関名：市福祉保健部 本編該当頁：第 2 部 6-18 

 

 

災害時における施設利用に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院（以下「乙」という。）の

間において、次のとおり災害時における緊急医療救護所としての施設利用に関する協定を締結す

る。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が乙の管理する施設の一部を災害時における緊急医療救護所として利用す

ることについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（緊急医療救護所の定義）  

第２条 この協定書でいう「緊急医療救護所」とは、災害時において多数の負傷者が発生した場合

に、負傷者を一時収容し、応急手当て及び後方医療機関へ搬送するための応急処置等を実施す

る施設をいう。 

 

（施設の利用範囲） 

第３条 緊急医療救護所として利用できる乙の施設は、駐車場とする。 

 

（緊急医療救護所の開設）  

第４条 甲は、災害時において緊急医療救護所を開設する際は、事前に乙に対しその旨を文書又

は口頭で通知するものとする。 

２ 甲は、緊急医療救護所の開設に当たり、二次災害を防止するため東京都と連携して早急に応急

危険度判定員を派遣し、利用する施設の安全性について調査する。 

３ 甲は、前項の措置が困難な場合は、建築関係者により利用する施設の安全確認を行う。 

 

（緊急医療救護所の管理）  

第５条 緊急医療救護所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２ 緊急医療救護所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 甲は、緊急医療救護所の管理運営に係る経費を負担するものとする。 

 

（開設期間）  

第７条 緊急医療救護所の開設期間は、災害発生から７２時間以内とする。ただし、状況により期

間を延長する必要がある場合は、甲は乙と協議の上、延長することができる。 
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（施設利用解消への努力） 

第８条 甲は、乙が早期に通常の医療活動を再開できるよう配慮するとともに、当該緊急医療救護

所の早期解消に努めるものとする。 

 

（原状回復義務） 

第９条 甲は、乙の管理する駐車場の緊急医療救護所としての利用を終了する際は、乙に緊急医療

救護所使用終了届を提出するとともに、当該利用施設を現状に復し、乙の確認を受けた後、乙

に引き渡すものとする。 

 

（連絡調整） 

第１０条 この協定事項が円滑に実施されるよう、甲及び乙は、それぞれ連絡責任者を定め、必要

に応じて連絡調整を行うものとする。 

２ 前項の連絡責任者は、甲においては福祉保健部健康課長を、乙においては総務課長をもって充

てる。 

 

（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から令和２年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の３箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出がないときは、

有効期間は更に１年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第１２条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 

 

甲及び乙は、この協定を証するため、本書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各１通を

保管するものとする。 

 

 

平成３１年４月２６日 

甲 小金井市本町六丁目６番３号 

小金井市 

市 長   

 

 

乙  小金井市桜町一丁目２番２０号 

社会福祉法人 聖ヨハネ会 桜町病院 

桜町病院長  
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協定 医療関係 ２ 災害時における施設利用に関する協定書（小金井太陽病院） 

文書管理機関名：市福祉保健部 本編該当頁：第 2 部 6-18 

 

 

災害時における施設利用に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と医療法人社団大日会（以下「乙」という。）の間において、

次のとおり災害時における緊急医療救護所としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が乙の管理する施設の一部を災害時における緊急医療救護所として利用す

ることについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（緊急医療救護所の定義）  

第２条 この協定書でいう「緊急医療救護所」とは、災害時において多数の負傷者が発生した場合

に、負傷者を一時収容し、応急手当て及び後方医療機関へ搬送するための応急処置等を実施す

る施設をいう。 

 

（施設の利用範囲） 

第３条 緊急医療救護所として利用できる乙の施設は、駐車場とする。 

 

（緊急医療救護所の開設）  

第４条 甲は、災害時において緊急医療救護所を開設する際は、事前に乙に対しその旨を文書又

は口頭で通知するものとする。なお、口頭で通知した場合、甲は乙にその旨を文書で提出する。 

２ 甲は、緊急医療救護所の開設に当たり、二次災害を防止するため東京都と連携して早急に応急

危険度判定員を派遣し、利用する施設の安全性について調査する。 

３ 甲は、前項の措置が困難な場合は、建築関係者により利用する施設の安全確認を行う。 

 

（緊急医療救護所の管理）  

第５条 緊急医療救護所の管理運営は、甲の責任においておこなうものとする。 

２ 緊急医療救護所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 甲は、緊急医療救護所の管理運営に係る経費を負担するものとする。 

 

（開設期間）  

第７条 緊急医療救護所の開設期間は、災害発生から７２時間以内とする。ただし、状況により期

間を延長する必要がある場合は、甲は乙と協議の上、延長することができる。 
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（施設利用解消への努力） 

第８条 甲は、乙が早期に通常の医療活動を再開できるよう配慮するとともに、当該緊急医療救護

所の早期解消に努めるものとする。 

 

 

 

（原状回復義務） 

第９条 甲は、乙の管理する駐車場の緊急医療救護所としての利用を終了する際は、乙に緊急医療

救護所使用終了届を提出するとともに、当該利用施設を現状に復し、乙の確認を受けた後、乙

に引き渡すものとする。 

 

（連絡調整） 

第１０条 この協定事項が円滑に実施されるよう、甲及び乙は、それぞれ連絡責任者を定め、必要

に応じて連絡調整を行うものとする。 

２ 前項の連絡責任者は、甲においては福祉保健部健康課長を、乙においては事務長をもって充て

る。 

 

（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から令和２年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の３箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出がないときは、

有効期間は更に１年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第１２条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 

 

甲及び乙は、この協定を証するため、本書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各１通を

保管するものとする。 

 

 

平成３１年４月２６日 

甲 小金井市本町六丁目６番３号 

小金井市 

市 長   

 

 

乙  小金井市本町一丁目９番１７号 

医療法人社団大日会 小金井太陽病院 

小金井太陽病院長 
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協定 医療関係 ３ 災害時の救護活動についての協定書（小金井市整復師会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 6-17 

    

    

災害時の救護活動についての協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と小金井市接骨師会（以下「乙」という。）との間で、小金井

市地域防災計画に基づく医療救護活動に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（総則） 

第 1 条 この協定は、小金井市内に地震、その他の災害が生じた場合、甲が行う医療救護活動に

対する乙の積極的な協力を得ることに関し、必要な事項を定めるものとする。 

（協力の内容） 

第２条 災害時において、乙は、甲からの要請に基づき、次に掲げる範囲の協力を行うものとす

る。 

⑴ 傷病者に対する応急救護（柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号）に規定された業務の

範囲）の実施 

⑵ 傷病者に対する応急救護に関する衛生材料等の提供 

（要請の手続） 

第３条 甲は、乙に対して、この協定による協力を要請するときは、要請の理由、業務内容、日

時、場所、その他必要な事項を明らかにし要請しなければならない。 

（協力） 

第４条 乙は、甲から要請を受けた事項に関し、特別の理由がない限り、必要な業務を実施する

ものとする。 

（指揮の命令） 

第５条 乙の協力に係る指揮命令及び連絡調整については、甲が指定する者が行い、応急救護に

係る必要な指示については、小金井市医師会長の指定する者（医師）が行うものとする。 

（費用弁償） 

第 6条 甲は、乙の協力に係る衛生材料等の提供及び使用について、その実費を弁償するものと

する。 

（損害賠償） 

第７条 甲の要請に基づき行われた乙の当該業務に係る従事者への損害賠償は、東京都市町村消

防団員等公務災害補償条例（昭和６３年東京都市町村総合事務組合条例第１９号）の規定を準

用して、補償するものとする。 

（防災訓練への参加） 

第８条 乙は、甲から要請のあった場合は、甲が実施する防災訓練に参加、協力するものとし、

防災訓練への参加、協力に要する経費は乙の負担とする。 

（有効期限） 

第９条 この協定の有効期限は、協定締結日から平成１５年３月３１日までとする。 
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ただし、期間満了の３か月前までに甲、乙いずれかから何らの申出がない場合は、更に１年間

延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度甲乙

協議の上定めるものとする。 

   

この協定書の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、甲乙がそれぞれその

１通を保有する。 

 

平成１４年１０月２２日 

 

小金井市本町六丁目６番３号 

甲 小金井市 

              小金井市長  稲 葉 孝 彦 

 

              小金井市貫井北町五丁目１８番２７号 

乙 小金井市接骨師会 

  会   長  鈴 木 浩 一 
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災害時の救護活動実施項目 
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災害時の救護活動実施項目 
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協定 医療関係 ６ 災害時の医療救護活動についての協定（小金井市医師会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 6-17 

    

    

災害時の医療救護活動についての協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と社団法人小金井市医師会（以下「乙」という。）は、災害時

の医療救護活動について次の通り協定を締締する。 

 

（総則） 

第１条 この協定は、小金井市地域防災計画に基づき、甲が行う医療救護活動に対し乙の協力に

ついて必要な事項を定める。 

（医師等の派遣） 

第２条 甲は、災害発生により医療救護活動を実施する必要が生じた場合は、乙に対し医師等の

派遣を要請する。 

２ 乙は、前項の定めにより甲から要請を受けた場合は、ただちに乙に所属する医師（以下「丙」

という。）を、現地の救護所（甲が臨時に設置する「救護施設及び甲が指定する既設の医療機関」

をいう。）等に派遣する。 

３ 本協定は、乙が丙に医療救護活動を指示し、丙がその出務を承諾することにより甲と丙との

間においても成立したものとする。 

４ 看護婦及び医療従事者は、甲が確保する。 

ただし、乙又は丙が帯同又は指示した看護婦並びに医療従事者は、甲が確保したものとみな

し、乙又は丙は可及的すみやかに氏名を甲に連絡する。 

（医師等の活動場所） 

第３条 丙は、甲が設置する救護所等において医療救護活動を行う。 

（医師の業務） 

第４条 丙の業務は、次の通りとする。 

⑴ 傷病者に対する応急処置 

⑵ 後方医療施設への転送の要否及び転送順位の決定 

⑶ 転送困難な患者及び避難所等における軽易な患者に対する医療 

⑷ 死亡の確認 

⑸ 派遣された看護婦及び医療従事者の指揮監督 

（指揮・命令） 

第５集 医療救護に係る指揮命令及び医療救護の調整は、甲が指定するものが行う。 

（医師の輸送） 

第６条 丙の輸送は、原則として甲が行う。 

（医薬品等の備蓄・輸送） 

第７条 丙は、原則として甲の備蓄する医薬材料等を使用する。 

２ 備蓄医薬材料等の輸送は、原則として甲が行う。 
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（後方医療施設における医療救護） 

第８条 救護所等において医療施設での医療を必要とする傷病者があった場合、甲は後方医療施

設に対しその受入れを要請する。 

（医療費） 

第９条 救護所等における医療費は、無料とする。 

２ 後方医療施設における医療費は、原則として患者負担とする。 

（合同訓練） 

第１０条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する合同訓練に参加するとともに、当該

訓練の一般参加者中傷病者が発生した場合の医療救護を併せ担当する。 

（費用弁償等） 

第１１条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動等を実施した場合に要する経費並びに同活動に

起因して丙が負傷、疾病又は死亡した場合の補償費用は、甲が負担する。 

２ 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議の上別に定める。 

（災害医療運営協議会の設置） 

第１２条 甲は、この協定の円滑な実施を図るため、甲及び乙で構成する小金井市災害医療運営

協議会を設置する。 

（細目） 

第１３条 この協定を実施するための必要な事項については、別に定める。 

（協臓） 

第１４条 前各条に定めのない事項については、甲乙協議の上定める。 

（協定の期間） 

第１５条 協定の有効期間は、昭和５５年４月１７日から昭和５６年３月３１日までとする。 

２ この協定期間満了までに、甲乙いずれか一方から特段の意思表示がない場合は、同一条件を

もつてさらに期間１年間延長するものとし、以後この例によるものとする。 

 

甲と乙とは、本協定書 2通を作成し、双方記名押印の上各 1通を保有する。 

 

昭和５５年４月１７日 

      

     甲 東京都小金井市 

        市長  星 野 平 壽 

 

乙 社団法人東京小金井市医師会 

        会長  廣 野 恵 三 
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災害時の医療救護活動実施細目 

 

小金井市（以下「甲」という。）と社団法人小金井市医師会（以下「乙」という。）は、昭和５

５年４月１７日付をもつて締結した災害時の医療救護活動についての協定書（以下「協定書」と

いう。）第１３条に基づき、実施細目を次のとおり定める。 

（医師の緊急活動） 

第 1 条 乙は災害状況により緊急を要すると判断し、協定書第２条第１項の定めによる甲の要請

をまたずに医療救護活動を実施した場合は、初動後可及的すみやかに甲に報告する。 

２ 前項の定めによる報告があったものについては、医療救護の初動期において甲の要請があっ

たものとみなす。 

（救護所設置の特例） 

第２条 甲は、避難所等に設置する救護所のほか必要と認めたときは、小金井市地域防災計画に

基づき、小金井市が指定した後方医療施設に救護所を設置する。 

２ 甲は災害状況により必要と認めたときは、前項による後方医療施設のほか、医療救護活動が

可能な被災害地周辺の医療施設に救護所を設置する。 

（医薬品等の費用弁償） 

第３条 丙が携行した医薬品、衛生材料等を使用した場合の費用は実費とする。 

２ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において、医療活動により生じた施設及び設備

の損傷にかかる経費は甲の負担とする。 

（扶助費） 

第４条 医療救護に従事した者が負傷し、若しくは疾病にかかり、又は死亡した場合の補償につ

いては、その者が通常得ている収入の額を基準とし、災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）

の規定に基づき算出した額とする。 

（医療救護従事者の費用弁償） 

第５条 医療救護活動の従事者並びに合同訓練参加者に対する費用弁償の額は、甲乙協議して定

める。 

（医事紛争の処理） 

第６条 丙が現場で行った医療行為及び転送した患者の診療について、患者との間に事故及び医

事紛争が生じた場合は、乙はただちに甲に連絡し、その原因を調査するため小金井市災害医療

運営協議会を開催し、適切な措置をとる。 

２ 甲は、前項の紛争に関して支払つた補償見舞金等について、乙又は丙に求償しない。 

ただし、この紛争の原因が丙の故意又は重大な過失による場合はこの限りでない。 

（未収金の処理） 

第７条 後方医療施設において災害時の医療救護にかかる医療費の未収が生じたときは、甲はす

みやかにその任を負う。 

（費用等の請求、報告） 

第８条 協定書第１１条及び前条の定めによる費用等の請求、報告については、医療救護活動終

了後すみやかに乙が一括して、次により甲に請求報告する。 

⑴ 丙の派遣にかかる費用は、「費用等請求書」(様式１)に「医療救護活動報告」（様式１－１）

及び医療救護診療記録（様式１－２）を添えて請求する。 
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⑵ 丙が携行した医薬品、衛生材料等を使用した場合の費用は、前号による（様式１）に薬品、

衛生材料使用報告書（様式２）を添えて請求する。 

⑶ 丙が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合は、事故報告書(様

式３)に事故傷病者概要（様式３－１）を添えて報告する。 

⑷ 甲が実施する合同訓練に参加する丙にかかる費用については、前項⑴から⑶の定めを準用

する。 

⑸ 後方医療施設及び救護所を設置した医療施設において医療救護活動により生じた施設、設

備の損傷にかかる費用は、第１号による（様式１）に物件損傷等報告（様式４）を添えて請

求する。 

⑹ その他医療救護活動のために必要となる様式については、災害救助法施行細則（昭和３８

年東京都規則第１３６号）で定める様式を準用する。 

(費用等の支払い) 

第９条 甲は前条により、乙から請求・報告された費用請求書等については、協定書第１１号第

２項による額をすみやかに乙に支払う。 

 

この実施細目を証するため本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各 1 通を保有する。 

 

昭和５５年４月１７日 

      

     甲 東京都小金井市 

        市長  星 野 平 壽 

 

乙 社団法人東京小金井市医師会 

        会長  廣 野 恵 
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災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と東邦薬品株式会社 立川府中営業所（以下「乙」という。）と

は、災害時の救護に必要な医薬品等（以下「医薬品等」という。）の調達について、次のとおり協

定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画及び小金井市地域防災計画に基づき、甲が設置する医

療救護所等で必要な医薬品等の調達に関し、乙に協力を要請するために必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害時において医療救護所等で実施する医療等に必要な医薬品等の確保を図るた

め、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対して保有する医薬品等に関する調達の協

力を要請するものとする。 

 

（調達の手続等） 

第３条 甲は、乙に調達要請するときは、災害時における医薬品等調達要請書（第１号様式）に

より行うものとする。ただし、緊急の場合にはこの限りでない。 

２ 乙は、甲から前項の調達要請を受けたときは、可能な範囲で医薬品等の調達措置を講ずるも

のとする。 

３ 医薬品等の搬送場所は、災害薬事センター及び医療救護所とする。ただし、搬送先が災害等

により損害を受け搬送が困難な場合にはこの限りでない。 

 

（費用負担） 

第４条 この協定により乙が調達した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するも

のとする。 

 

（医薬品等の価格） 

第５条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、納入時の薬価とする。 

 

（医薬品等の範囲） 

第６条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙は当該範囲内において供給可

能な品目及び数量を供給するものとする。 

協定 医療関係 ７ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

          （東邦薬品株式会社） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 6-28 
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⑴ 医薬品 

⑵ 衛生材料 

⑶ 医療器具 

⑷ 前各号のほか、甲が指定するもの 

 

（費用の請求と支払い） 

第７条 乙は、調達措置を講じ納入が終了したときは、速やかに災害時における医薬品等調達報

告書（第２号様式）により甲に報告し、その費用を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の報告に基づき内容を精査し、適正と認めたときは、乙の請求により速やかにそ

の費用を支払うものとする。 

 

（損害賠償） 

第８条 甲は、乙に属する協力業務従事者が、その協力業務において負傷し、もしくは疾病にか

かり、又は死亡した場合は、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和６３年東京市町

村総合事務組合条例第１９号）の規定に基づき支給される額に相当する額を補償するものとす

る。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の３か月前

までに甲又は乙のいずれからも何らの申し出がないときは、更に１年間延長されたものとみな

し、以後もこの例によるものとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項については、甲及び乙が協議のうえ定める。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自１通

を保有する。 

 

 

平成２７年９月１日 

 

甲  小金井市本町六丁目６番３号           

   小金井市                    

小金井市長     

 

 

乙  府中市美好町一丁目３８番４号          

   東邦薬品株式会社                        

    立川府中営業所長  
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第１号様式（第３条関係） 

年  月  日 

 

                御中 

 

小金井市長           印 

 

災害時における医薬品等調達要請書 

 

 「災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書」に基づき、次のとおり要請

します。 

 

⑴ 納入希望日時        年    月    日（  ） 午前 ・ 午後 

⑵ 納 入 場 所 ・災害薬事センター（小金井市保健センター） 

・医療救護所（①都立多摩科学技術高校 ②私立武蔵野東中学校） 

・その他（損害等により納入が困難な場合） 

                               

⑶ 要 請 品 目 

  及 び 数 量 

※不足する場合は別途記載 

品 目 数 量 

①   

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

⑨   

⑩   

⑷ その他伝達事項  
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第２号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

小金井市長  様 

                                   印 

 

 

災害時における医薬品等調達報告書 

 

     年  月  日付けの「災害時における医薬品等調達要請書」に基づく医

薬品等の調達について、次のとおり報告します。 

 

⑴ 納 品 年 月 日       年    月    日（  ） 

⑵ 納 品 場 所 ・災害薬事センター（小金井市保健センター） 

・医療救護所（①都立多摩科学技術高校 ②私立武蔵野東中学校） 

・その他（損害等により納入が困難な場合） 

                               

⑶ 納 品 品 目 

  及 び 数 量 

 

品 目 数 量 

①   

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

⑨   

⑩   

⑷ その他伝達事項  

 

 



協定 医療関係 ８ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（アルフレッサ株式会社） 

協定 医療関係 ８ 1/4 

 

    

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）とアルフレッサ株式会社（以下「乙」という。）とは、災害時

の救護に必要な医薬品等（以下「医薬品等」という。）の調達について、次のとおり協定を締結す

る。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画及び小金井市地域防災計画に基づき、甲が設置する医

療救護所等で必要な医薬品等の調達に関し、乙に協力を要請するために必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害時において医療救護所等で実施する医療等に必要な医薬品等の確保を図るた

め、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対して保有する医薬品等に関する調達の協

力を要請するものとする。 

 

（調達の手続等） 

第３条 甲は、乙に調達要請するときは、災害時における医薬品等調達要請書（第１号様式）に

より行うものとする。ただし、緊急の場合にはこの限りでない。 

２ 乙は、甲から前項の調達要請を受けたときは、可能な範囲で医薬品等の調達措置を講ずるも

のとする。 

３ 医薬品等の搬送場所は、災害薬事センター及び医療救護所とする。ただし、搬送先が災害等

により損害を受け搬送が困難な場合にはこの限りでない。 

 

（費用負担） 

第４条 この協定により乙が調達した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するも

のとする。 

 

（医薬品等の価格） 

第５条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、納入時の薬価とする。 

 

（医薬品等の範囲） 

第６条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙は当該範囲内において供給可

能な品目及び数量を供給するものとする。 

協定 医療関係 ８ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

          （アルフレッサ株式会社） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 6-28 



協定 医療関係 ８ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（アルフレッサ株式会社） 

協定 医療関係 ８ 2/4 

 ⑴ 医薬品 

⑵ 衛生材料 

⑶ 医療器具 

⑷ 前各号のほか、甲が指定するもの 

 

（費用の請求と支払い） 

第７条 乙は、調達措置を講じ納入が終了したときは、速やかに災害時における医薬品等調達報

告書（第２号様式）により甲に報告し、その費用を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の報告に基づき内容を精査し、適正と認めたときは、乙の請求により速やかにそ

の費用を支払うものとする。 

 

（損害賠償） 

第８条 甲は、乙に属する協力業務従事者が、その協力業務において負傷し、もしくは疾病にか

かり、又は死亡した場合は、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和６３年東京市町

村総合事務組合条例第１９号）の規定に基づき支給される額に相当する額を補償するものとす

る。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の３か月前

までに甲又は乙のいずれからも何らの申し出がないときは、更に１年間延長されたものとみな

し、以後もこの例によるものとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項については、甲及び乙が協議のうえ定める。 

 

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自１通

を保有する。 

 

 

平成２７年９月１日 

 

 

甲  小金井市本町六丁目６番３号        

   小金井市                 

小金井市長      

 

 

乙  府中市西原町一丁目５番地の１       

   アルフレッサ株式会社           

    調布支店長    



協定 医療関係 ８ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（アルフレッサ株式会社） 

協定 医療関係 ８ 3/4 

第１号様式（第３条関係） 

年  月  日 

 

                御中 

 

小金井市長           印 

 

災害時における医薬品等調達要請書 

 

 「災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書」に基づき、次のとおり要請

します。 

 

⑴ 納入希望日時        年    月    日（  ） 午前 ・ 午後 

⑵ 納 入 場 所 ・災害薬事センター（小金井市保健センター） 

・医療救護所（①都立多摩科学技術高校 ②私立武蔵野東中学校） 

・その他（損害等により納入が困難な場合） 

                               

⑶ 要 請 品 目 

  及 び 数 量 

※不足する場合は別途記載 

品 目 数 量 

①   

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

⑨   

⑩   

⑷ その他伝達事項  

 

 



協定 医療関係 ８ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（アルフレッサ株式会社） 

協定 医療関係 ８ 4/4 

第２号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

小金井市長  様 

                                   印 

 

 

災害時における医薬品等調達報告書 

 

     年  月  日付けの「災害時における医薬品等調達要請書」に基づく医

薬品等の調達について、次のとおり報告します。 

 

⑴ 納 品 年 月 日       年    月    日（  ） 

⑵ 納 品 場 所 ・災害薬事センター（小金井市保健センター） 

・医療救護所（①都立多摩科学技術高校 ②私立武蔵野東中学校） 

・その他（損害等により納入が困難な場合） 

                               

⑶ 納 品 品 目 

  及 び 数 量 

 

品 目 数 量 

①   

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

⑨   

⑩   

⑷ その他伝達事項  

 

 



協定 医療関係 ９ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（株式会社スズケン） 

協定 医療関係 ９ 1/4 

 

    

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と株式会社スズケン（以下「乙」という。）とは、災害時の救

護に必要な医薬品等（以下「医薬品等」という。）の調達について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画及び小金井市地域防災計画に基づき、甲が設置する医

療救護所等で必要な医薬品等の調達に関し、乙に協力を要請するために必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害時において医療救護所等で実施する医療等に必要な医薬品等の確保を図るた

め、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対して保有する医薬品等に関する調達の協

力を要請するものとする。 

 

（調達の手続等） 

第３条 甲は、乙に調達要請するときは、災害時における医薬品等調達要請書（第１号様式）に

より行うものとする。ただし、緊急の場合にはこの限りでない。 

２ 乙は、甲から前項の調達要請を受けたときは、可能な範囲で医薬品等の調達措置を講ずるも

のとする。 

３ 医薬品等の搬送場所は、災害薬事センター及び医療救護所とする。ただし、搬送先が災害等

により損害を受け搬送が困難な場合にはこの限りでない。 

 

（費用負担） 

第４条 この協定により乙が調達した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するも

のとする。 

 

（医薬品等の価格） 

第５条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、納入時の薬価とする。 

 

（医薬品等の範囲） 

第６条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙は当該範囲内において供給可

能な品目及び数量を供給するものとする。 

⑴ 医薬品 

協定 医療関係 ９ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

          （株式会社スズケン） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 6-28 



協定 医療関係 ９ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（株式会社スズケン） 

協定 医療関係 ９ 2/4 

⑵ 衛生材料 

⑶ 医療器具 

⑷ 前各号のほか、甲が指定するもの 

 

（費用の請求と支払い） 

第７条 乙は、調達措置を講じ納入が終了したときは、速やかに災害時における医薬品等調達報

告書（第２号様式）により甲に報告し、その費用を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の報告に基づき内容を精査し、適正と認めたときは、乙の請求により速やかにそ

の費用を支払うものとする。 

 

（損害賠償） 

第８条 甲は、乙に属する協力業務従事者が、その協力業務において負傷し、もしくは疾病にか

かり、又は死亡した場合は、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和６３年東京市町

村総合事務組合条例第１９号）の規定に基づき支給される額に相当する額を補償するものとす

る。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の３か月前

までに甲又は乙のいずれからも何らの申し出がないときは、更に１年間延長されたものとみな

し、以後もこの例によるものとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項については、甲及び乙が協議のうえ定める。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自１通

を保有する。 

 

 

平成２７年９月１日 

 

 

甲  小金井市本町六丁目６番３号        

   小金井市                 

小金井市長  

 

 

 

乙  小平市御幸町４４番１号          

   株式会社スズケン             

    小平支店長  



協定 医療関係 ９ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（株式会社スズケン） 

協定 医療関係 ９ 3/4 

第１号様式（第３条関係） 

年  月  日 

 

                御中 

 

小金井市長           印 

 

災害時における医薬品等調達要請書 

 

 「災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書」に基づき、次のとおり要請

します。 

 

⑴ 納入希望日時        年    月    日（  ） 午前 ・ 午後 

⑵ 納 入 場 所 ・災害薬事センター（小金井市保健センター） 

・医療救護所（①都立多摩科学技術高校 ②私立武蔵野東中学校） 

・その他（損害等により納入が困難な場合） 

                               

⑶ 要 請 品 目 

  及 び 数 量 

※不足する場合は別途記載 

品 目 数 量 

①   

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

⑨   

⑩   

⑷ その他伝達事項  

 

 



協定 医療関係 ９ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（株式会社スズケン） 

協定 医療関係 ９ 4/4 

第２号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

小金井市長  様 

                                   印 

 

 

災害時における医薬品等調達報告書 

 

     年  月  日付けの「災害時における医薬品等調達要請書」に基づく医

薬品等の調達について、次のとおり報告します。 

 

⑴ 納 品 年 月 日       年    月    日（  ） 

⑵ 納 品 場 所 ・災害薬事センター（小金井市保健センター） 

・医療救護所（①都立多摩科学技術高校 ②私立武蔵野東中学校） 

・その他（損害等により納入が困難な場合） 

                               

⑶ 納 品 品 目 

  及 び 数 量 

 

品 目 数 量 

①   

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

⑨   

⑩   

⑷ その他伝達事項  

 

 



協定 医療関係 １０ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（株式会社メディセオ） 

協定 医療関係 １０ 1/4 

 

    

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と株式会社メディセオ（以下「乙」という。）とは、災害時の

救護に必要な医薬品等（以下「医薬品等」という。）の調達について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画及び小金井市地域防災計画に基づき、甲が設置する医

療救護所等で必要な医薬品等の調達に関し、乙に協力を要請するために必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害時において医療救護所等で実施する医療等に必要な医薬品等の確保を図るた

め、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対して保有する医薬品等に関する調達の協

力を要請するものとする。 

 

（調達の手続等） 

第３条 甲は、乙に調達要請するときは、災害時における医薬品等調達要請書（第１号様式）に

より行うものとする。ただし、緊急の場合にはこの限りでない。 

２ 乙は、甲から前項の調達要請を受けたときは、可能な範囲で医薬品等の調達措置を講ずるも

のとする。 

３ 医薬品等の搬送場所は、災害薬事センター及び医療救護所とする。ただし、搬送先が災害等

により損害を受け搬送が困難な場合にはこの限りでない。 

 

（費用負担） 

第４条 この協定により乙が調達した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するも

のとする。 

 

（医薬品等の価格） 

第５条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、納入時の薬価とする。 

 

（医薬品等の範囲） 

第６条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙は当該範囲内において供給可

能な品目及び数量を供給するものとする。 

⑴ 医薬品 

協定 医療関係 １０ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

          （株式会社メディセオ） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 6-28 



協定 医療関係 １０ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（株式会社メディセオ） 

協定 医療関係 １０ 2/4 

⑵ 衛生材料 

⑶ 医療器具 

⑷ 前各号のほか、甲が指定するもの 

 

（費用の請求と支払い） 

第７条 乙は、調達措置を講じ納入が終了したときは、速やかに災害時における医薬品等調達報

告書（第２号様式）により甲に報告し、その費用を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の報告に基づき内容を精査し、適正と認めたときは、乙の請求により速やかにそ

の費用を支払うものとする。 

 

（損害賠償） 

第８条 甲は、乙に属する協力業務従事者が、その協力業務において負傷し、もしくは疾病にか

かり、又は死亡した場合は、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和６３年東京市町

村総合事務組合条例第１９号）の規定に基づき支給される額に相当する額を補償するものとす

る。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の３か月前

までに甲又は乙のいずれからも何らの申し出がないときは、更に１年間延長されたものとみな

し、以後もこの例によるものとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項については、甲及び乙が協議のうえ定める。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自１通

を保有する。 

 

 

平成２７年９月１日 

 

 

甲  小金井市本町六丁目６番３号                

   小金井市                         

    小 金 井 市 長     

 

 

乙  東京都中央区八重洲二丁目７番１５号         

株式会社メディセオ                 

取締役副社長東京支社長  

 



協定 医療関係 １０ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（株式会社メディセオ） 

協定 医療関係 １０ 3/4 

第１号様式（第３条関係） 

年  月  日 

 

                御中 

 

小金井市長           印 

 

災害時における医薬品等調達要請書 

 

 「災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書」に基づき、次のとおり要請

します。 

 

⑴ 納入希望日時        年    月    日（  ） 午前 ・ 午後 

⑵ 納 入 場 所 ・災害薬事センター（小金井市保健センター） 

・医療救護所（①都立多摩科学技術高校 ②私立武蔵野東中学校） 

・その他（損害等により納入が困難な場合） 

                               

⑶ 要 請 品 目 

  及 び 数 量 

※不足する場合は別途記載 

品 目 数 量 

①   

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

⑨   

⑩   

⑷ その他伝達事項  

 

 



協定 医療関係 １０ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（株式会社メディセオ） 

協定 医療関係 １０ 4/4 

第２号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

小金井市長  様 

                                   印 

 

 

災害時における医薬品等調達報告書 

 

     年  月  日付けの「災害時における医薬品等調達要請書」に基づく医

薬品等の調達について、次のとおり報告します。 

 

⑴ 納 品 年 月 日       年    月    日（  ） 

⑵ 納 品 場 所 ・災害薬事センター（小金井市保健センター） 

・医療救護所（①都立多摩科学技術高校 ②私立武蔵野東中学校） 

・その他（損害等により納入が困難な場合） 

                               

⑶ 納 品 品 目 

  及 び 数 量 

 

品 目 数 量 

①   

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

⑨   

⑩   

⑷ その他伝達事項  

 

 



協定 医療関係 １１ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（酒井薬品株式会社） 

協定 医療関係 １１ 1/4 

 

    

災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と酒井薬品株式会社（以下「乙」という。）とは、災害時の救

護に必要な医薬品等（以下「医薬品等」という。）の調達について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画及び小金井市地域防災計画に基づき、甲が設置する医

療救護所等で必要な医薬品等の調達に関し、乙に協力を要請するために必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害時において医療救護所等で実施する医療等に必要な医薬品等の確保を図るた

め、医薬品等を調達する必要が生じたときは、乙に対して保有する医薬品等に関する調達の協

力を要請するものとする。 

 

（調達の手続等） 

第３条 甲は、乙に調達要請するときは、災害時における医薬品等調達要請書（第１号様式）に

より行うものとする。ただし、緊急の場合にはこの限りでない。 

２ 乙は、甲から前項の調達要請を受けたときは、可能な範囲で医薬品等の調達措置を講ずるも

のとする。 

３ 医薬品等の搬送場所は、災害薬事センター及び医療救護所とする。ただし、搬送先が災害等

により損害を受け搬送が困難な場合にはこの限りでない。 

 

（費用負担） 

第４条 この協定により乙が調達した医薬品等の代金及び搬送等に係る費用は、甲が負担するも

のとする。 

 

（医薬品等の価格） 

第５条 前条の規定により甲が負担する医薬品等の価格は、納入時の薬価とする。 

 

（医薬品等の範囲） 

第６条 甲が供給を要請する医薬品等の範囲は次のとおりとし、乙は当該範囲内において供給可

能な品目及び数量を供給するものとする。 

⑴ 医薬品 

協定 医療関係 １１ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書 

          （酒井薬品株式会社） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 6-28 



協定 医療関係 １１ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（酒井薬品株式会社） 

協定 医療関係 １１ 2/4 

⑵ 衛生材料 

⑶ 医療器具 

⑷ 前各号のほか、甲が指定するもの 

 

（費用の請求と支払い） 

第７条 乙は、調達措置を講じ納入が終了したときは、速やかに災害時における医薬品等調達報

告書（第２号様式）により甲に報告し、その費用を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の報告に基づき内容を精査し、適正と認めたときは、乙の請求により速やかにそ

の費用を支払うものとする。 

 

（損害賠償） 

第８条 甲は、乙に属する協力業務従事者が、その協力業務において負傷し、もしくは疾病にか

かり、又は死亡した場合は、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和６３年東京市町

村総合事務組合条例第１９号）の規定に基づき支給される額に相当する額を補償するものとす

る。 

 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の３か月前

までに甲又は乙のいずれからも何らの申し出がないときは、更に１年間延長されたものとみな

し、以後もこの例によるものとする。 

 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項については、甲及び乙が協議のうえ定める。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印のうえ、各自１通

を保有する。 

 

 

平成２７年９月１日 

 

 

甲  小金井市本町六丁目６番３号        

   小金井市                 

小金井市長    

 

 

 

乙  三鷹市野崎一丁目１１番２２号       

   酒井薬品株式会社             

    三鷹営業所長      



協定 医療関係 １１ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（酒井薬品株式会社） 

協定 医療関係 １１ 3/4 

第１号様式（第３条関係） 

年  月  日 

 

                御中 

 

小金井市長           印 

 

災害時における医薬品等調達要請書 

 

 「災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書」に基づき、次のとおり要請

します。 

 

⑴ 納入希望日時        年    月    日（  ） 午前 ・ 午後 

⑵ 納 入 場 所 ・災害薬事センター（小金井市保健センター） 

・医療救護所（①都立多摩科学技術高校 ②私立武蔵野東中学校） 

・その他（損害等により納入が困難な場合） 

                               

⑶ 要 請 品 目 

  及 び 数 量 

※不足する場合は別途記載 

品 目 数 量 

①   

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

⑨   

⑩   

⑷ その他伝達事項  

 

 



協定 医療関係 １１ 災害時における医薬品等の調達業務に関する協定書（酒井薬品株式会社） 

協定 医療関係 １１ 4/4 

第２号様式（第６条関係） 

年  月  日 

 

小金井市長  様 

                                   印 

 

 

災害時における医薬品等調達報告書 

 

     年  月  日付けの「災害時における医薬品等調達要請書」に基づく医

薬品等の調達について、次のとおり報告します。 

 

⑴ 納 品 年 月 日       年    月    日（  ） 

⑵ 納 品 場 所 ・災害薬事センター（小金井市保健センター） 

・医療救護所（①都立多摩科学技術高校 ②私立武蔵野東中学校） 

・その他（損害等により納入が困難な場合） 

                               

⑶ 納 品 品 目 

  及 び 数 量 

 

品 目 数 量 

①   

②   

③   

④   

⑤   

⑥   

⑦   

⑧   

⑨   

⑩   

⑷ その他伝達事項  

 

 



協定 医療関係 １２ 災害時に対応する医薬品の備蓄に関する協定書（小金井市薬剤師会） 

協定 医療関係 １２ 1/2 

 

    

災害時に対応する医薬品の備蓄に関する協定書 

 

  

 小金井市（以下「甲」という。）と一般社団法人小金井市薬剤師会（以下「乙」という。）とは、

災害が発生した場合に、災害医療を適正に行うために、必要な医薬品の備蓄について、次のとお

り協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画及び小金井市地域防災計画に基づき、発災初動期３日

間の医療救護に必要となる医薬品の備蓄及びその管理について必要な事項を定めるものとする。 

（備蓄品目等） 

第２条 甲及び乙が備蓄する品目、数量については、甲及び乙が協議の上決定するものとする。 

（費用負担） 

第３条 前条の備蓄に係る経費及び管理に係る経費については、甲が負担するものとする。ただ

し、第７条の規定による指示によって備蓄した医薬品の経費（甲が使用した医薬品を除く。）に

ついては、乙の負担とする。 

（備蓄場所） 

第４条 甲が備蓄する場所は小金井市保健センターとし、乙が備蓄する場所はあらかじめ甲の承

諾を得た場所とする。 

（在庫管理） 

第５条 乙は、前条に基づき決められた乙が備蓄する場所において医薬品を常時備蓄管理し、年

度末に備蓄している医薬品の品目、数量を甲に報告するものとする。 

（備蓄状況の確認） 

第６条 甲は、必要に応じ、乙の医薬品の備蓄状況を調査することができる。 

（備蓄確保の指示） 

第７条 前条に基づく調査の結果、医薬品の備蓄数量が不足していると認められたときは、甲は

乙に備蓄確保を指示するものとする。 

（情報の交換） 

第８条 甲及び乙は、平常時から災害時の医薬品の確保及び備蓄品目について協議し、災害時に

備えるものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の１か月前までに甲又は乙のいずれからも何らの申出がないときは、更に１年間延長

されたものとみなし、以後もこの例によるものとする。 

協定 医療関係 １２ 災害時に対応する医薬品の備蓄に関する協定書 

          （小金井市薬剤師会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 6-28 



協定 医療関係 １２ 災害時に対応する医薬品の備蓄に関する協定書（小金井市薬剤師会） 

協定 医療関係 １２ 2/2 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項については、甲及び乙が協議の上定める。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自１通を

保有する。 

 

 

平成２８年１月１５日     

 

 

甲  小金井市本町六丁目６番３号           

   小金井市                    

小金井市長      

 

 

 

乙  小金井市本町一丁目８番１２号           

   一般社団法人小金井市薬剤師会            

     会   長       



協定 医療関係 １３ 災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書（桜町病院） 

協定 医療関係 １３ 1/2 

 

    

災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と社会福祉法人聖ヨハネ会桜町病院（以下「乙」という。）と

は、災害が発生した場合に、災害医療を適正に行うために、必要な医薬品、医療材料及び医療資

器材（以下「医薬品等」という。）の備蓄について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画及び小金井市地域防災計画に基づき、甲の拠点病院で

ある乙において、発災初動期３日間の医療救護に必要となる医薬品等の備蓄及びその管理につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（備蓄品目等） 

第２条 乙が備蓄する医薬品等の品目、数量については、甲及び乙が協議の上決定するものとす

る。 

（費用負担） 

第３条 前条の備蓄に係る経費及び管理に係る経費については、甲が負担するものとする。ただ

し、第７条の規定による指示によって備蓄した医薬品等の経費（甲が使用した医薬品等を除く。）

については、乙の負担とする。 

（備蓄場所） 

第４条 備蓄場所は、乙の施設内とする。 

（在庫管理） 

第５条 乙は、施設内において医薬品等を常時備蓄管理し、年度末に備蓄している医薬品等の品

目、数量を甲に報告するものとする。 

（備蓄状況の確認） 

第６条 甲は、必要に応じ、乙の医薬品等の備蓄状況を調査することができる。 

（備蓄確保の指示） 

第７条 前条に基づく調査の結果、医薬品等の備蓄数量が不足していると認めたときは、甲は乙

に備蓄確保を指示するものとする。 

（情報の交換） 

第８条 甲及び乙は、平常時から災害時の医薬品等の確保及び備蓄品目について協議し、災害時

に備えるものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の１か月前までに甲又は乙のいずれからも何らの申出がないときは、更に１年間延長

されたものとみなし、以後もこの例によるものとする。 

協定 医療関係 １３ 災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書 

          （桜町病院） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 6-28 



協定 医療関係 １３ 災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書（桜町病院） 

協定 医療関係 １３ 2/2 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項については、甲及び乙が協議の上定める。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自１通を

保有する。 

 

 

平成２８年１月２２日 

 

 

甲  小金井市本町六丁目６番３号           

   小金井市                    

小金井市長        

 

 

 

乙  小金井市桜町一丁目２番２０号          

   社会福祉法人 聖ヨハネ会 桜町病院        

       院    長   



協定 医療関係 １４ 災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書（小金井太陽病院） 

協定 医療関係 １４ 1/2 

 

    

災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と医療法人社団大日会小金井太陽病院（以下「乙」という。）

とは、災害が発生した場合に、災害医療を適正に行うために、必要な医薬品、医療材料及び医療

資器材（以下「医薬品等」という。）の備蓄について、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、東京都地域防災計画及び小金井市地域防災計画に基づき、甲の拠点病院で

ある乙において、発災初動期３日間の医療救護に必要となる医薬品等の備蓄及びその管理につ

いて必要な事項を定めるものとする。 

（備蓄品目等） 

第２条 乙が備蓄する医薬品等の品目、数量については、甲及び乙が協議の上決定するものとす

る。 

（費用負担） 

第３条 前条の備蓄に係る経費及び管理に係る経費については、甲が負担するものとする。ただ

し、第７条の規定による指示によって備蓄した医薬品等の経費（甲が使用した医薬品等を除く。）

については、乙の負担とする。 

（備蓄場所） 

第４条 備蓄場所は、乙の施設内とする。 

（在庫管理） 

第５条 乙は、施設内において医薬品等を常時備蓄管理し、年度末に備蓄している医薬品等の品

目、数量を甲に報告するものとする。 

（備蓄状況の確認） 

第６条 甲は、必要に応じ、乙の医薬品等の備蓄状況を調査することができる。 

（備蓄確保の指示） 

第７条 前条に基づく調査の結果、医薬品等の備蓄数量が不足していると認めたときは、甲は乙

に備蓄確保を指示するものとする。 

（情報の交換） 

第８条 甲及び乙は、平常時から災害時の医薬品等の確保及び備蓄品目について協議し、災害時

に備えるものとする。 

（有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の１か月前までに甲又は乙のいずれからも何らの申出がないときは、更に１年間延長

されたものとみなし、以後もこの例によるものとする。 

協定 医療関係 １４ 災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書 

          （小金井太陽病院） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 6-28 



協定 医療関係 １４ 災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書（小金井太陽病院） 

協定 医療関係 １４ 2/2 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項については、甲及び乙が協議の上定める。 

 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各自１通を

保有する。 

 

 

平成２８年１月２２日 

 

 

甲  小金井市本町六丁目６番３号           

   小金井市                    

     小金井市長      

 

 

 

乙  小金井市本町一丁目９番１７号          

   医療法人社団 大日会 小金井太陽病院       

       院   長  



協定 医療関係 １５ 災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書（小金井市医師会、小金井太陽病院） 

協定 医療関係 １５ 1/2 

 

    

災害時における医療救護活動拠点の設置に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と一般社団法人小金井市医師会（以下「乙」という。）と医療

法人社団大日会（以下「丙」という。）との間において、次のとおり医療救護活動拠点としての施

設利用に関する協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、市内に地震、風水害その他の災害が発生した、又は発生するおそれがある

場合（以下「災害時等」という。）において、甲及び乙が丙の管理する施設の一部を、医療救護

活動拠点として利用することについて必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（医療救護活動拠点の定義） 

第２条 この協定において医療救護活動拠点とは、小金井市災害医療コーディネーターを中心に、

各関係機関との情報交換、医療救護班や保健活動チームの編成等を行う、小金井市保健医療班

と小金井市医師会災害対策本部の機能を有する場所をいう。 

 

（医療救護活動拠点として利用できる施設） 

第３条 甲及び乙が医療救護活動拠点として利用できる施設は、次の施設とする。 

 施設名 医療法人社団大日会 小金井太陽病院 

 所在地 小金井市本町一丁目９番１７号 

 

 （医療救護活動拠点の開設） 

第４条 甲及び乙は、災害時等において医療救護活動拠点として開設する必要が生じた場合、丙

の同意を得た上で、前条に規定する施設を医療救護活動拠点として開設することができる。 

 

（医療救護活動拠点開設の通知） 

第５条 甲又は乙は、前条の規定により医療救護活動拠点を開設する際は、事前に丙に対しその

旨を文書で通知するものとする。ただし、医療救護活動拠点の開設に緊急を要するときは、甲

又は乙は、事前に丙に対しその旨を口頭で通知し、事後に文書を提出する。 

 

（医療救護活動拠点の管理） 

第６条 医療救護活動拠点の管理運営は、原則として、甲の責任において行うこととし、乙及び

丙は甲に協力するものとする。 

 

（費用負担） 

第７条 甲は、医療救護活動拠点の管理運営に係る費用を負担することを原則として、甲、乙及

び丙の協議により決定するものとする。 

 

（開設期間） 

第８条 医療救護活動拠点の開設期間は、災害発生の日から３日以内とする。 

２ 甲及び乙は、状況により開設期間を延長する必要性がある場合、丙と協議のうえ、開設期間

の延長を決定することができる。 

 

協定 医療関係 １５ 災害時における医療救護活動拠点の設置に関する協定書 

          （小金井市医師会、小金井太陽病院） 

文書管理機関名：市福祉保健部 本編該当頁：第 2 部 6-3 



協定 医療関係 １５ 災害時に対応する医薬品等の備蓄に関する協定書（小金井市医師会、小金井太陽病院） 

協定 医療関係 １５ 2/2 

（医療救護活動拠点解消への努力） 

第９条 甲及び乙は、災害復旧に努め、当該医療救護活動拠点の早期解消に努めるものとする。 

 

（原状回復義務） 

第１０条 甲は、丙の管理する施設の医療救護活動拠点を解消する際は、丙に対しその旨を通知

するとともに、その施設を原状に復し、丙の確認を受けた後に引き渡すものとする。 

 

（損害賠償） 

第１１条 甲又は乙が、故意又は重大な過失によって、丙の財産を破損又は滅却等させたときは、

甲又は乙の費用負担をもって原状に復するものとし、必要に応じて、甲、乙及び丙の間で協議

するものとする。 

 

（災害補償） 

第１２条 甲は、本協定に基づく業務に従事した乙、丙の職員等が死亡し、負傷し、疾病にかか

り、又は障害となった場合は、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和６３年組合条

例第１９号）の規定を準用して、これを補償するものとする。ただし、当該業務に従事する職

員等が他の法令により療養その他の給付若しくは補償を受けたときは、当該事故については、

これらの給付額等の限度において補償の責めを免れるものとする。 

 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和２年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の日の３か月前までに甲、乙及び丙のいずれからも解除又は変更の申出がないときは

１年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。 

 

 （協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義の生じた場合は、甲、乙

及び丙にて協議のうえ、決定するものとする。 

 

 甲、乙及び丙は、この協定を証するため、本書３通を作成し、それぞれ記名押印のうえ各１通

を保管するものとする。 

 

 令和元年５月２４日 

 

 

甲   小金井市本町六丁目６番３号 

       小金井市 

       市 長  

 

 

乙   小金井市本町一丁目３番３号 

       一般社団法人 小金井市医師会 

      会 長 

 

 

丙   小金井市本町一丁目９番１７号 

       医療法人社団大日会 小金井太陽病院 

       院 長



協定 医療関係 １６ 災害時における施設利用に関する協定書（小金井リハビリテーション病院） 

協定 医療関係 １６ 1/2 

 

    

災害時における施設利用に関する協定書 

 

 

小金井市（以下「甲」という。）と一般社団法人巨樹の会小金井リハビリテーション病院（以下

「乙」という。）の間において、次のとおり災害時における緊急医療救護所としての施設利用に関

する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、甲が乙の管理する施設の一部を災害時における緊急医療救護所として利用す

ることについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（緊急医療救護所の定義）  

第２条 この協定書でいう「緊急医療救護所」とは、災害時において多数の負傷者が発生した場合

に、負傷者を一時収容し、応急手当て及び後方医療機関へ搬送するための応急処置等を実施す

る施設をいう。 

 

（施設の利用範囲） 

第３条 緊急医療救護所として利用できる乙の施設は、駐車場とする。 

 

（緊急医療救護所の開設）  

第４条 甲は、災害時において緊急医療救護所を開設する際は、事前に乙に対しその旨を文書又

は口頭で通知するものとする。なお、口頭で通知した場合、甲は乙にその旨を文書で提出する。 

２ 甲は、緊急医療救護所の開設に当たり、二次災害を防止するため東京都と連携して早急に応急

危険度判定員を派遣し、利用する施設の安全性について調査する。 

３ 甲は、前項の措置が困難な場合は、建築関係者により利用する施設の安全確認を行う。 

 

（緊急医療救護所の管理）  

第５条 緊急医療救護所の管理運営は、甲の責任においておこなうものとする。 

２ 緊急医療救護所の管理運営について、乙は甲に協力するものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 甲は、緊急医療救護所の管理運営に係る経費を負担するものとする。 

 

（開設期間）  

第７条 緊急医療救護所の開設期間は、災害発生から７２時間以内とする。ただし、状況により期

間を延長する必要がある場合は、甲は乙と協議の上、延長することができる。 

 

（施設利用解消への努力） 

第８条 甲は、乙が早期に通常の医療活動を再開できるよう配慮するとともに、当該緊急医療救護

所の早期解消に努めるものとする。 

協定 医療関係 １６ 災害時における施設利用に関する協定書 

          （小金井リハビリテーション病院） 

文書管理機関名：市福祉保健部 本編該当頁：第 2 部 6-18 



協定 医療関係 １６ 災害時における施設利用に関する協定書（小金井リハビリテーション病院） 

協定 医療関係 １６ 2/2 

 

 

 

（原状回復義務） 

第９条 甲は、乙の管理する駐車場の緊急医療救護所としての利用を終了する際は、乙に緊急医療

救護所使用終了届を提出するとともに、当該利用施設を現状に復し、乙の確認を受けた後、乙

に引き渡すものとする。 

 

（連絡調整） 

第１０条 この協定事項が円滑に実施されるよう、甲及び乙は、それぞれ連絡責任者を定め、必要

に応じて連絡調整を行うものとする。 

２ 前項の連絡責任者は、甲においては福祉保健部健康課長を、乙においては事務長代行をもって

充てる。 

 

（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、協定を締結した日から令和２年３月３１日までとする。ただし、

期間満了の３箇月前までに、甲、乙のいずれもこの協定の解除又は変更の申し出がないときは、

有効期間は更に１年間延長されるものとし、その後もまた同様とする。 

 

（協議） 

第１２条 この協定の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項に

ついては、甲乙協議して定めるものとする。 

 

甲及び乙は、この協定を証するため、本書を２通作成し、それぞれ記名押印のうえ、各１通を

保管するものとする。 

 

 

令和元年１１月２５日 

甲 小金井市本町六丁目６番３号 

小金井市 

市 長   

 

 

乙  小金井市前原町一丁目３番２号 

一般社団法人巨樹の会 小金井リハビリテーション病院 

院 長  



協定 物資・食料関係 １ 災害時における東八道路沿線５市に対する青果物の提

供及び避難場所の敷地利用に関する協定書 

協定 物資・食料関係 １ 1/4 

協定 物資・食料関係 １ 災害時における東八道路沿線５市に対する青果物の提

供及び避難場所の敷地利用に関する協定書 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 9-15 

 

 

災害時における東八道路沿線５市対する青果物の提供 

及び避難場所の敷地利用に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１条 

第２条 

第５条 

場合は 

する。 

２ 

第３条 

第４条 

限り、 

り協定を締結する。 



協定 物資・食料関係 １ 災害時における東八道路沿線５市に対する青果物の提

供及び避難場所の敷地利用に関する協定書 

協定 物資・食料関係 １ 2/4 

 

 

 

 

 



協定 物資・食料関係 １ 災害時における東八道路沿線５市に対する青果物の提

供及び避難場所の敷地利用に関する協定書 

協定 物資・食料関係 １ 3/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都三鷹市野崎一丁目１番１号 

24 番地 

35 番地１ 

６番３号 

47 番地の１ 

国立市谷保３６７番地 

東京多摩青果株式会社 



協定 物資・食料関係 １ 災害時における東八道路沿線５市に対する青果物の提

供及び避難場所の敷地利用に関する協定書 

協定 物資・食料関係 １ 4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国立市谷保 367 番地 

多摩青果株式会社 



協定 物資・食料関係 ２ 災害時における物資供給に関する協定書 

協定 物資・食料関係 ２ 1/3 

協定 物資・食料関係 ２ 災害時における物資供給に関する協定書 

            （コメリ災害対策センター） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 9-16 

 

災害時における物資供給に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 物資・食料関係 ２ 災害時における物資供給に関する協定書 

協定 物資・食料関係 ２ 2/3 

 

 

 

 

 

 



協定 物資・食料関係 ２ 災害時における物資供給に関する協定書 

協定 物資・食料関係 ２ 3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





協定 物資・食料関係 ３ 災害時における燃料等の供給に関する協定書 

協定 物資・食料関係 ３ 1/2 

協定 物資・食料関係 ３ 災害時における燃料等の供給に関する協定書 

            （東京都石油商業組合多摩東支部） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 9-12 

 

災害時における燃料等の供給に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 物資・食料関係 ３ 災害時における燃料等の供給に関する協定書 

協定 物資・食料関係 ３ 2/2 

 

 

 

 



協定 物資・食料関係 ４ 寄託契約書 

協定 物資・食料関係 ４ 1/6 

協定 物資・食料関係 ４ 寄託契約書（東京都） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 9-16 

 

 

寄託契約書 

 

 

 

 

 



協定 物資・食料関係 ４ 寄託契約書 

協定 物資・食料関係 ４ 2/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 物資・食料関係 ４ 寄託契約書 

協定 物資・食料関係 ４ 3/6 

 

 

 

 

 

 

 



協定 物資・食料関係 ４ 寄託契約書 

協定 物資・食料関係 ４ 4/6 
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協定 物資・食料関係 ４ 寄託契約書 

協定 物資・食料関係 ４ 5/6 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 物資・食料関係 ４ 寄託契約書 

協定 物資・食料関係 ４ 6/6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東
京

都
寄

託
災

害
救

助
物

資
及

び
寄

託
倉

庫
調

査
票

 



協定 物資・食料関係 ５ 災害時における物資の供給に関する協定書 

協定 物資・食料関係 ５ 1/3 

協定 物資・食料関係 ５ 災害時における物資の供給に関する協定書 

（株式会社ダイエー） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 9-16 

 

 

災害時における物資の供給に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と株式会社ダイエー（以下「乙」という。）は、次のとおり災

害時における生活物資の供給に関する協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、地震、風水害、大火災等の大規模災害（以下「災害」という。）が発生した場

合に、甲が乙の協力を得て、被災者に対して速やかに、かつ、円滑に物資を供給し、甲の市民

生活の安定に寄与することを目的とする。 

（協力内容） 

第２条 甲は、災害時において緊急に物資の調達が必要となった場合は、乙に供給の協力を要請

するものとし、乙は、この要請に対して乙の営業に支障のない範囲において、優先的かつ速や

かに供給を行うものとする。 

（支援要請） 

第３条 甲は、乙に対して前条の要請を行う場合、品目、数量、場所、期間等を個別具体的に明

示した協力要請書（様式）をもって行うものとする。ただし、緊急の場合で協力要請書により

要請できないときは、口頭等で要請し、事後速やかに協力要請書により通知するものとする。 

（物資の種類） 

第４条 本協定に基づき、甲の要請により乙が甲に供給する物資（以下「物資」という。）の種類

は、次のとおりとする。 

 ⑴ 食料品 

 ⑵ 衣料品 

 ⑶ 寝具類 

 ⑷ 食器類 

 ⑸ 日用品 

 ⑹ その他甲が指定する物であって、乙が供給可能な物 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 乙の甲に対する物資の引渡し場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡し場所ま

での物資の運搬は、原則として乙又は乙の指定する者が行うものとする。ただし、乙又は乙の

指定する者による運搬が困難であると乙が判断した場合は、甲の指定する者が引渡し場所まで

の物資の運搬を行うものとする。 

２ 乙は、甲の職員又は甲の指定する者（甲乙間で事前に確認した身分証を提示する者に限る。）

に物資を引き渡すものとし、甲は、納品書等を確認の上物資を受け取るものとする。 

 （物資等の価格） 
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第６条 前条第２項による受渡しが完了した物資の対価及び乙が行った運搬等の費用は、甲が負

担するものとし、甲は、当該受渡し完了後、乙からの請求書に基づき、その費用を遅滞なく乙

に対して支払うものとする。なお、物資の対価は、災害の発生した直前の乙の販売価格（乙の

顧客向け価格）を基準とし、甲乙協議の上決定するものとする。 

（乙の営業について） 

第７条 災害が発生した場合で、乙が被災地において店舗施設の安全を確認した上で営業を継続

又は再開するときは、甲は、乙に対し、出来うる限りの協力をするものとする。 

（有効期間） 

第８条 本協定の有効期間（以下「協定期間」という。）は、平成２０年４月１日から平成２１年

３月３１日までとする。ただし、協定期間が満了する１月前までに、甲乙いずれからも特別な

意思表示がないときは、本協定は同一条件でさらに１年間更新されるものとし、その後におい

ても同様とする。 

（協議事項） 

第９条  本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じた場合は、誠意をもって甲乙

協議の上決定するものとする。 

 

以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自それぞれ１通を

保有する。 

 

  平成２０年４月１日 

 

            小金井市本町六丁目６番３号 

          甲 小金井市 

                小金井市長   稲 葉 孝 彦 

 

            神戸市中央区港島中町四丁目１番１ 

          乙 株式会社ダイエー 

                代表取締役   西 見  徹 
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様式（第３条関係） 

年  月  日 

協 力 要 請 書 

 

株式会社 ダイエー 御中 

 

小金井市長 

 

災害時における物資の供給に関する協定書に基づき、下記のとおり協力を要請します。 

 

記 

 

１ 要請期間 

    月  日～  月  日まで 

 

２ 生活必需物資の調達     

要請品目 要請数量 搬入希望場所 

   

  ※要請数量は、１日当たりの数量とする。 

 

３ その他 
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協定 物資・食料関係 ６ 災害時における農地の活用及び生鮮食料品の調達に 

関する協定書（東京むさし農業協同組合） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 9-15 

    

    

災害時における農地の活用及び生鮮食料品の調達に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と東京むさし農業協同組合（以下「乙」という。）とは、甲が

行う災害応急対策への乙の協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、小金井市内に地震、風水害その他の災害（以下「災害」という。）が発生し、

又は発生する恐れがある場合において、乙の組合員が所有又は管理する農地（以下「農地」と

いう。）をオープンスペースとして活用すること、及び乙の組合員が生産する生鮮食料品（以下

「生鮮食料品」という。）を購入することにより、市民の安全の確保及び食糧の円滑な供給を行

うことを目的とする。 

（要請及び協力） 

第２条 甲は、小金井市内に災害が発生し、又は発生する恐れがある場合においては、乙に対し

次に掲げる事項について要請することができる。 

⑴ 災害時に緊急避難場所、仮設住宅建設用地、復旧資材置場その他のオープンスペースとし

て活用するため、農地をあっせんすること。 

⑵ 災害時に必要な生鮮食料品を調達すること。 

２ 甲は、前項の規定により乙に対し協力を要請するときは、農地については活用場所及び活用

目的を、生鮮食料品については品名、数量及び納入場所を明らかにするものとする。 

３ 乙は、甲から第 1 項に規定する要請を受けたときは、可能な範囲で協力を行うものとする。 

（農地に係る負担） 

第３条 甲は、乙のあっせんした農地を活用したときは、次に掲げる金銭を負担するものとする。 

⑴ 甲が活用した農地に係る補償として、当該農地における前年の農業所得を参考にして甲乙

協議の上定める額の金銭 

⑵ 乙の組合員が農地を提供するに当たって工作物の撤去等の負担をしたときは、当該負担に

係る費用 

（原状回復） 

第４条 甲は、農地の活用を終了したときは、当該農地を原状回復の上返還する。ただし、当該

措置をとることが困難な場合は、甲乙協議の上措置方法を決定することとする。 

（あっせんに基づく契約） 

第５条 甲は、乙のあっせんした農地について、当該農地の所有者又は管理者とその活用につい

て別途契約を締結するものとする。 

２ 前項の契約においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

⑴ 農地の場所及び面積 
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⑵ 活用期間及び活用目的 

⑶ 第３条に規定する金銭の支払について必要な事項 

⑷ 前３号に定めるもののほか農地の活用について必要な事項 

（生鮮食料品の価格） 

第６条 乙の調達により甲が乙の組合員から購入する生鮮食料品の価格は、災害発生時直前の価

格を基準として甲乙協議の上定めるものとする。 

（生鮮食料品の輸送中の事故） 

第７条 甲の要請した生鮮食料品を輸送中に乙の組合員又は職員が負傷し、もしくは疾病にかか

り、又は死亡した場合は、甲は、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例(昭和６３年東京都

市町村総合事務組合条例第１９号)の規定を準用して、これを補償するものとする。 

（有効期限） 

第８条 この協定の有効期限は、協定締結の日から３年間とする。ただし、有効期間満了の３か

月前までに甲、乙いずれかから何らの申出がない場合は、更に３年間延長するものとし、以後

この例によるものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度甲乙協

議の上定めるものとする。 

 

この協定書の成立を証するため、本書２通を作成し、記名押印の上、甲乙それぞれ 1 通を保有

する。 

 

平成１６年４月２３日 

 

小金井市本町六丁目６番３号 

甲 小金井市 

              小金井市長   稲 葉 孝 彦 

 

              小金井市中町四丁目１６番２４号 

乙 東京むさし農業協同組合 

  代表理事組合長 渥 美 武 夫 
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協定 物資・食料関係 ７ 災害時の米穀供給に関する協定書（小金井市米穀小売

商組合） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 9-15 

    

災害時の米穀供給に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と小金井市米穀小売商組合（以下「乙」という。）とは、市内

に米穀の応急供給を必要とする災害が発生した場合に、市民に対する応急用米穀の確保を図るた

め、次のとおり協定を締結する。 

 

（防災協力店） 

第１条 乙は、災害時において甲に対する円滑な米穀の供給を図るため、防災協力店（以下「協

力店」という。）を設置する。 

２ 前項の協力店は、別表のとおりとし「小金井市災害時協力店」の看板を交付する。 

 （市の要請） 

第２条 甲は、災害時における米穀の確保を図るため必要があると認めたときは、前条に定める

協力店に対して、米穀の調達を要請する。 

２ 前項の要請は原則として、次の各号に掲げる事項を明記した文章（様式）により行うものと

する。 

  ⑴ 要請の理由     ⑵ 品 目    ⑶ 数 量 

  ⑷ 納入日時及び場所  ⑸ その他必要事項 

（要請事項の措置） 

第３条 協力店は、甲から前条の要請を受けたときは、速やかに供給ができるよう必要な措置を

講じるものとする。この場合において、供給する米穀は標準価格米を第一優先とする。 

 （米穀の価格） 

第４条 米穀の取引価格は、災害発生直前における小売価格とする。 

２ 前項の代金の決済は、事後甲・乙間において行うものとする。 

 （報  告） 

第５条 乙は、別表に掲げる協力店の店名又は代表者等について変更が生じたときは、その旨速

やかに甲に報告する。 

 （協  議） 

第６章 この協定に定めのない事項及びこの協議に疑義が生じたときは、甲・乙協議のうえ定め

る。 

 （有効期間） 

第７条 この協定の有効期間は、昭和５５年７月１日から５年間とする。ただし、有効期間満了

１月前までに甲・乙のいずれか一方から異議の申し出がないときは、更に５年間延長するもの

として、以後も同様とする。 

 

 この協定の成立を証するため本書２通を作成し、甲・乙記名押印のうえ、各自その１通を保有
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する。 

 

  昭和５５年７月１日 

    甲 小金井市本町六丁目６番３号 

        小金井市長  星 野 平 壽 

    乙 小金井市東町三丁目５番２０号 

      小金井市米穀小売商組合 

        組 合 長   宮 崎 久 夫 

 

（別表 略） 
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様式 

 

昭和  年  月  日 

 

殿 

 

小金井市長 星 野 平 壽 

 

災 害 時 米 穀 供 給 要 請 書 

要請 の理由 

 

 

 

 

 

品    目 

 

 

 

数    量 

 

 

 

納 

 

 

入 

日  時 

 

 

 

場  所 

 

 

 

そ の 他 

必 要 事 項 
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協定 物資・食料関係 ８ 災害時における燃料等の供給に関する協定書 

            （三信石油株式会社） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 9-15 

    

    

災害時における燃料等の供給に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と三信石油株式会社（以下「乙」という。）は、災害時におけ

る燃料等（ガソリン、軽油及び灯油をいう。以下同じ。）の供給に関し、次のとおり協定を締結す

る。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、小金井市地域防災計画に基づき、甲が行う災害応急対策に対する乙の協力

に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （要請手続） 

第２条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急対策のための燃料

等を調達する必要が生じたときは、別紙（様式１）により乙に対して次に掲げる事項を明らか

にして供給を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話等をもって要請

し、事後において、上記様式を乙に提出するものとする。 

（１）燃料の種類及び数量 

（２）納入場所又は供給車両番号 

（３）納入日時 

（４）その他必要事項 

 （協力） 

第３条 乙は、災害時における甲の応急対策のための燃料等の供給要請に対し、積極的に協力す

るものとする。 

 （業務） 

第４条 甲が、乙に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

（１）公用車、緊急車用燃料の確保及び供給業務 

（２）非常発電用燃料の確保及び供給業務 

（３）その他甲が必要と認める燃料等の供給業務 

（４）燃料の運搬業務 

（業務の報告） 

第５条 乙は、第４条の規定に基づき業務を実施したときは、別紙（様式２）により甲に対して

次に掲げる事項を明らかにして報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は

電話等をもって報告し、事後において、上記様式を甲に提出するものとする。 

（１）供給年月日 

（２）燃料の種類、数量及び価格 

（３）供給施設名又は供給車両番号 
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（４）事業者名 

（５）その他必要事項 

 （価格及び請求） 

第６条 乙が甲の要請により供給する燃料等の価格は、原則として災害発生直前における小売価

格を基準として甲乙協議の上、決定する。 

２ 乙は、燃料等の供給が完了したときは、甲の負担する経費について、納品書を添えて請求す

るものとする。 

 （代金の支払） 

第７条 甲は、乙から前条の規定により経費の請求があったときは、その内容を確認の上、速や

かに代金を支払うものとする。 

 （連絡調整） 

第８条 この協定事項が円滑に実施されるよう、甲及び乙は、それぞれ連絡責任者を定め、必要

に応じて連絡調整を行うものとする。 

２ 前項の連絡責任者は、甲においては総務部管財課長を、乙においては店長をもって充てる。 

 （協議） 

第９条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、決定するものとする。 

 （有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、平成２７年６月１５日から平成２８年３月３１日までとする。

ただし、期間満了の日の３か月前までに、甲乙に何らの意思表示がないときは、１年間延長さ

れたものとみなし、以降、この例によるものとする。 

 

 甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を保管

するものとする。 

 

   平成２７年６月１５日 

 

 

 

        甲  小金井市本町六丁目６番３号 

           小金井市 

            代表者 小金井市長  

 

 

        乙  小金井市貫井北町二丁目８番１７号 

           三信石油株式会社小金井店 

代表者 店  長   
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様式１（第２条関係） 

   年  月  日 

 

○○○○ 

○○○○ 様 

 

小金井市長      

 

応急対策のための燃料等の供給要請について（依頼） 

 

標記の件について、下記のとおり依頼します。 

 

記 

 

（１）燃料の種類及び数量  

（２）納入場所又は供給車両番号  

（３）納入日時  

（４）その他必要事項  

 

                    

 

担当者  
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様式２（第５条関係） 

 年  月  日 

 

小金井市長  

 

○○○○   

○○○○   

 

災害応急対策業務の実施について（報告） 

 

標記の件について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

（１）供給年月日  

（２）燃料の種類、数量及び価格  

（３）供給施設名又は供給車両番号  

（４）事業者名  

（５）その他必要事項  

                  

 担当者  
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協定 物資・食料関係 ９ 災害時における燃料等の供給に関する協定書 

            （総合エネルギー株式会社） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 9-15 

    

    

災害時における燃料等の供給に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と総合エネルギー株式会社（以下「乙」という。）は、災害時

における燃料等（ガソリン、軽油及び灯油をいう。以下同じ。）の供給に関し、次のとおり協定を

締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、小金井市地域防災計画に基づき、甲が行う災害応急対策に対する乙の協力

に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

 （要請手続） 

第２条 甲は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急対策のための燃料

等を調達する必要が生じたときは、別紙（様式１）により乙に対して次に掲げる事項を明らか

にして供給を要請するものとする。ただし、緊急を要するときは口頭又は電話等をもって要請

し、事後において、上記様式を乙に提出するものとする。 

（１）燃料の種類及び数量 

（２）納入場所又は供給車両番号 

（３）納入日時 

（４）その他必要事項 

 （協力） 

第３条 乙は、災害時における甲の応急対策のための燃料等の供給要請に対し、積極的に協力す

るものとする。 

 （業務） 

第４条 甲が、乙に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

（１）公用車、緊急車用燃料の確保及び供給業務 

（２）非常発電用燃料の確保及び供給業務 

（３）その他甲が必要と認める燃料等の供給業務 

（４）燃料の運搬業務 

（業務の報告） 

第５条 乙は、第４条の規定に基づき業務を実施したときは、別紙（様式２）により甲に対して

次に掲げる事項を明らかにして報告するものとする。ただし、緊急を要するときは、口頭又は

電話等をもって報告し、事後において、上記様式を甲に提出するものとする。 

（１）供給年月日 

（２）燃料の種類、数量及び価格 

（３）供給施設名又は供給車両番号 
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（４）事業者名 

（５）その他必要事項 

 （価格及び請求） 

第６条 乙が甲の要請により供給する燃料等の価格は、原則として災害発生直前における小売価

格を基準として甲乙協議の上、決定する。 

２ 乙は、燃料等の供給が完了したときは、甲の負担する経費について、納品書を添えて請求す

るものとする。 

 （代金の支払） 

第７条 甲は、乙から前条の規定により経費の請求があったときは、その内容を確認の上、速や

かに代金を支払うものとする。 

 （連絡調整） 

第８条 この協定事項が円滑に実施されるよう、甲及び乙は、それぞれ連絡責任者を定め、必要

に応じて連絡調整を行うものとする。 

２ 前項の連絡責任者は、甲においては総務部管財課長を、乙においては所長をもって充てる。 

 （協議） 

第９条 この協定書に定めのない事項及びこの協定書の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の

上、決定するものとする。 

 （有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、平成２７年６月２６日から平成２８年３月３１日までとする。

ただし、期間満了の日の３か月前までに、甲乙に何らの意思表示がないときは、１年間延長さ

れたものとみなし、以降、この例によるものとする。 

 

 甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を保管

するものとする。 

 

   平成２７年６月２６日 

 

 

        甲  小金井市本町六丁目６番３号 

           小金井市 

            代表者 小金井市長    

 

 

        乙  東京都港区赤坂２－１４－３２赤坂２・１４プラザビル６階 

           総合エネルギー株式会社 

代表者 代表取締役社長  
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様式１（第２条関係） 

   年  月  日 

 

○○○○ 

○○○○ 様 

 

小金井市長      

 

応急対策のための燃料等の供給要請について（依頼） 

 

標記の件について、下記のとおり依頼します。 

 

記 

 

（１）燃料の種類及び数量  

（２）納入場所又は供給車両番号  

（３）納入日時  

（４）その他必要事項  

 

                    

 

担当者  
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様式２（第５条関係） 

 年  月  日 

 

小金井市長  

 

○○○○   

○○○○   

 

災害応急対策業務の実施について（報告） 

 

標記の件について、下記のとおり報告します。 

 

記 

 

（１）供給年月日  

（２）燃料の種類、数量及び価格  

（３）供給施設名又は供給車両番号  

（４）事業者名  

（５）その他必要事項  

                  

 担当者  
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協定 物資・食料関係 １０ 災害時における物資の供給協力に関する協定書 

            （株式会社イトーヨーカ堂） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 9-15 

    

    

災害時における物資の供給協力に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と株式会社イトーヨーカ堂（以下「乙」という。）は、災害時

における食料品、その他生活必需品等の災害応急対策に必要な物資（以下「物資」という）の供

給協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時における物資の供給について、甲が乙に協力を求める場合の手続き

及び乙の協力等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（協力の内容） 

第２条 乙は、可能な限りの範囲で下記内容の協力業務を行うものとする。 

⑴ 物資の提供及び引渡し 

⑵ 前号の物資の運搬 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において物資が必要であるときは、乙に対し物資の供給協力を要請するも

のとする。 

２ 甲は、災害時において、乙に対し物資の供給協力を要請しようとするときは、原則として物

資供給協力要請書（様式第 1 号）により乙に品目、数量、引渡し日時、引渡し場所その他必要

な事項を明らかにして要請するものとする。 

３ 甲は、緊急やむを得ないときは、前項の要請を電話又は電信により行うことができるものと

する。この場合において、甲は、後日要請書を提出するものとする。 

（物資の引渡し及び運搬） 

第４条 物資の引渡場所は、甲が状況に応じ指定するものとし、引渡場所までの物資の運搬は、

原則として乙又は乙の業務委託先が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合は、甲の

指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、引渡場所に職員等を派遣し、乙から物資の引渡しを受けたときは、物資を確認の上、

速やかに物資確認通知書（様式第２号）により乙に通知するものとする。 

３ 甲は、物資を運搬する乙の車両を、緊急又は優先車両として通行できるように配慮するもの

とする。 

（費用負担） 

第５条 甲は、乙が引渡した物資の費用及び輸送費用の一切を負担するものとする。 

２ 前項の費用の額については、災害発生直前における適正な価格を基準として甲乙協議の上定

めることとする。 

３ 乙は、物資の引渡しの完了後、前項の協議が終了次第、速やかに書面により甲に当該費用を

請求する。 

４ 甲は、前項の規定による乙からの請求があったときは、その内容を確認の上、速やかに当該

費用を支払うものとする。 

（従事者の災害補償） 
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第６条 甲は、第４条第１項に規定する業務に従事した乙の雇用する者又は乙の業務委託先の雇

用する者等について、その者の責に帰することのできない理由により負傷又は死亡その他の事

故が生じたときは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第８４条第１項の規定によ

る東京都市町村消防団員等公務災害補償条例（昭和６３年東京市町村総合事務組合条例第１９

号）の規定に準じて、これを補償するものとする。ただし、当該従事者が他の法令により療養

その他の給付若しくは補償を受けたとき又は事故の原因となった第三者から損害賠償を受けた

ときは、同一の事故については、これらの価格の限度において損害賠償の責を免れる。 

（協定の期間） 

第７条 この協定の有効期間は、締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了

の１か月前までに、甲又は乙がそれぞれの相手に文書をもって協定を延長しない旨の通知をし

ない場合には、更に１年間延長したものとし、以後この期間についてもまた同様とする。 

（疑義等の決定） 

第８条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決

定する。 

 

 この協定を証するため、本協定書２通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各自その１通

を保有する。 

 

 

 

 平成２７年８月１日 

 

                  甲 東京都小金井市本町六丁目６番３号 

                    小金井市 

                    小金井市長   

 

 

                  乙 東京都千代田区二番町８番地８ 

                    株式会社イトーヨーカ堂 

                    代表取締役社長  
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様式第１号（第３条関係） 

年  月  日 

株式会社イトーヨーカ堂 様 

 

小金井市災害対策本部長       

小金井市長             

 

物資供給協力要請書 

 

 「災害時における物資の供給協力に関する協定書」に基づき、災害応急対策に対す

る物資の供給協力について、下記のとおり依頼します。 

 

記 

 

引
渡

し
品

目
・

数
量

 

食 料 品 

品 目 名 数 量 

 

 

 

 

 

 

 

生活必需品 

品 目 名 数 量 

 

 

 

 

 

 

 

引渡し日時 引渡し    年  月  日   時 

引渡し場所  

そ の 他  
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様式第２号（第４条関係） 

年  月  日 

株式会社イトーヨーカ堂 様 

 

小金井市災害対策本部長       

小金井市長             

 

物資確認通知書 

 

 「災害時における物資の供給協力に関する協定書」に基づき、供給協力された物資

について、納入又は引渡し物資を確認したため、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

引
渡

し
品

目
・

数
量

 

食 料 品 

品 目 名 数 量 

 

 

 

 

 

 

 

生活必需品 

品 目 名 数 量 

 

 

 

 

 

 

 

引渡し日時 引渡し    年  月  日   時 

引渡し場所  

そ の 他  
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協定 物資・食料関係 １１ 災害時におけるＬＰガス等の供給に関する協定書 

             （東京都ＬＰガス協会北多摩南部支部） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 9-15 

    

    

災害時におけるＬＰガス等の供給に関する協定書 

 

 

災害時におけるＬＰガス等の供給に関し、東京都小金井市（以下「甲」という。）と、一般社団

法人東京都ＬＰガス協会北多摩南部支部（以下「乙」という。）との間において、次のとおり協定

を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は小金井市地城防災計画に基づき、災害時における民間協力体制の一環として

避難所等において利用するＬＰガス等の供給について、乙の協力を得ることにより市民生活の

安定を確保することを目的とする。 

 

（協力要請） 

第２条 災害が発生し、甲が避難所等へＬＰガス等の供給を要するとき、甲は乙に対しＬＰガス

等の供給を要請することができる。 

 

（要請の手続き）            

第３条 甲は乙に対し、この協定による協力の要請をするときは、日時、場所、その他必要な事

項を明らかにして、文書をもって要請しなければならない。 

  ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、口頭をもって要請し、後日文書をもっ

て処理する。 

 

（協力業務）                 

第４条 甲は、災害時において避難所等へのＬＰガス等の供給が円滑に行われるよう、平素から

受入れ体制の整備に努めるものとする。 

２ 乙は甲から要請を受けた事項に対し、特別の理由がない限り必要な措置をとるものとする。 

 

（費用） 

第５条 乙が避難所等へＬＰガス等を供給した費用は、乙の請求に基づき甲が支払うものとする。 

 

（費用の請求等） 

第６条 乙は、ＬＰガス等の引渡し後、甲の認定を受けて、当該地域における通常の時価をもっ

て甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項により乙から請求を受けたときは、速やかにこれを支払うものとする。 
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（従事者の災害補償） 

第７条 甲は、甲の要請によりこの協定に基づく業務に従事した者が、その者の責めに帰するこ

とのできない理由により死亡又は負傷した場合は、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例

（昭和６３年東京市町村総合事務組合条例第１９号）の規定の限度において補償するものとす

る。 

 

（協議） 

第８条 この協定書に定めのない事項について疑義が生じた場合は､甲乙協議の上、決定するもの

とする。 

 

（有効期限） 

第９条 この協定の有効期間は平成３１年４月２２日から平成３２年３月３１日までとする。 

  ただし、期間満了の日３か月前までに、甲乙からの意思表示がないときは、１年間延長され

たものとみなし、以降この例による。 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を保管す

るものとする。 

 

 

平成３１年４月２２日 

 

 

甲      小金井市本町六丁目６番３号   

小金井市                      

代表者 小金井市長                 

 

 

 

乙      府中市押立町三丁目２８番３０号    

一般社団法人 東京都ＬＰガス協会 北多摩南部支部  

代表者 支部長                      
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協定 通信・情報関係 １ 災害時の情報交換に関する協定 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 1 部 36 

 

 

災害時の情報交換に関する協定 
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協定 通信・情報関係 ２ 非常通信の運用に関する協定書（小金井消防署） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 5-9 

 

 

非常通信の運用に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）及び東京消防庁小金井消防署（以下「乙」という。）は、東京

都地域防災計画に定める非常無線通信の利用（電波法第５２条第４号に定める非常通信）に基づ

く通信及びその他非常時において用いられる必要な通信（以下「非常通信」という。）の円滑な運

用を図るため、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定書は、甲が非常通信を行う場合において、乙に協力を要請するときに必要な事

項について定める。 

（非常通信の扱い） 

第２条 甲は、甲の有する施設内において東京都防災行政無線が使用不能となった場合、乙に協

力を要請することにより非常通信を行うことができる。 

２ 前項により、甲が乙に協力を要請したときは、乙は自らの専従職務に支障のない範囲で甲が

行う非常通信に協力する。  

（伝達の手段） 

第３条 非常通信は、乙の有する消防電話用通信設備のうち電話又はファクシミリによるものと

する。 

（伝達の方法） 

第４条 非常通信は、甲が自らの非常通信文を持参し、乙の有する通信設備を使用して非常通信

文を送信することにより行うものとする。 

２ 前項により甲が乙の設備を使用して行う非常通信に対して、乙は出来る限り協力する。 

３ 乙の有する通信設備において甲を受取手とする非常通信文を受信した場合には、原則として

甲が自ら受領し持ち帰るものとする。 

（非常通信の受付） 

第５条 甲と乙は、甲による非常通信の協力要請を受け付ける乙の受付担当をあらかじめ確認し

ておく。 

２ 前項の受付担当は、甲においては防災担当課長を、乙においては東京消防庁小金井消防署警

防課長をもって充てる。 

（身分の確認） 

第６条 甲は、非常通信のために乙の施設へ立ち入るときは、身分が確認できるものを持参し、

乙の職員から提示を求められたときには速やかに提示する。 

（費用負担） 

第７条 甲が乙の通信設備を使用して行う非常通信に係る費用は無償とする。 

（訓練） 
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第８条 甲が非常通信訓練を実施するときは、乙はそれに協力する。 

（疑義の決定方法） 

第９条 この協定書の各条項について疑義が生じたとき及びこの協定書に定めのない事項につ 

いては、その都度甲乙で協議する。 

 （有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、締結の日から平成２１年３月３１日までとする。なお、期間

満了の日の３か月前までに甲乙いずれからもなんら申出がないときは、この協定書は更に１年

間延長されたものとみなし、以後この例による。 

 

 甲乙は、本書を２通作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を保管する。 

 

  平成２０年４月１日 

 

            東京都小金井市本町六丁目６番３号 

          甲 小金井市 

             代表者  小金井市長   稲 葉 孝 彦 

 

            東京都小金井市本町六丁目６番１号 

          乙 東京消防庁小金井消防署 

             代表者  小金井消防署長   髙 野 甲 子 雄 
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協定 通信・情報関係 ３ 災害時における災害情報の放送等に関する協定書 

（J-COM） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 5-22 

 

 

災害時における災害情報の放送等に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と株式会社ジェイコム東京（以下「乙」という。）とは、災害

情報の放送等に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、小金井市内で地震、風水害その他の災害が発生又は発生するおそれがある

場合（以下「災害時」という。）に、災害時の情報（以下「災害情報」という。）を市民に迅速

かつ正確に伝えるため、乙が甲に対し放送等をもって協力することを目的とする。 

（要請及び協力） 

第２条 甲は災害時に、災害情報の放送等を乙に要請するものとする。 

２ 前項に規定する要請は、原則として放送要請書（別記様式）により、ＦＡＸ又は電子メール

で行うものとする。 

３ 乙は、甲から要請を受けた場合は、通常番組の放送その他の業務に優先して協力するものと

する。 

（放送内容） 

第３条 乙が放送する災害情報は、甲から受けた放送要請書に添って放送するものとし、主な放

送内容は次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 地震に関する事項 

 ⑵ 風水害に関する事項 

 ⑶ 大規模災害に関する事項の予知（防止）、発生、復旧等に係る内容 

（連絡調整） 

第４条 この協定事項が円滑に実施されるよう、甲及び乙は、それぞれ連絡責任者を定め、必要

に応じて連絡調整を行うものとする。 

２ 前項の連絡責任者は、甲においては広報担当課長を、乙においては株式会社ジェイコム東京

西エリア局管理部長をもって充てる。 

（協定の期間） 

第５条 この協定の有効期間は、平成１８年８月３日から平成１９年８月２日までとする。ただ

し、期間終了の日の３か月前までに、甲乙に何らかの意思表示がないときは、１年間延長され

たものとみなし、以降この例によるものとする。 

（協議） 

第６条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。 

 上記協定締結の証として、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有す

るものとする。 
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  平成１８年８月３日 

          

          甲 小金井市本町六丁目６番３号 

            小金井市 

                小金井市長   稲 葉 孝 彦 

 

 

          乙 練馬区高野台五丁目２２番１号 

            株式会社ジェイコム東京 

                代表取締役社長  高 橋  進 
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様式（第２条関係） 

 

  年  月  日 

 株式会社ジェイコム東京 

  代表取締役社長        様 

小金井市長          

 

放 送 要 請 書 

 

 下記のとおり災害情報等の放送をお願いします。 

 

記 

 

件  名 

 

放送希望日 

  年  月  日  から 

  年  月  日  まで 

 

 

担 当 者 

 

連絡先 

小金井市本町６丁目３番３号 

小金井市    部     課 

TEL 

FAX 

E‐mail 

放 送 内 容 
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協定 通信・情報関係 ４ 大規模地震等の災害発生における情報収集連絡体制に

かかわる協定書 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 5-9 

 

 

大規模地震等の災害発生における情報収集連絡体制にかかわる協定書 

 

大規模地震等の災害発生時における情報収集体制を早期に確立し、市内の被害状況を的確に把

握し、市民の安全を確保するため、非常時の情報収集の補助手段として、小金井市（以下「甲」

という。）と小金井市アマチュア無線クラブ・小金井市役所アマチュア無線クラブ（以下「乙」と

いう。）の間において、下記のとおり協定する。 

記 

（総則） 

第 1 条 乙は、大規模地震等の災害発生時に無線局を開局し、クラブ員及び市内のアマチュア無

線局相互の通信により、市内及び周辺の被災状況の把握につとめ、甲の災害対策本部に情報を

提供するものとする。 

 

（無線局） 

第２条 無線局とは、市役所の附属施設内に設置された局をいう。 

 

（無線局を運用する要員） 

第３条 無線局を運用する要員については、乙に所属するクラブ員をこれに充てる。 

 

（運用の期間） 

第４条 災害に対応する無線局の運用期間は、平常時にあっては専ら操作訓練のためとし、災害

発生時あっては、災害発生から被害の終息までとする。 

２ 甲は、情報の収集の必要がないと判断される場合は、乙に対し速やかに連絡するものとする。 

 

（情報収集の内容） 

第５条 災害時における乙の情報収集する内容は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 火災発生の場所、状況等 

⑵ 家屋損壊状況 

⑶ 救急、救助の必要場所 

⑷ 道路、電気、ガス、水道、電話等のライフラインの状況等 

⑸ 市民の避難状況等 

⑹ その他必要事項 

 

（損害補償) 

第６条 通信活動に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかったときは、
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東京都市町村消防団員等公務災害補償条例の規定に基づき、甲が補償するものとする。 

 

（協議事項） 

第７条 この協定書に定めのない事項は、必要に応じて、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

平成８年３月１日 

 

甲 小金井市 

代表者 小金井市長 大 久 保 慎 七 

 

乙 小金井市アマチュア無線クラブ 

小金井市役所アマチュア無線クラブ 

代 表       青   木   茂 
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協定 通信・情報関係 ５ 防災行政無線の再送信連携に係る覚書 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 5-9 

 

 

防災行政無線の再送信連携に係る覚書 
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協定 通信・情報関係 ６ 災害に係る情報発信等に関する協定（ヤフー株式会社） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 5-10 

 

 

災害に係る情報発信等に関する協定 

 

 

小金井市およびヤフー株式会社（以下「ヤフー」という）は、災害に係る情報発信等に関し、

次のとおり協定（以下「本協定」という）を締結する。 

 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、小金井市内の地震、津波、台風、豪雨、洪水、暴風その他の災害に備え、小

金井市が小金井市民に対して必要な情報を迅速に提供し、かつ小金井市の行政機能の低下を軽

減させるため、小金井市とヤフーが互いに協力して様々な取組みを行うことを目的とする。 

（本協定における取組み） 

第２条 本協定における取組みの内容は次の中から、小金井市およびヤフーの両者の協議により

具体的な内容および方法について合意が得られたものを実施するものとする。 

⑴ ヤフーが、小金井市の運営するホームページの災害時のアクセス負荷の軽減を目的として、

小金井市の運営するホームページのキャッシュサイトをヤフーサービス上に掲載し、一般の

閲覧に供すること。 

⑵ 小金井市が、小金井市内の避難所等の防災情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情

報を平常時からヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

⑶ 小金井市が、小金井市内の避難勧告、避難指示等の緊急情報をヤフーに提供し、ヤフーが、

これらの情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

⑷ 小金井市が、災害発生時の小金井市内の被害状況、ライフラインに関する情報および避難

所におけるボランティア受入れ情報をヤフーに提供し、ヤフーが、これらの情報をヤフーサ

ービス上に掲載するなどして、一般に広く周知すること。 

⑸ 小金井市が、小金井市内の避難所等における必要救援物資に関する情報をヤフーに提供し、

ヤフーが、この必要救援物資に関する情報をヤフーサービス上に掲載するなどして、一般に

広く周知すること。 

⑹ 小金井市が、小金井市内の避難所に避難している避難者の名簿を作成する場合、ヤフーが

提示する所定のフォーマットを用いて名簿を作成すること。 

２ 小金井市およびヤフーは、前項各号の事項が円滑になされるよう、お互いの窓口となる連絡

先およびその担当者名を相手方に連絡するものとし、これに変更があった場合、速やかに相手

方に連絡するものとする。 

３ 第１項各号に関する事項および同項に記載のない事項についても、小金井市およびヤフーは、

両者で適宜協議を行い、決定した取組みを随時実施するものとする。 

（費用） 

第３条 前条に基づく小金井市およびヤフーの対応は別段の合意がない限り無償で行われるもの
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とし、それぞれの対応にかかる旅費・通信費その他一切の経費は、各自が負担するものとする。 

（情報の周知） 

第４条 ヤフーは、小金井市から提供を受ける情報について、小金井市が特段の留保を付さない

限り、本協定の目的を達成するため、ヤフーが適切と判断する方法（提携先への提供、ヤフー

サービス以外のサービス上での掲載等を含む）により、一般に広く周知することができる。た

だし、ヤフーは、本協定の目的以外のために二次利用をしてはならないものとする。 

（本協定の公表） 

第５条 本協定締結の事実および本協定の内容を公表する場合、小金井市およびヤフーは、その

時期、方法および内容について、両者で別途協議のうえ、決定するものとする。 

（本協定の期間） 

第６条 本協定の有効期間は、本協定締結日から１年間とし、期間満了前までにいずれかの当事

者から他の当事者に対し期間満了によって本協定を終了する旨の書面による通知がなされない

限り、本協定はさらに１年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。 

（協議） 

第７条 本協定に定めのない事項および本協定に関して疑義が生じた事項については、小金井市

およびヤフーは、誠実に協議して解決を図る。 

 

以上、本協定締結の証として本書２通を作成し、小金井市とヤフー両者記名押印のうえ各１通

を保有する。 

 

令和元年７月１０日 

 

小金井市：東京都小金井市本町６丁目６番３号 

小金井市長  

     

 

ヤフー：東京都千代田区紀尾井町 1番 3号 

ヤフー株式会社 

代表取締役  
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協定 相互応援 １ 小金井市・宇治市災害時相互応援協定 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-1 
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協定 相互応援 ２ 宗像市と小金井市の災害時相互応援に関する協定書 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-1 
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協定 相互応援 ３ 小金井市と飯田市の災害時相互応援に関する協定書 
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協定 相互応援 ４ 小金井市と北上市の災害時相互応援に関する協定書 
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協定 相互応援 ５ 三鷹市、小金井市の消防の相互応援に関する協定書 
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協定 相互応援 ６ 武蔵野市、小金井市の消防の相互応援に関する協定書 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 2-39 

 

 

武蔵野市、小金井市の消防の相互応援に関する協定書 
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文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 2-39 

 

 

府中市及び小金井市の消防の相互応援に関する協定書 
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協定 相互応援 ８ 小金井市、小平市及び国分寺市に係る消防の相互の応援に 

関する協定 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 2-39 

 

 

小金井市、小平市及び国分寺市に係る消防の相互の応援に関する協定 

 

 小金井市、小平市及び国分寺市（以下「三市」という。）は、消防組織法（昭和２２年法律第２

２６号）第３９条の規定に基づき、消防の相互の応援に関して、次のとおり協定する。 

 （目的） 

第１条 この協定は、三市管内において火災その他の非常災害が発生した場合に、三市の消防力

を活用して、その被害を最小限度に防止することを目的とする。 

 （出動） 

第２条 この協定により応援出動する消防隊（以下「消防隊」という。）は、三市管内のそれぞれ

の消防団とする。 

 （出動方法） 

第３条 相互の応援の方法は、次に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 普通応援 

   別表に定める管内で発生した火災を受報又は覚知した場合は、それぞれが応援する区域に

応じ、応援側から１隊出動するものとする。 

 ⑵ 特別応援 

   前号の規定にかかわらず、三市管内において、大規模災害等の非常事態が発生し、応援を

必要とする場合は、三市のそれぞれの市長もしくは消防団長の応援要請又は応援する市の状

況判断により、応援出動するものとする。この場合において、消防隊の出動数については、

それぞれの応援する市において決定する。 

 （指揮） 

第４条 消防隊は、現場にある被応援側最高指揮者の指揮にすべて従うものとする。 

 （報告） 

第５条 消防隊の長は、現場到着時の状況及び応援作業中の防災行動について、速やかに被応援

側最高指揮者に報告するものとする。 

 （費用負担） 

第６条 応援のために要した経費及び事故（隊員の負傷、機械器具の損傷等）により生じた経費

は、それぞれ応援した市の負担とする。 

２ 前項以外の費用は、被応援市の負担とする。 

 （協議） 

第７条 この協定による相互の応援の実施について疑義が生じたときは、三市で協議の上、決定

するものとする。 

 （効力発生日） 

第８条 この協定は、平成２０年４月１日から実施する。 
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 この協定を証するため、本書３通を作成し、記名押印の上、各１通を保存するものとする。 

 

   平成２０年３月２５日 

 

 

 

                  小金井市長  稲 葉 孝 彦 

 

 

 

                  小 平 市 長  小 林 正 則 

 

 

 

                  国分寺市長  星 野 信 夫 
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別 表 

小金井市が応援する区域 

小平 市管 内 

上水南町３丁目及び４丁目、回田町、御幸町、

花小金井南町１丁目及び３丁目 

国分寺市管内 

東元町１丁目、南町１丁目、本町１丁目及び２

丁目、本多１丁目及び５丁目 

小平市が応援する区域 

小金井市管内 

関野町１丁目及び２丁目、桜町１丁目、２丁目

及び３丁目、貫井北町３丁目 

国分寺市管内 

北町１丁目、４丁目及び５丁目、東戸倉１丁目

及び２丁目、東恋ヶ窪２丁目及び６丁目、本多

３丁目及び４丁目 

国分寺市が応援する区域 

小金井市管内 

貫井北町４丁目及び５丁目、貫井南町３丁目及

び４丁目 

小平 市管 内 

上水南町１丁目及び２丁目、上水本町１丁目、

３丁目、５丁目及び６丁目、上水新町２丁目及

び３丁目 
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協定 相互応援 ９ 災害時の避難場所相互利用に関する協定書 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-35 

 

 

災害時の避難場所相互利用に関する協定書 

 

（趣旨） 

第 1 条 この協定は、国分寺市（以下「甲」という。）と小金井市（以下「乙」という。）の地域

に災害が発生した場合、市民がそれぞれ甲及び乙が指定する避難場所（避難所を含む。以下同

じ。）を相互利用することに関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（連絡担当部課） 

第２条 甲及び乙は、あらかじめ相互利用に関する連絡担当部課を定め、災害発生時に備え、必

要な情報を相互に提供するものとする。 

  

第３条 甲及び乙の市民は、災害時においてそれぞれの市が指定するすべての避難場所を利用す

ることが出来る。 

 

（被災者への救援等） 

第４条 避難場所に避難している市民に対して、当該避難場所を有する市は、すべて同等に救援

活動等を行うものとする。 

 

（経費の負担） 

第５条 避難場所における相手方市民への救援活動等に要した経費について、当該避難場所を有

する市は、当該市民が居住する市に対し、負担を求めることが出来る。 

 

（情報の交換） 

第６条 甲及び乙は、災害が発生したときは速やかに連絡するとともに、避難場所及び被災者の

状況に関し、相互に情報交換を行うものとする。 

 

（避難場所の記載承認） 

第７条 甲及び乙は、互いの市境に近接する避難場所について、市が発行する防災地図等に記載

することを承認する。 

 

（協定の有効期間） 

第８条 この協定の有効期間は、締結の日から１年間とする。ただし、この協定の有効期間満了

の３箇月前までに、甲又は乙がそれぞれの相手に文書をもって協定を延長しない旨の通知をし

ない場合には、更に１年間延長したものとし、以後この期間についてもまた同様とする。 
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（疑義等の決定） 

第９条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、その都度、甲乙

間で協議して定めるものとする。 

 

第１０条 この協定は、平成１５年１１月１日から施行する。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各１通を保有する。 

 

平成１５年１０月３１日 

 

甲 国分寺市戸倉一丁目６番１号 

国分寺市長 星 野 信 夫 

 

乙 小金井市本町六丁目６番３号 

小金井市長 稲 葉 孝 彦 
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協定 相互応援 １０ 震災時等の相互応援に関する協定 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-1 

 

 

震災時等の相互応援に関する協定 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、東京都市長会を組織する市長と東京都町村会を組織する町村の長の協議に

より災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号） 第６７条の規定に基づき、この協定を締結

した東京都２７市３町１村（島しょを除く。以下「市町村」という。）の地域に係る災害が発生

し、市町村独自では十分に被災者の救援等の応急措置ができない場合において、被災市町村が

他の市町村に応援を要請する応急措置等を円滑に遂行するため、必要な事項について定めるも

のとする。 

（連絡の窓口） 

第２条 市町村は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部課を定め、災害が発生したときは、

相互に連絡するとともに、東京都市長会及び東京都町村会とも密接な連絡を図るものとする。 

（応援の内容） 

第３条 応援の内容は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにこれらの供給に必要な資機材の提供 

⑵ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資機材及び物資の提供 

⑶ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

⑷ 被災者を一時収容するための施設の提供 

⑸ 救援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

⑹ ボランティアの斡旋 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、特に要請のあったもの 

（応援要請の手続き） 

第４条 応援を求めようとする市町村は、次に掲げる事項を明らかにして、口頭等により要請を

行い、後日、速やかに文書を提出するものとする。 

⑴ 被害の状況 

⑵ 前条第１号から第３号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等 

⑶ 前条第４号に掲げる一時収容を要する被災者の状況及び人員 

⑷ 前条５号に掲げる職員の職種別の人員 

⑸ 前条６号に掲げるボランティアの従事する内容及び人員 

⑹ 応答を受ける場所及びその経路並びに期間 

⑺ 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（実 施） 

第５条 応援を要請された市町村は、これに応じ、救援に努めるものとする。 

（応援経費の負担） 

第６条 応援に要した費用は、原則として応援を要請した市町村の負担とする。 
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２ 前項の規定により難い場合には、別途協議する。 

（災害補償等） 

第７条 第３条第５号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災害

補償については、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の定めるところによる。 

２ 派遣職員が公務執行中第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従事中に生じた

ものについては被災市町村が、被災市町村への往復経路の途中に生じたものについては応援を

要請された市町村が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。 

（情報等の交換） 

第８条 市町村は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう、必要な情報等を常時交換する

ものとする。 

（協 議） 

第９条 この協定に定めがない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、その都度協議して

定めるものとする。 

（施行期日） 

第１０条 この協定は、平成８年３月１日から施行する。 

 

この協定の締結を証するため、市町村長記名押印の上、各自それぞれ１通を保有する。 

 

平成８年３月１日 

 

八 王 子 市 長 

立 川 市 長 

武 蔵 野 市 長 

三 鷹 市 長 

青 梅 市 長 

府 中 市 長 

昭 島 市 長 

調 布 市 長 

町 田 市 長 

小 金 井 市 長 

小 平 市 長 

日 野 市 長 

東 村 山 市 長 

国 分 寺 市 長 

国 立 市 長 

田 無 市 長 

保 谷 市 長 

福 生 市 長 

狛 江 市 長 

東 大 和 市 長 

 波多野 重 雄 

青 木   久 

土 屋 正 忠 

安 田 養次郎 

田 辺 栄 吉 

吉 野 和 男 

伊 藤   彦 

吉 尾 勝 征 

寺 田 和 雄 

大久保 慎 七 

前 田 雅 尚 

森 田 喜美男 

細 渕 一 男 

本 多 良 雄 

佐 伯 有 行 

末 木 達 男 

保 谷 高 範 

石 川 彌八郎 

石 井 三 雄 

尾 又 正 則 
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清 瀬 市 長 

東久留米市 長 

武蔵村山市 長 

多 摩 市 長 

稲 城 市 長 

羽 村 市 長 

あ き る 野 市 長 

瑞 穂 市 長 

日 の 出 町 長 

奥 多 摩 町 長 

檜 原 村 長 

星 野   繁 

稲 葉 三千男 

志々田 浩太郎 

臼 井 千 秋 

石 川 良 一 

井 上 篤太郎 

田 中 雅 夫 

関 谷   久 

青 木 國太郎  

大 舘   誉 

鈴 木 陸 寅 
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震災時等の相互応援に関する協定の実施要領 

 

（趣旨） 

第１条 この実施要領は、震災時等の相互応援に関する協定（以下「協定」という。）に基づく相

互応援の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（連絡窓口） 

第２条 協定第２条に規定する連絡担当部課は、東京都市町村防災事務連絡協議会を構成する防

災関係事務担当所管をもって充てる。 

２ 東京都市長会と東京都町村会との連絡、調整は、東京都市長会事務局がこれに当たるものと

する。 

 

（応援） 

第３条 応援を行う職員は、応援を要請された所属市町村の名を表示する腕章等の標識を付け、

その身分を明らかにするものとする。 

２ 応援を行う職員は、災害の状況に応じ必要な被服、当座の食料等を携行するものとする。 

 

附  則 

この実施要領は、平成８年３月１日から施行する。 
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協定 相互応援 １１ 小金井市と久慈市の災害時相互応援に関する協定書 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-1 

 

 

小金井市と久慈市の災害時相互応援に関する協定書 

 

 

 （趣旨） 

第１条 この協定は、小金井市（以下「甲」という。）と久慈市（以下「乙」という。）との協

議により、甲又は乙において、災害が発生し、被災市独自では十分な応急対策及び復旧対策

を実施することができない場合において災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第６

７条第１項に規定する応援を円滑に遂行するため、基本的な事項について定めるものとする。 

 （連絡の窓口） 

第２条 甲及び乙は、災害が発生した場合、各々の市における防災担当を窓口とし、相互に連

絡するものとする。 

 （応援の種類） 

第３条 応援の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 食糧、飲料水及び生活必需物資並びにその供給に必要な資機材の提供 

 ⑵ 被災者の救出、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な物資及び資機材の提供 

 ⑶ 救援及び救助活動に必要な車両等の提供 

 ⑷ 被災者を一時収容するための施設の提供 

 ⑸ 救援、救助及び応急復旧に必要な職員の派遣 

 ⑹ ボランティアのあっせん 

 ⑺ 前各号に定めるもののほか、被災市から特に要請のあった事項 

 （応援要請の手続き） 

第４条 応援を要請しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うも

のとする。ただし、緊急の場合は、電話又は電信等により要請することができるものとし、

その後、速やかに書面を提出するものとする。 

⑴ 被害状況 

⑵ 前条第１号から第３号までに掲げる品目の名称、規格及び数量等 

⑶ 前条第４号に掲げる施設に一時収容を要する被災者の人数及び期間 

⑷ 前条第５号に掲げる職員の人数及び従事内容並びに期間 

⑸ 前条第６号に掲げるボランティアの人数及び従事内容並びに期間 

⑹ 応援を受ける場所及びその経路 

⑺ 前各号に掲げるもののほか必要な事項 

（自主応援） 

第５条 被災市から応援要請の依頼がない場合、応援する市において事態が緊急を要すると判

断した場合は、前条の規定による要請の有無にかかわらず、必要な応援を行うことができる

ものとする。 
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（指揮権） 

第６条 応援に従事する職員は、被災市の市長の指揮の下に行動するものとする。 

 （経費の負担） 

第７条 応援に要した費用は、応援を受けた市で負担するものとする。 

２ 応援を受けた市が前項の規定による費用を支弁するいとまがないときは、応援を受けた市

の求めにより、応援を要請された市は、当該費用を一時繰替えて支弁することができるもの

とする。 

３ 前２項の規定によりがたいときは、甲及び乙がその都度協議して定めるものとする。 

 （災害補償等） 

第８条 第３条第５号の規定により派遣された職員（以下「派遣職員」という。）に係る公務災

害補償については、地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第１２１号）の定めるところに

よる。 

２ 派遣職員が公務執行中において、第三者に損害を与えた場合は、その損害が応援業務の従

事中に生じたものについては応援を受けた市が、往復経路の途中に生じたものについては応

援を要請された市が、それぞれ賠償の責めを負うものとする。 

 （情報の交換） 

第９条 甲及び乙は、この協定に基づく応援を円滑に行うため、地域防災計画その他防災に関

する情報を相互に交換するものとする。 

 （他市への支援） 

第１０条 甲又は乙が他の被災市等へ支援を実施している場合においては、その支援に係る応

援を、甲及び乙の協議により、実施ができるものとする。 

（協議） 

第１１条 この協定に定めのない事項及びこの協定の実施に関し必要な事項は、甲及び乙がそ

の都度協議して定めるものとする。 

 （効力） 

第１２条 この協定は、締結の日から効力が生じるものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙が署名押印のうえ、各１通を保

有するものとする。 

 

平成２８年１１月２４日 

 

 

          甲  小金井市長 

 

 

          乙  久慈市長 
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協定 帰宅困難者対応等 １ 災害時における一時滞在施設利用に関する協定書 

（独立行政法人情報通信研究機構） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 7-13 

 

 

災害時における一時滞在施設利用に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と独立行政法人情報通信研究機構（以下「乙」と

いう。）の間において、次のとおり一時滞在施設としての施設利用に関する協定を締

結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、甲が乙の管理する施設の一部を、一時滞在施設として利用するこ

とについて必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（一時滞在施設の定義） 

第２条 この協定において一時滞在施設とは、帰宅困難者の受入れ施設をいう。 

 

（一時滞在施設として利用できる施設） 

第３条 甲が一時滞在施設として利用できる施設は、次の施設とする。 

施設名 独立行政法人情報通信研究機構 

所在地 東京都小金井市貫井北町四丁目２番１号 

 

（一時滞在施設として利用できる施設の周知） 

第４条 甲は、乙の管理する施設のうち一時滞在施設として利用できる施設を地域住

民に周知するよう必要な措置を講ずるものとする。 

 

（一時滞在施設の開設） 

第５条 甲は、災害時において一時滞在施設として開設する必要が生じた場合、乙の

同意を得た上で、第３条に規定する施設を一時滞在施設として開設することができ

る。 

 

（一時滞在施設開設の通知） 

第６条 甲は、前条の規定により一時滞在施設を開設する際は、事前に乙に対しその

旨を文書で通知するものとする。ただし、一時滞在施設の開設に緊急を要するとき

は、甲は、事前に乙に対しその旨を口頭で通知し、事後に文書を提出する。 

 

（一時滞在施設の管理） 
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第７条 一時滞在施設の管理運営は、原則として、甲の責任において行うこととし、

乙は甲に協力するものとする。 

２ 甲は、乙の施設等への入構及び利用に際しては乙の指示に従うものとし、一時滞

在施設として利用できる施設以外の場所に無断で立ち入ることはできないものと

する。 

 

（費用負担） 

第８条 甲は、一時滞在施設の管理運営に係る費用を負担することを原則として、甲

乙の協議により決定するものとする。 

 

（開設期間） 

第９条 一時滞在施設の開設期間は、災害発生の日から３日以内とする。 

２ 甲は、状況により開設期間を延長する必要性がある場合、乙と協議のうえ、開設

期間の延長の可否を決定するものとする。 

 

（一時滞在施設解消への努力） 

第１０条 甲は、災害復旧に努め、当該一時滞在施設の早期解消に努めるものとする。 

 

（原状回復義務） 

第１１条 甲は、乙の管理する施設の一時滞在施設を解消する際は、乙に対しその旨

を文書で通知するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後に引き渡

すものとする。 

 

（損害賠償） 

第１２条 甲は、甲又は帰宅困難者が故意又は重大な過失によって、乙の財産を破損

又は滅失等させたときは、甲の費用負担をもって原状に復するものとし、必要に応

じて、甲と乙の間で協議するものとする。 

２ 乙が安全配慮義務を果たしたにも関わらず、第三者に損害を与えた場合には、乙

はいかなる責任も負わないものとする。 

 

（災害補償） 

第１３条 甲は、甲の要請によりこの協定に基づく業務に従事した者が、その者の責

めに帰することのできない理由により死亡又は負傷等した場合は、東京都市町村消

防団員等公務災害補償条例（昭和６３年東京市町村総合事務組合条例第１９号）の

規定の限度において補償するものとする。 

 

（協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義の生じた場

合は、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 
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（有効期間） 

第１５条 この協定の有効期間は、平成２７年１２月３１日までとする。ただし、期

間満了の日の３か月前までに甲乙いずれからも解除又は変更の申出がないときは

１年間延長されたものとみなし、以後この例によるものとする。 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各１

通を保管するものとする。 

 

平成２７年１月１日 

 

 

甲 東京都小金井市本町六丁目６番３号 

小金井市 

代表者 小金井市長 稲 葉 孝 彦 

 

 

乙 東京都小金井市貫井北町四丁目２番１号 

独立行政法人情報通信研究機構 

代表者 理事長   坂 内 正 夫 
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協定 帰宅困難者対応等 ２ 地震災害時における帰宅困難者対応に関する覚書 

（武蔵小金井駅） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 7-1 

 

 

地震災害時における帰宅困難者対応に関する覚書 
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武蔵小金井駅 
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協定 帰宅困難者対応等 ３ 1/3 

協定 帰宅困難者対応等 ３ 地震災害時における帰宅困難者対応に関する覚書 

（東小金井駅） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 7-1 

 

 

地震災害時における帰宅困難者対応に関する覚書 
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協定 帰宅困難者対応等 ３ 2/3 
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協定 帰宅困難者対応等 ３ 3/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東小金井駅 
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協定 帰宅困難者対応等 ４ 災害時における体育施設利用に関する協定書 

（TAC・FC 東京・TGTS 共同事業体） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 7-13 

 

 

災害時における体育施設利用に関する協定書 

 

 

小金井市を「甲」とし、指定管理者ＴＡＣ・ＦＣ東京・ＴＧＴＳ共同事業体を「乙」とし、甲

乙間において、次のとおり協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、甲が乙の管理する体育施設を、避難所として利用することについて必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 （避難所の定義） 

第２条 この協定において避難所とは、避難所、帰宅困難者の一時滞在施設、救援物資集積場所

及びボランティアの活動拠点等をいう。 

 （避難所として利用できる施設） 

第３条 甲が避難所として利用できる体育施設は、次に掲げる施設とする。 

 ⑴ 施設名 小金井市総合体育館 

   所在地 小金井市関野町一丁目１３番１号 

 ⑵ 施設名 小金井市栗山公園健康運動センター 

   所在地 小金井市中町二丁目２１番１号 

 （避難所として利用できる体育施設の周知） 

第４条 甲は、乙の管理する体育施設のうち避難所として利用できる施設を地域住民に周知する

よう必要な措置を講ずるものとする。 

 （避難所の開設） 

第５条 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合､甲の指定した体育施設を

避難所として開設することができる。 

 （避難所開設の通知） 

第６条 甲は、前条の規定により避難所を開設する際は、事前に乙に対しその旨を文書で通知す

るものとする。ただし、避難所の開設に緊急を要するときは、甲は、事前に乙に対しその旨を

口頭で通知し、事後に文書を提出する。 

 （避難所の管理） 

第７条 避難所の管理運営は、原則として、甲の責任において行うこととし、乙は甲に協力する

ものとする。 

 （費用負担） 

第８条 甲は、避難所の管理運営に係る費用を負担することを原則として、甲乙の協議により決
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定するものとする。 

 （開設期間） 

第９条 避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

２ 甲は、状況により開設期間を延長する必要性がある場合、乙と協議のうえ、開設期間の延長

を決定するものとする。 

 （避難所解消への努力） 

第１０条 甲は、災害復旧に努め、当該避難所の早期解消に努めるものとする。 

 （原状回復義務） 

第１１条 甲は、乙の管理する体育施設の避難所を解消する際は、乙に対しその旨を文書で通知

するとともに、その体育施設を原状に復し、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。 

 （災害補償) 

第１２条 甲は、甲の要請によりこの協定に基づく業務に従事した者が、その者の責めに帰する

ことのできない理由により死亡又は負傷等した場合は、東京都市町村消防団員等公務災害補償

条例（昭和６３年東京市町村総合事務組合条例第１９号）の規定の限度において補償するもの

とする。 

 （協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義の生じた場合は、甲乙協

議のうえ、決定するものとする。 

 （有効期間） 

第１４条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３２年３月３１日までとする。 

 

 甲と乙は、この協定を証するため本書２通を作成し、それぞれ署名押印のうえ、各１通を保有

するものとする。 

 

 平成３１年４月１日 

 

 

         甲  小金井市本町六丁目６番３号 

             小金井市 

             代表者 小金井市長  

 

         乙  中野区中野二丁目１４番１６号 

             ＴＡＣ・ＦＣ東京・ＴＧＴＳ共同事業体 

             代表者 株式会社東京アスレティッククラブ 

             代表取締役社長   
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協定 帰宅困難者対応等 ５ 災害時における避難所施設利用に関する協定書 

（こがねいしてぃ共同事業体） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 7-13 

 

 

災害時における避難所施設利用に関する協定書 

 

 

小金井市（以下「甲」という。）と指定管理者こがねいしてぃ共同事業体（以下「乙」という。）

の間において、次のとおり避難所としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、甲が乙の管理する施設の一部を、避難所として利用することについて必要な事項を定め

ることを目的とする。 

 （避難所の定義） 

第２条 この協定において避難所とは、帰宅困難者の一時滞在施設をいう。 

（避難所として利用できる施設）  

第３条 甲が避難所として利用できる施設は、次の施設とする。 

施設名 小金井市民交流センター 

所在地 小金井市本町六丁目１４番４５号 

（避難所として利用できる施設の周知） 

第４条 甲は、乙の管理する施設のうち避難所として利用できる施設を地域住民に周知するよう

必要な措置を講ずるものとする。 

 （避難所の開設） 

第５条 甲は、災害時において避難所として開設する必要が生じた場合、甲の指定した施設を避

難所として開設することができる。 

 （避難所開設の通知） 

第６条 甲は、前条の規定により避難所を開設する際は、事前に乙に対しその旨を文書で通知す

るものとする。ただし、避難所の開設に緊急を要するときは、甲は、事前に乙に対しその旨を

口頭で通知し、事後に文書を提出する。 

 （避難所の管理） 

第７条 避難所の管理運営は、原則として、甲の責任において行うこととし、乙は甲に協力する

ものとする。 

 （費用負担） 

第８条 避難所の使用による、乙の管理運営に関する損害及び増加費用は、合理性が認められる

範囲で甲が負担することを原則として、甲乙の協議により決定するものとする。 

（開設期間） 

第９条 避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。 



協定 帰宅困難者対応等 ５ 災害時における避難所施設利用に関する協定書（こがねいしてぃ共同事業体） 

協定 帰宅困難者対応等 ５ 2/2 

２ 甲は、状況により開設期間を延長する必要性がある場合、乙と協議のうえ、開設期間の延長

を決定するものとする。 

 （避難所解消への努力） 

第１０条 甲は、災害復旧に努め、当該避難所の早期解消に努めるものとする。 

 （原状回復義務） 

第１１条 甲は、乙の管理する施設の避難所を解消する際は、乙に対しその旨を文書で通知する

とともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。 

 （災害対策用資機材等の備蓄） 

第１２条 甲は、避難所の開設に備え、乙の管理する施設内に災害対策用の食糧、資機材及び生

活必需品を備蓄するものとする。 

２ 乙は、前項により甲が備蓄するための備蓄スペースを確保するものとする。 

 （災害補償） 

第１３条 甲は、甲の要請によりこの協定に基づく業務に従事した者が、その者の責めに帰する

ことのできない理由により死亡又は負傷等した場合は、東京都市町村消防団員等公務災害補償

条例（昭和６３年東京市町村総合事務組合条例第１９号）の規定の限度において補償するもの

とする。 

（協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義の生じた場合は、甲乙協

議のうえ、決定するものとする。 

 （有効期間） 

第１５条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成３２年３月３１日までとする。 

 

 甲と乙は、この協定を証するため本書２通を作成し、それぞれ署名押印のうえ、各１通を保有

するものとする。 

 

 平成２７年４月１日 

 

甲  小金井市本町六丁目６番３号 

小金井市 

代表者 小金井市長  

 

 

            乙  新宿区西新宿一丁目２６番２号 

                こがねいしてぃ共同事業体 

                代表者 野村不動産パートナーズ株式会社 

                      代表取締役  

 



協定 帰宅困難者対応等 ６ 災害時における一時滞在施設利用に関する協定書（小金井市商工会） 

協定 帰宅困難者対応等 ６ 1/2 

協定 帰宅困難者対応等 ６ 災害時における一時滞在施設利用に関する協定書 

（小金井市商工会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 7-13 

 

 

災害時における一時滞在施設利用に関する協定書 

 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と小金井市商工会（以下「乙」という。）の間において、次の

とおり一時滞在施設としての施設利用に関する協定を締結する。 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合にお

いて、甲が乙の管理する施設の一部を、一時滞在施設として利用することについて必要な事項

を定めることを目的とする。 

 （一時滞在施設の定義） 

第２条 この協定において一時滞在施設とは、帰宅困難者の受入れ施設をいう。 

 （一時滞在施設として利用できる施設） 

第３条 甲が一時滞在施設として利用できる施設は、次の施設とする。 

施設名 商工会館２階 

所在地 東京都小金井市前原町三丁目３３番２５号 

 （一時滞在施設として利用できる施設の周知） 

第４条 甲は、乙の管理する施設のうち一時滞在施設として利用できる施設を地域住民に周知す

るよう必要な措置を講ずるものとする。 

 （一時滞在施設の開設） 

第５条 甲は、災害時において一時滞在施設として開設する必要が生じた場合、乙の同意を得た

上で、第３条に規定する施設を一時滞在施設として開設することができる。 

 （一時滞在施設開設の通知） 

第６条 甲は、前条の規定により一時滞在施設を開設する際は、事前に乙に対しその旨を文書で

通知するものとする。ただし、一時滞在施設の開設に緊急を要するときは、甲は、事前に乙に

対しその旨を口頭で通知し、事後に文書を提出する。 

 （一時滞在施設の管理） 

第７条 一時滞在施設の管理運営は、原則として、甲の責任において行うこととし、乙は甲に協

力するものとする。 

２ 甲は、乙の施設等への立入り及び利用に際しては乙の指示に従うものとし、一時滞在施設と

して利用できる施設以外の場所に無断で立ち入ることはできないものとする。 

 （費用負担） 

第８条 甲は、一時滞在施設の管理運営に係る費用を負担することを原則として、甲乙の協議に

より決定するものとする。 



協定 帰宅困難者対応等 ６ 災害時における一時滞在施設利用に関する協定書（小金井市商工会） 

協定 帰宅困難者対応等 ６ 2/2 

 （開設期間） 

第９条 一時滞在施設の開設期間は、災害発生の日から３日以内とする。 

２ 甲は、状況により開設期間を延長する必要性がある場合、乙と協議のうえ、開設期間の延長

の可否を決定するものとする。 

 （一時滞在施設解消への努力） 

第１０条 甲は、災害復旧に努め、当該一時滞在施設の早期解消に努めるものとする。 

 （原状回復義務） 

第１１条 甲は、乙の管理する施設の一時滞在施設を解消する際は、乙に対しその旨を文書で通

知するとともに、その施設を原状に復し、乙の確認を受けた後に引き渡すものとする。 

 （損害賠償） 

第１２条 甲は、甲又は帰宅困難者が故意又は重大な過失によって、乙の財産を破損又は滅失等

させたときは、甲の費用負担をもって原状に復するものとし、必要に応じて、甲と乙の間で協

議するものとする。 

２ 乙が安全配慮義務を果たしたにも関わらず、第三者に損害を与えた場合には、乙はいかなる

責任も負わないものとする。 

 （災害補償） 

第１３条 甲は、甲の要請によりこの協定に基づく業務に従事した者が、その者の責めに帰する

ことのできない理由により死亡又は負傷等した場合は、東京都市町村消防団員等公務災害補償

条例（昭和６３年東京市町村総合事務組合条例第１９号）の規定の限度において補償するもの

とする。 

 （協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に疑義の生じた場合は、甲乙協

議のうえ、決定するものとする。 

 （有効期間） 

第１５条 この協定の有効期間は、平成３０年３月２６日までとする。ただし、期間満了の日の

３か月前までに甲乙いずれからも解除又は変更の申出がないときは１年間延長されたものとみ

なし、以後この例によるものとする。 

 甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各１通を保管す

るものとする。 

 

   平成２９年３月２７日 

 

甲 東京都小金井市本町六丁目６番３号       

小金井市                   

代表者 小金井市長              

 

 

乙 東京都小金井市前原町三丁目３３番２５号    

小金井市商工会                

代表者 会   長              



協定 福祉避難所（二次避難所） １ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の 

設置運営に関する協定書（医療法人財団 美生会） 

協定 福祉避難所（二次避難所） １ 1/2 

協定 福祉避難所（二次避難所） 

１ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

（医療法人財団 美生会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-12 

 

災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） １ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の 

設置運営に関する協定書（医療法人財団 美生会） 

協定 福祉避難所（二次避難所） １ 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ２ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置

運営に関する協定書（特定非営利活動法人 木馬の会） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ２ 1/2 

協定 福祉避難所（二次避難所） 

２ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

（特定非営利活動法人 木馬の会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-12 

 

災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ２ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置 

運営に関する協定書（特定非営利活動法人 木馬の会） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ２ 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ３ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置

運営に関する協定書（社会福祉法人 東京聖労院） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ３ 1/2 

協定 福祉避難所（二次避難所） 

３ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

（社会福祉法人 東京聖労院） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-12 

 

災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ３ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置 

運営に関する協定書（社会福祉法人 東京聖労院） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ３ 2/2 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ４ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の

設置運営に関する協定書（一般財団法人 天誠会） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ４ 1/2 

協定 福祉避難所（二次避難所） 

４ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

（一般財団法人 天誠会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-12 

 

災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ４ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の 

設置運営に関する協定書（一般財団法人 天誠会） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ４ 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ５ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置

運営に関する協定書（社会福祉法人 聖ヨハネ会） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ５ 1/2 

協定 福祉避難所（二次避難所） 

５ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

（社会福祉法人 聖ヨハネ会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-12 

 

災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ５ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置 

運営に関する協定書（社会福祉法人 聖ヨハネ会） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ５ 2/2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ６ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営

に関する協定書（特定非営利活動法人 エヌピーオー萼） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ６ 1/2 

協定 福祉避難所（二次避難所） 

６ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

（特定非営利活動法人 エヌピーオー萼） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-12 

 

災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ６ 災害発生時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営 

に関する協定書（特定非営利活動法人 エヌピーオー萼） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ６ 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ７ 災害時における避難所施設利用に関する協定書（ルーテル学院大学） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ７ 1/2 

協定 福祉避難所（二次避難所） 

 ７ 災害時における避難所施設利用に関する協定書（ルーテル学院大学） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-12 

 

災害時における避難所施設利用に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ７ 災害時における避難所施設利用に関する協定書（ルーテル学院大学） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ７ 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ８ 災害時における二次避難所（福祉避難所）の

設置運営に関する協定書（小金井生活実習所） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ８ 1/2 

協定 福祉避難所（二次避難所） 

８ 災害時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

（小金井生活実習所） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-12 

 

災害時における二次避難所（福祉避難所）の設置運営に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ８ 災害時における二次避難所（福祉避難所）の 

設置運営に関する協定書（小金井生活実習所） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ８ 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 福祉避難所（二次避難所） ９ 災害時における避難所施設利用に関する

協定書（社会福祉法人 聖ヨハネ会） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ９ 1/2 

協定 福祉避難所（二次避難所） 

９ 災害時における避難所施設利用に関する協定書（社会福祉法人 聖ヨハネ会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-13 

 

災害時における避難所施設利用に関する協定書（社会福祉法人 聖ヨハネ会） 

 

小金井市（以下「委託者」という。）と指定管理者社会福祉法人聖ヨハネ会（以下「受託者」と

いう。）の間において、次のとおり福祉避難所（二次避難所）（以下「福祉避難所」という。）とし

ての施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模な風水害や震災等の災害により要配慮者が避難を余儀なくされた場

合に、委託者が受託者の管理する施設の一部を福祉避難所として利用するとともに福祉避難所

の設置運営に関する協力を要請することができること及びその場合の手続き等を定めることを

目的とする。 

（対象となる要配慮者） 

第２条 この協定における要配慮者は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅

の要配慮者で、避難所生活における精神的・身体的負担から健康を害するおそれがあるなど、

一般の避難所での対応が困難な者で、何らかの特別な支援を必要とするものをいう。なお､受け

入れる要配慮者には､その介助者を含めることができる。 

（受入れの要請） 

第３条 委託者は、災害時において、前条の対象者の存在を把握した場合は、受託者に対し、当

該対象者の受入れを要請するものとする。 

２ 受託者は、委託者からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。 

（避難所として利用できる施設） 

第４条 委託者が福祉避難所として利用できる施設は、次の施設とする。 

施設名 小金井市立本町高齢者在宅サービスセンター 

所在地 小金井市本町二丁目１０番１３号 

（避難所の開設） 

第５条 委託者は、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は、前条において定められた施設に

ついて、その被害状況及び利用状況を受託者に確認の上、福祉避難所として開設することがで

きる。 

（手続き） 

第６条 第３条の要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊

急を要する場合は、この限りでない。 

⑴ 対象者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等 

⑵ 身元引受人の住所、氏名及び連絡先 

（避難所の管理） 

第７条 福祉避難所の管理運営は、委託者の責任において行うものとする。 

２ 委託者はあらかじめ、福祉避難所運営組織について受託者に通知するものとする。 

３ 災害時の福祉避難所の管理運営について、受託者は、委託者に協力するものとする。 

４ 委託者は、日常生活用品、食糧及び医薬品、医療材料等福祉避難所の運営に必要な物資の調



協定 福祉避難所（二次避難所） ９ 災害時における避難所施設利用に関する 

協定書（社会福祉法人 聖ヨハネ会） 

協定 福祉避難所（二次避難所） ９ 2/2 

達に努めるものとする。 

５ 委託者は、要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確

保に努めるものとする。 

（対象者の移送） 

第８条 委託者の要請に基づき、受託者が受入れを了承した場合、福祉避難所への要配慮者の移

送は、原則として委託者が行うものとする。 

（費用負担） 

第９条 委託者は、福祉避難所の管理運営に係る費用を負担することを原則として、委託者及び

受託者の協議により決定するものとする。 

（開設期間） 

第１０条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、必要な場合は

委託者及び受託者の協議により、さらに７日以内で延長することができるものとし、以降、再

延長が必要な場合は同様に取り扱うものとする。 

（避難所の早期閉鎖への努力） 

第１１条 委託者は、受託者が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉

避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１２条 委託者は、福祉避難所を終了する際は、受託者に避難所使用終了届を提出するととも

に、施設を原状に復し、受託者の確認を受けた後、受託者に引き渡すものとする。 

（受入可能人数の把握） 

第１３条 委託者は、平常時から受託者の施設における受入可能人数を把握しておくものとする。 

（守秘義務） 

第１４条 受託者は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、委託者以外の

者に漏らしてはならない。 

（協議） 

第１５条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、委託者及び受託者で

協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第１６条 この協定の有効期間は、平成３３年３月３１日までとする。 

 

委託者と受託者は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各

１通を保管するものとする。 

 

平成２８年４月１日 

 

          委託者  小金井市本町六丁目６番３号 

               小金井市 

代表者 小金井市長 

 

 

         受託者  小金井市桜町一丁目２番２０号 

              社会福祉法人 聖ヨハネ会 

              代表者 理事長  
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協定 福祉避難所（二次避難所） 

１０ 災害時における避難所施設利用に関する協定書（社会福祉法人 まりも会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-13 

 

災害時における避難所施設利用に関する協定書（社会福祉法人 まりも会） 

 

小金井市（以下「委託者」という。)と指定管理者社会福祉法人まりも会(以下「受託者」とい

う。）の間において、次のとおり福祉避難所（二次避難所）（以下「福祉避難所」という。）として

の施設利用に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模な風水害や震災等の災害により要配慮者が避難を余儀なくされた場

合に、委託者が受託者の管理する施設の一部を福祉避難所として利用するとともに福祉避難所

の設置運営に関する協力を要請することができること及びその場合の手続き等を定めることを

目的とする。 

（対象となる要配慮者） 

第２条 この協定における要配慮者は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅

の要配慮者で、避難所生活における精神的・身体的負担から健康を害するおそれがあるなど、

一般の避難所での対応が困難な者で、何らかの特別な支援を必要とするものをいう。なお､受け

入れる要配慮者には､その介助者を含めることができる。 

（受入れの要請） 

第３条 委託者は、災害時において、前条の対象者の存在を把握した場合は、受託者に対し、当

該対象者の受入れを要請するものとする。 

２ 受託者は、委託者からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする｡ 

（避難所として利用できる施設） 

第４条 委託者が福祉避難所として利用できる施設は、次の施設とする。 

施設名 小金井市障害者福祉センター 

所在地 小金井市緑町四丁目１７番１０号 

（避難所の開設） 

第５条 委託者は、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は､前条において定められた施設につ

いて、その被害状況及び利用状況を受託者に確認の上、福祉避難所として開設することができ

る。 

（手続き） 

第６条 第３条の要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊

急を要する場合は、この限りでない。 

⑴ 対象者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等 

⑵ 身元引受人の住所、氏名及び連絡先 

（避難所の管理） 

第７条 福祉避難所の管理運営は、委託者の責任において行うものとする。 

２ 委託者はあらかじめ、福祉避難所運営組織について受託者に通知するものとする。 

３ 災害時の福祉避難所の管理運営について、受託者は、委託者に協力するものとする。 

４ 委託者は、日常生活用品、食糧及び医薬品、医療材料等福祉避難所の運営に必要な物資の調
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達に努めるものとする。 

５ 委託者は、要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確

保に努めるものとする。 

（対象者の移送） 

第８条 委託者の要請に基づき、受託者が受入れを了承した場合、福祉避難所への要配慮者の移

送は、原則として委託者が行うものとする。 

（費用負担） 

第９条 委託者は、福祉避難所の管理運営に係る費用を負担することを原則として、委託者及び

受託者の協議により決定するものとする。 

（開設期間） 

第１０条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、必要な場合は

委託者及び受託者の協議により、さらに７日以内で延長することができるものとし、以降、再

延長が必要な場合は同様に取り扱うものとする。 

（避難所の早期閉鎖への努力） 

第１１条 委託者は、受託者が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉

避難所の早期閉鎖に努めるものとする。 

（原状回復義務） 

第１２条 委託者は、福祉避難所を終了する際は、受託者に避難所使用終了届を提出するととも

に、施設を原状に復し、受託者の確認を受けた後、受託者に引き渡すものとする。 

（受入可能人数の把握） 

第１３条 委託者は、平常時から受託者の施設における受入可能人数を把握しておくものとする。 

（守秘義務） 

第１４条 受託者は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、委託者以外の

者に漏らしてはならない。 

（協議） 

第１５条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、委託者及び受託者で

協議して定めるものとする。 

（有効期間） 

第１６条 この協定の有効期間は、平成３３年３月３１日までとする。 

 

委託者と受託者は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印のうえ、各

１通を保管するものとする。 

 

平成２８年４月１日 

 

委託者   小金井市本町六丁目６番３号 

小金井市 

代表者 小金井市長  

 

 

受託者   小平市上水南町四丁目７番４５号 

                社会福祉法人 まりも会 

                代表者 理事長   
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協定 福祉避難所（二次避難所） 

１１ 災害時における福祉避難所施設利用に関する協定書 

（都立小金井特別支援学校） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-13 

 

災害時における福祉避難所施設利用に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と東京都立小金井特別支援学校（以下「乙」という。）とは、

災害時における福祉避難所（二次避難所）（以下「福祉避難所」という。）の設置運営に関し、次

のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において甲が乙の管理する施設の一部を、要配慮者等を対象とした

福祉避難所として利用することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（避難所利用対象者） 

第２条 乙の管理する施設を福祉避難所として利用する対象者は、被災した要配慮者等及び介護

者（家族等を含む。）とする。 

（避難所として利用できる施設） 

第３条 乙は、福祉避難所として利用できる施設の範囲をあらかじめ定め、福祉避難所指定承諾

書（第１号様式）を甲に提出する。 

（避難所の開設） 

第４条 甲は、災害が発生し、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は、対象施設の被害状況

に応じて乙が承諾した場所を福祉避難所として開設することができる。 

（開設の通知） 

第５条 甲は、前条に基づき福祉避難所を開設する際は、事前に乙に対しその旨を福祉避難所開

設通知書（第２号様式）又は口頭で通知するものとする。 

（対象者の移送） 

第６条 甲は、避難が必要な要配慮者等の移送を行うように努める。 

（避難所の管理） 

第７条 福祉避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２ 甲はあらかじめ、福祉避難所運営組織について乙に通知するものとする。 

３ 災害時の福祉避難所の管理運営について、乙は、甲に協力するものとする。 

４ 甲は、日常生活用品、食料及び医薬品、医療材料等福祉避難所の運営に必要な物資の調達に努

めるものとする。 

５ 甲は、要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確保に努

めるものとする。 

（費用負担） 

第８条 甲は、福祉避難所の管理運営に係る費用を負担することを原則として、甲乙の協議によ

り決定するものとする。 
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（開設期間） 

第９条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、甲は、災害の状

況により、期間を延長する必要がある場合は、東京都教育委員会教育長に福祉避難所使用許可

期限延長申請書（第３号様式）により、期間の延長を申請するものとする。 

（避難所解消への努力） 

第１０条 甲は、乙が早期に教育活動を再開できるよう配慮するとともに、当該福祉避難所の早

期解消に努めるものとする。 

（避難所の終了） 

第１１条 甲は、乙が管理する施設について福祉避難所としての利用を終了する際は、乙に福祉

避難所使用終了届（第４号様式）を提出するとともに、その施設を現状に復し、乙の確認を受

けた後、乙に引き渡すものとする。 

（協定の有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、平成３２年３月３１日までとする。ただし、期間満了の日の

３か月前までに甲乙いずれからも解除又は更新の申出がないときは１年間延長されたものとみ

なし、以後この例によるものとする。 

（協議） 

第１３条 この協定の各条項の解釈について疑義を生じたとき、又はこの協定に定めのない事項

については、甲乙協議して定めるものとする。 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各１通を保管す

るものとする。 

 

平成３０年１２月２１日 

 

甲  小金井市本町六丁目６番３号 

                小金井市 

                代表者 小金井市長  

 

 

             乙  小金井市桜町二丁目１番１４号 

                東京都立小金井特別支援学校 

                代表者 校長    
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協定 福祉避難所（二次避難所） 

１２ 災害時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書 

（社会福祉法人 聖ヨハネ会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-13 

 

災害発生時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と社会福祉法人 聖ヨハネ会（以下「乙」という。）とは、災害

時における福祉避難所（二次避難所）（以下「福祉避難所」という。）の設置運営に関し、次のと

おり協定を締結する。 

  

（目的）  

第１条 この協定は、大規模な風水害や震災等の災害により災害時要配慮者（以下「要配慮者」

という。）が避難を余儀なくされた場合に、甲が乙に対して福祉避難所の設置運営に関する協力

を要請することができること及びその場合の手続きを定めることを目的とする。  

（対象となる要配慮者）  

第２条 この協定における要配慮者は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅

の要配慮者で、避難所生活における精神的・身体的負担から健康を害するおそれがあるなど、

一般の避難所での対応が困難な者で、何らかの特別な支援を必要とするものをいう。 なお、受

け入れる要配慮者には、その介助者を含めることができる。 

（受入れの要請）  

第３条 甲は、災害時において、前条の対象者の存在を把握した場合は、乙に対し、当該対象者

の受入れを要請するものとする。  

２ 乙は、甲からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。  

（避難所として利用できる施設）  

第４条 甲が福祉避難所として利用できる施設は、次の施設とする。 

施設名 小金井聖ヨハネ支援センター 

所在地 小金井市梶野町五丁目８番９号 

（避難所の開設） 

第５条 甲は、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は、前条において定められた施設につい

て、その被害状況及び利用状況を乙に確認の上、福祉避難所として開設することができる。 

（手続き）  

第６条 第３条の要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊

急を要する場合は、この限りでない。  

⑴ 対象者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等  

⑵ 身元引受人の住所、氏名及び連絡先  

（避難所の管理） 

第７条 福祉避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２  甲はあらかじめ、福祉避難所運営組織について乙に通知するものとする。 

３ 災害時の福祉避難所の管理運営について、乙は、甲に協力するものとする。 

４ 甲は、日常生活用品、食糧及び医薬品、医療材料等福祉避難所の運営に必要な物資の調達に

努めるものとする。  

５ 甲は、要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確保に

努めるものとする。  

（対象者の移送）  



協定 福祉避難所（二次避難所） １２ 災害時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に

関する協定書（社会福祉法人 聖ヨハネ会） 

協定 福祉避難所（二次避難所） １２ 2/2 

第８条 甲の要請に基づき、乙が受入れを了承した場合、福祉避難所への要配慮者の移送は、原

則として甲が行うものとする。    

（費用負担）  

第９条 甲は、福祉避難所の管理運営に係る費用を負担することを原則として、甲乙の協議によ

り決定するものとする。 

（開設期間） 

第１０条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、必要な場合は

甲乙の協議により、さらに７日以内で延長することができるものとし、以降、再延長が必要な

場合は同様に取り扱うものとする。 

 （避難所の早期閉鎖への努力）  

第１１条 甲は、乙が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所の

早期閉鎖に努めるものとする。  

 （原状回復義務） 

第１２条 甲は、福祉避難所を終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、施設

を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（受入可能人数の把握）  

第１３条 甲は、平常時から乙の施設における受入可能人数を把握しておくものとする。  

（守秘義務）  

第１４条 乙は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、甲以外の者に漏ら

してはならない。  

（協議）  

第１５条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定め

るものとする。 

（有効期間） 

第１６条 この協定の有効期間は、平成２９年３月３１日までとする。ただし、期間満了の日の

３か月前までに甲乙いずれからも解除又は変更の申出がないときは１年間延長されたものとみ

なし、以後この例によるものとする。 

 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ各１通を保管す

るものとする。  

 

平成２８年７月１日 

 

            甲  小金井市本町六丁目６番３号 

               小金井市 

               代表者 小金井市長  

 

 

            乙  小金井市桜町一丁目２番２０号 

               社会福祉法人 聖ヨハネ会 

               代表者 理事長  



協定 福祉避難所（二次避難所） １３ 災害時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に

関する協定書（有限会社のがわ） 

協定 福祉避難所（二次避難所） １３ 1/2 

協定 福祉避難所（二次避難所） 

１３ 災害時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書 

（有限会社のがわ） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-13 

 

災害発生時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と有限会社のがわ（以下「乙」という。）とは、災害時におけ

る福祉避難所（二次避難所）（以下「福祉避難所」という。）の設置運営に関し、次のとおり協定

を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模な風水害や震災等の災害により要配慮者が避難を余儀なくされた場

合に、甲が乙に対して福祉避難所の設置運営に関する協力を要請することができること及びそ

の場合の手続きを定めることを目的とする。 

（対象となる要配慮者） 

第２条 この協定における要配慮者は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅

の要配慮者で、避難所生活における精神的・身体的負担から健康を害するおそれがあるなど、

一般の避難所での対応が困難な者で、何らかの特別な支援を必要とするものをいう。なお、受

け入れる要配慮者には、その介助者を含めることができる。 

（受入れの要請） 

第３条 甲は、災害時において、前条の対象者の存在を把握した場合は、乙に対し、当該対象者

の受入れを要請するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。 

（避難所として利用できる施設） 

第４条 甲が福祉避難所として利用できる施設は、次の施設とする。 

施設名 高齢者複合施設のがわ 

所在地 小金井市東町二丁目３１番３号 

（避難所の開設） 

第５条 甲は、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は、前条において定められた施設につい

て、その被害状況及び利用状況を乙に確認の上、福祉避難所として開設することができる。 

（手続き） 

第６条 第３条の要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊

急を要する場合は、この限りでない。 

⑴ 対象者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等 

⑵ 身元引受人の住所、氏名及び連絡先 

（避難所の管理） 

第７条 福祉避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２  甲はあらかじめ、福祉避難所運営組織について乙に通知するものとする。 

３ 災害時の福祉避難所の管理運営について、乙は、甲に協力するものとする。 

４ 甲は、日常生活用品、食糧及び医薬品、医療材料等福祉避難所の運営に必要な物資の調達に

努めるものとする。 

５ 甲は、要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確保に

努めるものとする。 

（対象者の移送） 



協定 福祉避難所（二次避難所） １３ 災害時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に

関する協定書（有限会社のがわ） 

協定 福祉避難所（二次避難所） １３ 2/2 

第８条 甲の要請に基づき、乙が受入れを了承した場合、福祉避難所への要配慮者の移送は、原

則として甲が行うものとする。 

（費用負担） 

第９条 甲は、福祉避難所の管理運営に係る費用を負担することを原則として、甲乙の協議によ

り決定するものとする。 

（開設期間） 

第１０条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、必要な場合は

甲乙の協議により、さらに７日以内で延長することができるものとし、以降、再延長が必要な

場合は同様に取り扱うものとする。 

 （避難所の早期閉鎖への努力） 

第１１条 甲は、乙が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所の

早期閉鎖に努めるものとする。 

 （原状回復義務） 

第１２条 甲は、福祉避難所を終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、施設

を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（受入可能人数の把握） 

第１３条 甲は、平常時から乙の施設における受入可能人数を把握しておくものとする。 

（守秘義務） 

第１４条 乙は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、甲以外の者に漏ら

してはならない。 

（協議） 

第１５条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定め

るものとする。 

（有効期間） 

第１６条 この協定の有効期間は、平成３４年１１月３０日までとする。ただし、期間満了の日

の３か月前までに甲乙いずれからも解除又は変更の申出がないときは１年間延長されたものと

みなし、以後この例によるものとする。 

 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保管するも

のとする。  

 

令和元年７月１日 

 

            甲  小金井市本町六丁目６番３号 

               小金井市 

               代表者 小金井市長  

 

 

            乙  小金井市東町二丁目３１番３号 

               有限会社のがわ 

               代表者 代表取締役  

 



協定 福祉避難所（二次避難所） １４ 災害時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に

関する協定書（社会福祉法人七日会） 

協定 福祉避難所（二次避難所） １４ 1/2 

協定 福祉避難所（二次避難所） 

１４ 災害時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書 

（社会福祉法人七日会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-13 

 

災害発生時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と社会福祉法人七日会（以下「乙」という。）とは、災害時に

おける福祉避難所（二次避難所）（以下「福祉避難所」という。）の設置運営に関し、次のとおり

協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、大規模な風水害や震災等の災害により要配慮者が避難を余儀なくされた場

合に、甲が乙に対して福祉避難所の設置運営に関する協力を要請することができること及びそ

の場合の手続きを定めることを目的とする。 

（対象となる要配慮者） 

第２条 この協定における要配慮者は、福祉施設や医療機関に入所又は入院するに至らない在宅

の要配慮者で、避難所生活における精神的・身体的負担から健康を害するおそれがあるなど、

一般の避難所での対応が困難な者で、何らかの特別な支援を必要とするものをいう。なお、受

け入れる要配慮者には、その介助者を含めることができる。 

（受入れの要請） 

第３条 甲は、災害時において、前条の対象者の存在を把握した場合は、乙に対し、当該対象者

の受入れを要請するものとする。 

２ 乙は、甲からの要請に可能な範囲内で応じるよう努めるものとする。 

（避難所として利用できる施設） 

第４条 甲が福祉避難所として利用できる施設は、次の施設とする。 

施設名 特別養護老人ホームぬく井の杜 

所在地 小金井市貫井北町三丁目４番８号 

（避難所の開設） 

第５条 甲は、福祉避難所を開設する必要が生じた場合は、前条において定められた施設につい

て、その被害状況及び利用状況を乙に確認の上、福祉避難所として開設することができる。 

（手続き） 

第６条 第３条の要請は、次に掲げる事項を記載した書面をもって行うものとする。ただし、緊

急を要する場合は、この限りでない。 

⑴ 対象者の住所、氏名、心身の状況、連絡先等 

⑵ 身元引受人の住所、氏名及び連絡先 

（避難所の管理） 

第７条 福祉避難所の管理運営は、甲の責任において行うものとする。 

２  甲はあらかじめ、福祉避難所運営組織について乙に通知するものとする。 

３ 災害時の福祉避難所の管理運営について、乙は、甲に協力するものとする。 

４ 甲は、日常生活用品、食糧及び医薬品、医療材料等福祉避難所の運営に必要な物資の調達に

努めるものとする。 

５ 甲は、要配慮者を適切に介護できるよう看護師、介護員、ボランティア等の介助者の確保に

努めるものとする。 

（対象者の移送） 



協定 福祉避難所（二次避難所） １４ 災害時における福祉避難所（二次避難所）の設置運営に

関する協定書（社会福祉法人七日会） 

協定 福祉避難所（二次避難所） １４ 2/2 

第８条 甲の要請に基づき、乙が受入れを了承した場合、福祉避難所への要配慮者の移送は、原

則として甲が行うものとする。 

（費用負担） 

第９条 甲は、福祉避難所の管理運営に係る費用を負担することを原則として、甲乙の協議によ

り決定するものとする。 

（開設期間） 

第１０条 福祉避難所の開設期間は、災害発生の日から７日以内とする。ただし、必要な場合は

甲乙の協議により、さらに７日以内で延長することができるものとし、以降、再延長が必要な

場合は同様に取り扱うものとする。 

 （避難所の早期閉鎖への努力） 

第１１条 甲は、乙が早期に本来目的の活動を再開できるよう配慮するとともに、福祉避難所の

早期閉鎖に努めるものとする。 

 （原状回復義務） 

第１２条 甲は、福祉避難所を終了する際は、乙に避難所使用終了届を提出するとともに、施設

を原状に復し、乙の確認を受けた後、乙に引き渡すものとする。 

（受入可能人数の把握） 

第１３条 甲は、平常時から乙の施設における受入可能人数を把握しておくものとする。 

（守秘義務） 

第１４条 乙は、福祉避難所の設置運営を行う場合において知り得た情報を、甲以外の者に漏ら

してはならない。 

（協議） 

第１５条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲、乙協議して定め

るものとする。 

（有効期間） 

第１６条 この協定の有効期間は、平成３５年６月３０日までとする。ただし、期間満了の日の

３か月前までに甲乙いずれからも解除又は変更の申出がないときは１年間延長されたものとみ

なし、以後この例によるものとする。 

 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印の上各１通を保管する

ものとする。  

 

平成３０年７月１日 

 

            甲  小金井市本町六丁目６番３号 

               小金井市 

               代表者 小金井市長  

 

 

            乙  小金井市貫井北町三丁目４番８号 

               社会福祉法人七日会 

               代表者 理事長     



協定 し尿処理・がれき処理関係 １ 災害時における水再生センターへのし尿搬入及び受入れに関する覚書 

協定 し尿処理・がれき処理関係 １ 1/2 

協定 し尿処理・がれき処理関係 １ 災害時における水再生センターへのし尿 

搬入及び受入れに関する覚書 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 11-8    

 

災害時における水再生センターへのし尿搬入及び受入れに関する覚書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 １ 災害時における水再生センターへのし尿搬入及び受入れに関する覚書 

協定 し尿処理・がれき処理関係 １ 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都下水道局流域下水道本部 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ２ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ２ 1/4 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ２ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の 

協力に関する協定書（加藤商事） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 11-17 

 

災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ２ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ２ 2/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東野川二丁目 

加藤商事 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ２ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ２ 3/4 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ２ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ２ 4/4 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ３ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ３ 1/4 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ３ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の 

協力に関する協定書（志賀興業） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 11-17 

 

災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ３ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ３ 2/4 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ３ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ３ 3/4 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ３ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ３ 4/4 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ４ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ４ 1/4 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ４ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の 

協力に関する協定書（調布清掃） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 11-17 

 

災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ４ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ４ 2/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ４ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ４ 3/4 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ４ 災害時における廃棄物の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ４ 4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ５ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ５ 1/4 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ５ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力

に関する協定書（加藤商事） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 11-8  

 

災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ５ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ５ 2/4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狛江市東野川二丁目 

加藤商事 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ５ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ５ 3/4 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ５ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（加藤商事） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ５ 4/4 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ６ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ６ 1/4 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ６ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力

に関する協定書（志賀興業） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 11-8 

 

災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ６ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ６ 2/4 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ６ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ６ 3/4 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ６ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（志賀興業） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ６ 4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ７ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ７ 1/4 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ７ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力

に関する協定書（調布清掃） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 11-8 

 

災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ７ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ７ 2/4 

 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ７ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ７ 3/4 

 

 

 

 

 

 



協定 し尿処理・がれき処理関係 ７ 災害時におけるし尿の収集及び運搬の協力に関する協定書（調布清掃） 

協定 し尿処理・がれき処理関係 ７ 4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 １ 指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書及び指

定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書実施細目 

協定 消防水利関係 １ 1/4 

協定 消防水利関係 １ 指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書 

及び指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書

実施細目 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 9-7 

 

指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 １ 指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書及び指

定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書実施細目 

協定 消防水利関係 １ 2/4 

 

 



協定 消防水利関係 １ 指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書及び指

定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書実施細目 

協定 消防水利関係 １ 3/4 

 

指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書実施細目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 １ 指定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書及び指

定給水拠点における初動応急給水活動に関する覚書実施細目 

協定 消防水利関係 １ 4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防

水利の設置等に関する協定書に係る実施細目 

協定 消防水利関係 ２ 1/11 

協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防水利の設置等

に関する協定書に係る実施細目 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 2-26 

 

 

消防水利の設置等に関する協定書 

 

小金井市長（以下「甲」という。）と東京消防庁小金井消防署長（以下「乙」という。）は、消

防水利の設置等に関して、次のとおり協定する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、小金井市における消防水利の設置、確保、修繕及び水利標識の建植等につ

いて、甲及び乙が協力して円滑な事務の推進を図り、もって、小金井市における火災等の災害

に適切に対処することを目的とする。 

（水利整備対策会議） 

第２条 甲及び乙は、定期的に水利整備対策会議を開催し、翌年度における防火水槽の設置、公

共事業に併せた水利の確保対策その他水利整備に関わる重要事案について協議し消防水利の計

画的かつ着実な整備を図るものとする。 

（小金井市宅地開発等指導要綱の協議） 

第３条 甲は、宅地開発、集合住宅建設等に関し、小金井市宅地開発等指導要綱に定める消防水

利の設置など消防に関わる行政指導を行おうとする場合又は当該要綱を改廃する場合には、乙

に協議するものとする。 

２ 乙は、前項の協議を受けたときは、消防行政上からの意見を述べるものとする。 

（個別協議） 

第４条 甲は、次の各号に定める事案の処理に際し、あらかじめ乙に協議し、効果的な消防水利

の整備を図るものとする。 

⑴ 小金井市における消防水利の整備に関する計画を樹立又は変更する場合 

⑵ 消防水利を設置、移設、変更又は廃止をする場合（消火栓を含む。） 

⑶ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づき、消防水利に関する同意又は協議を行

う場合 

⑷ 都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）に基づき、施行者から意見を求められた場合 

⑸ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）による区画整理事業が行われる場合 

⑹ 小金井市宅地開発等指導要綱等に基づき、消防水利の設置等を指導する場合 

⑺ 東京都都市整備局、東京都住宅供給公社及び都市再生機構が実施する住宅建設事業に際し、

意見を求められた場合 

⑻ 甲が管理する河川、池等を改修、撤去等をする場合 

２ 乙は、前項による協議を受けたときは、消防行政上の意見を述べるものとする。 

３ 甲及び乙は、第１項各号の協議が円滑に行われるようあらかじめ手順を定め、窓口を特定す

るなど適正かつ迅速な事務処理に努めるものとする。 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防

水利の設置等に関する協定書に係る実施細目 

協定 消防水利関係 ２ 2/11 

（検査の立会い） 

第５条 甲は、前条第１項に定める協議を経て設置又は確保される消防水利の検査又は確認に際

しては、乙に立会いを求めるものとする。 

２ 乙は、前項の求めに応じて立ち会い、当該消防水利の位置及び構造について確認するととも

に、消防活動上からの意見を述べるものとする。 

（市施設等の活用） 

第６条 甲は、甲が管理する河川、池、プール、雨水貯留槽及び空調用蓄熱槽等を設置又は改修

等をする場合は、消防水利として活用できる位置及び構造となるよう努めるものとする。 

２ 乙は、前項に定める施設等の設置に際しては積極的に甲に協力するものとする。 

（消防水利の指定） 

第７条 乙は、前条に定める消防水利のほか、消防の用に供し得る水利の確保に努めるものとし、

消防法（昭和２３年法律第８６号）第２１条第１項の規定に基づき、前条の水利については甲

の、その他の水利についてはその所有者等の承諾を得て消防水利に指定するものとする。 

２ 乙は、前項の規定により消防水利に指定したとき、又は指定を解除したときは、甲に通知す

るものとする。 

（水利標識の建植等） 

第８条 甲は、前条の規定による指定消防水利について、消防法第２１条第２項に基づく水利標

識を建植し、乙の消防活動の利便に資するものとする。ただし、水利標識がやむを得ず建植で

きない場合は、黄色の塗装表示をするものとする（次項において消火栓標識及び水利標識及び

水利標識がやむを得ず建植できない場合も同様とする。）。 

２ 甲は、上水道消火栓については消火栓標識を、また、それ以外の消防水利については水利標

識（総務省消防庁が示す統一標識）を努めて建植し、乙の消防活動の利便に資するものとする。 

３ 乙は、前項の規定において、甲が建植する消火栓標識以外の消火栓標識に係る事務を処理す

るものとする。 

（消防水利の修繕） 

第９条 乙は、乙の職員が行う水利調査において消防水利の故障を発見したときは、甲に通知す

るものとする。 

２ 甲が管理する消防水利において、前項に定める通知を受けたときは、甲は、速やかに修繕工

事を行い、工事が完了したときは乙に通知するものとし、上水道消火栓については、当該水道

の管理者に速やかに修繕工事が必要な旨、通知するものとする。 

（事故の防止） 

第１０条 乙は、水利調査等において、甲が管理する水利施設に関わる転落、溺水等の事故の発

生するおそれがある状況を発見したときは、直ちに甲に通知するとともに、危険防止のため緊

急の必要があると認めるときは、応急の措置を施すことができるものとする。 

２ 甲は、甲が管理する水利施設に起因する転落、溺水等の事故を防止するため適正な管理に努

めるものとし、前項の規定による乙の通知があったときは可及的速やかに改善を図るものとす

る。 

３ 乙は、甲以外の者が管理する指定消防水利について第１項に定める状況を発見したときは、

甲に通知するものとする。 

（水利使用後の措置） 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防

水利の設置等に関する協定書に係る実施細目 

協定 消防水利関係 ２ 3/11 

第１１条 乙は、火災又は演習等により消防水利（消火栓を含む。）を使用したときは、使用水量

等必要な事項について速やかに甲に通知するものとする。 

（実施細目） 

第１２条 この協定の実施に必要な事項は、甲及び乙が協議して別に定める。 

（疑 義） 

第１３条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じた事項については甲及び

乙がその都度協議して定めるものとする。 

（その他） 

第１４条 平成１０年１２月１５日付け「消防水利の設置等に関する協定書」は本協定締結をも

って廃止する。 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保管する

ものとする。  

 

平成２５年７月２５日 

 

             甲 小金井市長 稲葉 孝彦 

 

 

             乙 東京消防庁 

               小金井消防署長 原口 久男 

 

 

 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防

水利の設置等に関する協定書に係る実施細目 

協定 消防水利関係 ２ 4/11 

消防水利の設置等に関する協定書に係る実施細目 

 

 小金井市長（以下「甲」という。）と東京消防庁小金井消防署長（以下「乙」という。）は、消

防水利の設置等に関する協定書（以下「協定書」という。）第１２条に基づく実施細目を締結する。 

 

第１条 協定書第２条に定める水利整備対策会議（次項において「対策会議」という。）の構成員

は、次のとおりとし、課長以下をもって構成する。 

 ⑴ 甲にあっては、総務部地域安全課、都市整備部まちづくり推進課 

⑵ 乙にあっては、警防課防災安全係 

⑶ その他甲、乙において特に必要と求める者 

２ 対策会議の定例会議は、原則、毎年１回（６月）とし、必要に応じ臨時に会議を開催できる

ものとする。 

第２条 協定書第４条第１項第２号に規定する消防水利（消火栓を除く。）を設置、移設、変更又

は廃止をしたときは様式第１号によるものとする。 

第３条 協定書第４条第１項第３号に定める都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく

消防水利に関する同意又は協議を行う場合は、様式第２号及び様式第３号によるものとし、甲

にあっては都市整備部まちづくり推進課が、乙にあっては警防課防災安全係が行う。 

第４条 協定書第４条第３項に定める窓口は、小金井市総務部地域安全課及び小金井消防署警防

課防災安全係とする。 

第５条 協定書第７条に定める消防水利の指定及び解除したときは、様式第４号によるものとす

る。 

第６条 協定書第９条に定める消防水利の修繕の場合は、様式第５号及び様式第６号によるもの

とする。 

第７条 協定書第１１条に定める水利（消火栓を含む。）使用後の措置の場合は、様式第７号によ

るものとする。 

第８条 この実施細目は、締結した日から適用する。 

 

 

甲と乙は、この実施細目を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保管

するものとする。  

 

平成２５年７月２５日 

 

                                                    甲 小金井市長 稲葉 孝彦 

 

 

             乙 東京消防庁 

               小金井消防署長 原口 久男 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防

水利の設置等に関する協定書に係る実施細目 

協定 消防水利関係 ２ 5/11 

様式第１号（第２条関係） 

小  発第 号 

 年 月 日 

 

東京消防庁 

小金井消防署長 様 

 

小金井市長      

 

消防水利の設置等について（通知） 

 

下記のとおり消防水利を設置、移設変更又は及び廃止したので通知します。 

 

記 

 

異動種別 水利種別 

１口径 

２容量 

所  在 

目  標 

導水装置の 

有無 

工事完了日 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

担当者  

 

 

 

公印 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防

水利の設置等に関する協定書に係る実施細目 

協定 消防水利関係 ２ 6/11 

様式第２号（第３条関係） 

 小  発第 号 

 年 月 日 

 

東京消防庁 

小金井消防署長 様 

 

小金井市長      

 

開発行為に関する消防水利施設等について（照会） 

 

都市計画法第３２条の開発行為に関する消防水利について、都市計画法施行令第２５条第８号

の規定により設置する貯水施設等の必要の有無等下記に定める事項について伺います。 

 

記 

 

１ 開発区域の所在地 

 

２ 開発行為申請者 

 

３ 開発区域の面積 

 

４ 回答先 

  都市整備部まちづくり推進課 担当 

  電話  

 

 

 

 

 

 

公印 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防

水利の設置等に関する協定書に係る実施細目 

協定 消防水利関係 ２ 7/11 

様式第３号（第３条関係） 

 年 月 日 

 

（宛先）小金井市長  

 

東京消防庁   

小金井消防署長 

 

開発行為に伴う意見の照合について（回答） 

 

  年 月 日付け小 発第 号で照会のあったこのことについては、下記のとおりです。 

 

記 

 

１ 開発区域の所在地 

 

２ 開発行為申請者 

 

３ 開発区域の面積 

 

４ 開発区域の水利状況 

 

 

 

 

 

 

                   問合せ先 

                       警防課防災安全係  

                 担当 

                        電話     内線 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防

水利の設置等に関する協定書に係る実施細目 

協定 消防水利関係 ２ 8/11 

様式第４号（第５条関係） 

 年 月 日 

 

（宛先）小金井市長  

 

東京消防庁   

小金井消防署長 

 

消防水利の（指定・解除）について（通知） 

 

下記のとおり消防水利を（指定・解除）しましたので通知します。 

 

記 

 

異動 

種別 

水 利 

種 別 

所   在 

目   標 

所管

内外 

水 利 

番 号 

口 径 

容量等 

異動理

由 

別図番

号 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

                   問合せ先 

                       警防課防災安全係  

                 担当 

                        電話     内線 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防

水利の設置等に関する協定書に係る実施細目 

協定 消防水利関係 ２ 9/11 

様式第５号（第６条関係） 

 年 月 日 

 

（宛先）小金井市長  

 

東京消防庁   

小金井消防署長 

 

消防水利の故障状況について（通知） 

 

貴市が管理する消防水利の故障状況は、下記のとおりですので通知いたします。 

 

記 

 

（  月分） 

種別 番号 所在（目標） 故障内容 

    

    

    

    

    

    

※ 種別欄の赤の○印のものは、消火活動上特に重要ですので至急修理を要するものです。 

                   問合せ先 

                       警防課防災安全係  

                 担当 

                        電話     内線 

 

 

 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防

水利の設置等に関する協定書に係る実施細目 

協定 消防水利関係 ２ 10/11 

様式第６号（第６条関係） 

 小  発第 号 

 年 月 日 

 

東京消防庁 

小金井消防署長 様 

 

小金井市長      

 

故障消防水利の修理完了について（通知） 

  

故障消防水利の修理を完了しましたので、下記のとおり通知いたします。 

 

記 

 

種別 番 号 所  在（目標） 

口 径 

修理内容 

完 了 

年月日 
容 量 

 

 

 

  

㎜ 

  

㎥ 

 

 

 

  

㎜ 

  

㎥ 

 

 

 

  

㎜ 

  

㎥ 

 

 

 

  

㎜ 

  

㎥ 

 

 

公印 



協定 消防水利関係 ２ 消防水利の設置等に関する協定書及び消防

水利の設置等に関する協定書に係る実施細目 

協定 消防水利関係 ２ 11/11 

様式第７号（第１１条関係） 

 年 月 日 

 

（宛先）小金井市長  

 

東京消防庁   

小金井消防署長 

 

年 月分消火用及び演習用使用水量について（通知） 

 

小金井市における 月分の消火用及び演習用のための使用水量は下記のとおりです。 

 

記 

 

種別 使用水量及び内容（算出根拠） 

消火用  

演習用  

計  

 





協定 消防水利関係 ３ 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 

協定 消防水利関係 ３ 1/4 

協定 消防水利関係 ３ 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 9-8 

 

消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 

 

 

 



協定 消防水利関係 ３ 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 

協定 消防水利関係 ３ 2/4 

 

 

 

 

 

（資器材

第４条 

甲

２ 



協定 消防水利関係 ３ 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 

協定 消防水利関係 ３ 3/4 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ３ 消火栓等からの応急給水等の実施等に関する覚書 

協定 消防水利関係 ３ 4/4 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ４ 上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書及び 

上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書実施細目 

協定 消防水利関係 ４ 1/4 

協定 消防水利関係 ４ 上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書及び 

上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書実施細目 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 2-26 

 

上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ４ 上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書及び 

上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書実施細目 

協定 消防水利関係 ４ 2/4 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ４ 上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書及び 

上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書実施細目 

協定 消防水利関係 ４ 3/4 

 

上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書実施細目 

 

 



協定 消防水利関係 ４ 上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書及び 

上水道における排水栓の取り扱い等に関する覚書実施細目 

協定 消防水利関係 ４ 4/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ５ 上水道における消火栓の設置、維持管理等に関する協定書

及び上水道における消火栓補償費に関する覚書 

協定 消防水利関係 ５ 1/4 

協定 消防水利関係 ５ 上水道における消火栓の設置、維持管理等に関する協定

書及び上水道における消火栓補償費に関する覚書 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 2-26 

 

上水道における消火栓の設置、維持管理等に関する協定書 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ５ 上水道における消火栓の設置、維持管理等に関する協定書 

及び上水道における消火栓補償費に関する覚書 

協定 消防水利関係 ５ 2/4 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ５ 上水道における消火栓の設置、維持管理等に関する協定書

及び上水道における消火栓補償費に関する覚書 

協定 消防水利関係 ５ 3/4 

 

上水道における消火栓補償費に関する覚書 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ５ 上水道における消火栓の設置、維持管理等に関する協定書 

及び上水道における消火栓補償費に関する覚書 

協定 消防水利関係 ５ 4/4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ６ 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協定書 

協定 消防水利関係 ６ 1/5 

協定 消防水利関係 ６ 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協

定書 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 2-26 

 

避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ６ 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協定書 

協定 消防水利関係 ６ 2/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ６ 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協定書 

協定 消防水利関係 ６ 3/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ６ 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協定書 

協定 消防水利関係 ６ 4/5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 消防水利関係 ６ 避難所における応急給水栓の設置及び使用に関する協定書 

協定 消防水利関係 ６ 5/5 

 

 

 



協定 輸送関係 １ 災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定書 

協定 輸送関係 １ 1/2 

協定 輸送関係 １ 災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定書 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 1 部 9-18 

 

災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と一般社団法人東京都トラック協会多摩支部（以下「乙」とい

う。）は、災害時における緊急輸送業務（以下「業務」という。）の協力に関し、次のとおり協定

を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、小金井市内等において大規模な地震災害、風水害その他の災害（以下「災

害」という。）が発生した場合、小金井市地域防災計画に基づく輸送体制整備の一環として乙の

協力を得ることにより、災害時の円滑な業務を実施することを目的とする。 

（協力要請） 

第２条 甲は、災害の状況に応じて、緊急輸送用車両が必要であると認めるときは、乙に対し緊

急輸送用車両及び運転者（以下「車両等」という。）の供給を要請することができる。 

２ 甲は、前項の規定による要請をするときは、次の事項について明記した要請書（様式第１号）

により行う。ただし、緊急を要するときは、口頭、電話等の方法により要請し、後日文書を提

出するものとする。 

⑴ 業務の期間 

⑵ 輸送する場所 

⑶ 業務内容  

⑷ その他必要な事項 

（車両等の供給） 

第３条 乙は、前条第１項の規定による要請があったときは、特別な理由がない限り、甲に対し

車両等を供給し、業務を実施しなければならない。 

（経費の負担） 

第４条 第２条第１項の規定による要請により、乙が業務を実施した場合の次に掲げる経費は、

甲が負担する。 

⑴ 乙が提供した車両等に係る経費 

⑵ 甲の指示又は同意により使用した高速道路その他の有料道路通行料及び有料駐車場使用料

金に係る経費 

２ 前項第１号の経費は、東京都と一般社団法人東京都トラック協会との間で契約している運賃

等を準用する。 

（経費の請求及び支払い） 

第５条 乙は、業務が終了したときは、速やかに甲に報告し、前条に規定する経費を甲に請求す

るものとする。 

２ 甲は、前項の規定による請求があったときは、その内容を確認し、適当と認めた場合、速や

かに乙に支払わなければならない。 

（事故等） 

第６条 乙の供給した車両等が事故その他の理由により運行を中断したときは、乙は速やかに当

該車両等を交換し、その供給を継続しなければならない。この場合において、乙は、甲に対し

速やかにその状況を報告しなければならない。 

（旅客及び第三者に対する責任） 

第７条 乙は、車両等の運行に際し、乙の責に帰する理由により車両等（同伴者を含む。）及び第



協定 輸送関係 １ 災害時における緊急輸送業務の協力に関する協定書 

協定 輸送関係 １ 2/2 

三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負う。 

（損害賠償） 

第８条 甲は、その責に帰する理由により車両等に損害を与え、又は滅失したときは、乙に対し

てその損害を賠償するものとする。 

（従事者の災害補償） 

第９条 甲は、この協定に基づく業務に従事した者が、その責に帰することができない理由によ

り死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は障害の状態となったときは、東京都市町村消

防団員等公務災害補償条例（昭和６３年東京市町村総合事務組合条例第１９号）の規定に準じ

て、これを補償するものとする。ただし、当該従事者が他の法令により療養その他の給付もし

くは補償を受けたとき、又は事故の原因となった第三者から損害賠償を受けたときは、同一の

事故については、これらの価格の限度において損害賠償の責を免れる。 

（供給可能車両等の報告） 

第１０条 乙は、甲に対し、災害時に供給可能な車両等について供給可能数量報告書（様式第２

号）により報告しなければならない。 

（防災訓練への参加） 

第１１条 乙は、甲の要請に基づき、甲が行う防災訓練に対し、必要な協力を行うものとする。 

（連絡責任者） 

第１２条 甲及び乙は、この協定の実施に当たり、連絡責任者を定めなければならない。 

（協定の期間及び更新） 

第１３条 この協定の有効期間は、締結の日から平成２９年３月３１日までとする。ただし、期

間満了の日の３か月前までに、甲乙いずれからも協定締結解除等の意思表示がないときは、当

該期間は１年間延長されたものとみなし、以降この例によるものとする。  

（協議） 

第１４条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上決

定する。 

 

 

この協定の締結の証として、本協定書２通を作成し、甲、乙それぞれ記名押印の上、各自その

１通を保有する。 

 

 

平成２８年８月１５日 

 

      署名  

甲 小金井市本町六丁目６番３号 

小金井市 

小金井市長  

 

 

署名  

乙 国立市北三丁目２７番１１号 

一般社団法人東京都トラック協会多摩支部 

支部長 

 



協定 その他 １ 災害時における救出救助業務等の協力に関する協定書 

協定 その他 １ 1/2 

協定 その他 １ 災害時における救出救助業務等の協力に関する協定書 

（社団法人 東京都自動車整備振興会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 1 部 39 

 

 

災害時における救出救助業務等の協力に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 その他 １ 災害時における救出救助業務等の協力に関する協定書 

協定 その他 １ 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 その他 ２ 災害時における動物救護活動に関する協定書 

協定 その他 ２ 1/4 

協定 その他 ２ 災害時における動物救護活動に関する協定書 

（小金井市獣医師会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-14 

 

 

災害時における動物救護活動に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 その他 ２ 災害時における動物救護活動に関する協定書 

協定 その他 ２ 2/4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 その他 ２ 災害時における動物救護活動に関する協定書 

協定 その他 ２ 3/4 

 

 

 

 

 

 

 



協定 その他 ２ 災害時における動物救護活動に関する協定書 

協定 その他 ２ 4/4 

 

 

 

 

 

 

 



協定 その他 ３ 災害時における上下水道の応急復旧等に関する協定書 

協定 その他 ３ 1/2 

協定 その他 ３ 災害時における上下水道の応急復旧等に関する協定書 

（三多摩管工事組合小金井市部桜水会） 

文書管理機関名：市環境部 本編該当頁：第 2 部 3-23 

 

 

災害時における上下水道の応急復旧等に関する協定書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



協定 その他 ３ 災害時における上下水道の応急復旧等に関する協定書 

協定 その他 ３ 2/2 

 

 

 

 

６番３号 

小金井支部桜水会 



協定 その他 ４ 災害時における応急対策活動の協力に関する協定書 

協定 その他 ４ 1/2 

協定 その他 ４ 災害時における応急対策活動の協力に関する協定書 

（小金井建設協会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-36 

 

 

災害時における応急対策活動の協力に関する協定書 

 

 （目的） 

第１条 この協定は、小金井市内に地震、風水害その他の災害（以下「災害」という。）が発生し

た場合に、小金井市地域防災計画に基づく民間協力の一環として、小金井市（以下「甲」とい

う。）と小金井建設協会（以下「乙」という。）との間に災害時における応急対策活動の協力に

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

 （協力の要請） 

第２条 甲は、小金井市内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、乙に対して応急

対策活動の協力を要請することができる。 

２ 甲は、乙に対して要請するいとまがないときは、直接乙の会員に要請することができる。 

 （要請の内容） 

第３条 甲は乙に災害の状況、場所、活動内容、出動を希望する人員及び資機材等必要な事項を

連絡するものとする。 

 （応急対策活動） 

第４条 甲の要請により災害現場に出動した乙の会員は、甲の現場責任者の指示に従い応急対策

活動に従事するものとする。 

２ 応急対策活動の円滑な実施を図るための緊急資機材の管理については、甲乙双方において、

別途協議して定める。 

 （報告） 

第５条 乙は、応急対策活動終了後、直ちに活動状況の概要を甲に報告するものとする。 

 （経費の負担） 

第６条 乙の応急対策活動に要した経費は、原則として甲の負担とする。ただし、応急対策活動

の内容により、別途協議するものとする。 

 （経費の請求） 

第７条 乙は、甲の要請により行った応急対策活動に要した経費を請求するときは、明細書を添

付しなければならない。 

 （損害の負担） 

第８条 応急対策活動の実施に伴い、第三者に損害等を与えた場合の賠償の責は、乙又は乙の会

員に故意又は重大な過失がある場合を除き甲の負担とする。 

 （応急対策活動従事者の損害補償） 

第９条 甲は、乙に属する会員のうち、甲の指示した応急対策活動に従事していた者が負傷し、

もしくは疾病にかかり、又は死亡した場合は、東京都市町村消防団員等公務災害補償条例（昭

和６３年組合条例第１９号）の規定に基づき、これを補償する。 
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 （連絡調整） 

第１０条 この協定事項が円滑に実施されるよう、甲と乙は、それぞれ連絡責任者を定め、必要

に応じて連絡調整を行うものとする。 

２ 前項の連絡責任者は、甲においては都市整備部道路管理課長を、乙においては小金井建設協

会会長をもって充てる。 

 （協議） 

第１１条 この協定書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、決定する

ものとする。 

 （有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までとする。

ただし、期限終了の日の３か月前までに、甲乙に何らの意思表示がないときは、１年間延長さ

れたものとみなし、以降、この例によるものとする。 

 

 甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、それぞれ記名押印の上、各１通を保管

するものとする。 

 

   平成２１年３月３０日 

 

           甲  小金井市本町六丁目６番３号 

              小金井市 

               代表者  小金井市長   稲 葉 孝 彦 

 

 

           乙  小金井市東町四丁目１６番２６号 

              小金井建設協会 

               代表者  会 長   金 澤 昭 
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協定 その他 ５ 災害時における理容サービス業務の提供に関する協定書 

（東京都理容生活衛生同業組合小金井支部） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-36 

 

 

災害時における理容サービス業務の提供に関する協定書 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と東京都理容生活衛生同業組合小金井支部（以下「乙」という。）

は、災害時における理容サービス業務の提供に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時における衛生活動に関する協力体制を確立し、小金井市民の安定し

た生活確保に資することを目的とする。 

（協力内容） 

第２条 乙の協力業務の内容は、次のとおりとする。 

 ⑴ 災害時における理容の実施 

 ⑵ 理容活動に必要な資器材及び消耗品の提供 

（協力要請） 

第３条 甲は、前条における協力を必要とする場合は活動協力要請書（様式）を乙に提出するも

のとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭により要請をすることができるものとし、その

場合は後日、速やかに活動協力要請書を提出することとする。 

（協力） 

第４条 乙は、前条による要請を受けた場合は、特別な事由がない限り、本協定の内容に従い、

業務を実施するものとする。 

（連絡窓口） 

第５条 この協定事項が円滑に実施されるよう、甲及び乙は、それぞれ連絡責任者を定め、必要

に応じて連絡調整を行うものとする。 

２ 前項の連絡責任者は、甲においては福祉保健部庶務担当課長を、乙においては東京都理容生

活衛生同業組合小金井支部長をもって充てる。 

（理容料） 

第６条 この協定に基づいて乙が実施する理容に係る料金は、無料とする。 

（費用負担） 

第７条 乙が提供した資器材及び消耗品に係る費用については、甲が負担する。この場合の価格

は、当該災害の発生直前の価格とする。 

（損害補償） 

第８条 甲の要請に基づく第２条各号の協力業務実施中において、乙の当該業務従事者が損害を

受けた場合の補償は、ボランティア保険によるものとする。 

２ 前項の保険の加入に係る費用については、甲が負担するものとする。 

（協定期間） 
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第９条 この協定の有効期間は、平成２０年２月２５日から平成２１年２月２４日までとする。

ただし、期間満了の３か月前までに、甲乙に何らの意思表示がないときは、１年間延長された

ものとみなし、以降この例によるものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈に疑義が生じたときは、甲乙協議の上、

決定する。 

 

 上記協定締結の証として、本協定書を２通作成し、甲乙記名押印の上、それぞれ１通を保有す

るものとする。 

 

  平成２０年２月２５日 

 

          甲 小金井市 

                小金井市長   稲 葉 孝 彦 

 

          乙 東京都理容生活衛生同業組合小金井支部 

                支部長     塚 本 重 雄 
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様式（第３条関係） 

  年  月  日  

活動協力要請書 

 

 東京都理容生活衛生同業組合 

  小金井支部長       様 

小金井市長           

 

 

 災害時における理容サービス業務の提供に関する協定に基づき、下記のとおり協力を要請しま

す。 

 

記 

 

業務内容 

 

日 時 

年   月   日   時から 

 

年   月   日   時まで 

場 所 

 

そ の 他 

 

 

公印 
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協定 その他 ６ 災害時におけるボランティア活動支援に関する協定書 

（社会福祉法人 小金井市社会福祉協議会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-36 

 

 

災害時におけるボランティア活動支援に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と社会福祉法人小金井市社会福祉協議会（以下「乙」という。）

との間において、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、小金井市内に地震、その他の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）

において、甲と乙が、小金井市地域防災計画（以下「防災計画」という。）に基づき、効果的な

災害ボランティア活動に関する支援が行えるよう相互に連携し、もって被災者等の生活の早期

安定を図ることを目的とする。 

（情報の収集・提供） 

第２条 甲と乙は、災害時において、連携して災害ボランティアに関する情報を収集し、市民等

に対して迅速かつ的確な情報を提供することとする。 

２ 甲と乙は、連携して市民及び関係機関等からの災害ボランティア活動に関する問い合わせ及

び相談に応ずることとする。 

３ 甲と乙は、平常時から災害ボランティア活動についての情報交換を行うなど、災害時に迅速

かつ円滑な連携・協力体制がとれるよう努めるものとする。 

（災害ボランティアセンターの開設・運営） 

第３条 甲は、災害時において、防災計画に基づき、災害ボランティアセンターを開設する。 

２ 乙は、甲の要請に基づき、甲が開設する災害ボランティアセンターに、ボランティアの受入

れや紹介等の調整を行うコーディネーターを派遣する。 

（人材育成） 

第４条 乙は、コーディネーターとなる人材を育成し、その質の向上に努め、甲は、乙に対し必

要な協力をすることとする。 

２ 乙は、甲の実施する総合防災訓練等に積極的に参加するとともに、職員等の防災意識の向上

に努めることとする。 

（関係機関等との協力体制） 

第５条 乙は、東京ボランティア・市民活動センター及び区市町村ボランティアセンターとのネ

ットワークを構築するとともに、他のボランティア活動を支援する組織や関係機関等と連携を

強化し、災害時における協力体制の整備に努めるものとする。 

２ 甲は、前項の体制づくりに関し、必要な範囲で支援するものとする。 

（資機材等の確保） 

第６条 甲は、災害時に必要な資機材等を、乙と協議の上準備するものとする。 

（費用負担） 
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第７条 甲の要請に基づき、乙が実施した協力業務の費用については、甲が必要と認めたものに

ついては、甲が負担するものとする。 

２ 乙は、業務終了後、当該業務に要した費用を、甲に請求するものとする。 

（損害補償） 

第８条 甲の要請に基づき、災害時にボランティア活動にかかわるボランティアコーディネータ

ーへの損害補償は、ボランティア保険によるものとする。 

２ 前項の保険の費用については、甲が負担するものとする。 

（協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又は、この協定に関して疑義が生じたときは、その都度、甲

乙協議の上決定する。 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間は、平成１７年８月９日から平成１８年３月３１日までとする。

ただし、期限終了の日の３か月前までに、甲乙になんらの意思表示がないときは、１年間延長

されたものとみなし、以降、この例によるものとする。 

   

 上記、協定締結の証として、本協定書を２通作成し、甲乙署名押印の上、それぞれ１通を保有

するものとする。 

 

  平成１７年８月９日 

          

          甲 小金井市本町六丁目６番３号 

            小金井市 

            代表者 小金井市長 

 

          乙 小金井市中町四丁目１５番１４号 

            社会福祉法人小金井市社会福祉協議会 

            代表者 会長 
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協定 その他 ７ 災害時における相互協力に関する覚書（小金井郵便局） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-36 

 

 

災害時における相互協力に関する覚書 

 

小金井市長（以下「甲」という。）と小金井郵便局長（以下「乙」という。）は、小金井市内に

発生した地震その他による災害時において、甲及び乙が相互に協力し、必要な対応を円滑に遂行

するために、次のとおり覚書を締結する。 

 

（用語の定義） 

第１条 この覚書において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に定める被害をいう。 

 

（協力要請） 

第２条 甲及び乙は、小金井市内に災害が発生し、次の事項について必要が生じた場合は、相互

に協力を要請することができる。 

⑴ 乙が所有する車両を緊急連絡用車両等として提供すること。 

⑵ 乙が所有し、又は管理する施設及び用地を避難場所、物資集積場所等として提供すること。 

⑶ 甲が所有し、又は管理する施設及び用地を提供すること。 

⑷ 被災市民の避難先及び被災状況の情報を相互に提供すること。 

⑸ 避難場所に臨時の郵便差出箱を設置すること。 

⑹ 災害救助法適用時における郵便、為替貯金、簡易保険の郵政事業にかかわる災害特別事務

取扱いをすること。 

⑺ その他前記各号に定めのない事項で、協力できること。 

 

(協力の実施) 

第３条 甲及び乙は、前条の規定による要請を受けたときは、その緊急性に鑑み、可能な範囲内

において、これに協力するものとする。 

 

（経費の負担） 

第４条 第２条に規定する協力要請に対して、協力した者が要した経費については、法令その他

に別段の定めがあるものを除くほか、適正な方法により算出した金額を、要請した者が負担す

る。 

２ 前項の負担につき疑義が生じたときは、甲及び乙が協議し、負担すべき額を決定する。 

 

（災害情報連絡体制の整備） 

第５条 甲及び乙は、安否情報等の連絡体制を整備するため、その方策について協議するものと

する。 



協定 その他 ７ 災害時における相互協力に関する覚書 

協定 その他 ７ 2/2 

（情報の交換） 

第６条 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報の交換を

行う。 

 

（連絡責任者） 

第 7条 この覚書に関する連絡責任者は、甲においては、小金井市総務部総務課防災消防担当課

長、乙においては小金井郵便局総務課長とする。 

 

第８条 この覚書に定めのない事項及びこの覚書に関し疑義が生じた場合は、両者が協議し決定

する。 

 

第 9条 この覚書の有効期間は、平成１１年１０月４日から平成１２年３月３１日までとする。

ただし、期間満了の２か月前までに、甲又は乙から書面による解約の申出がないときは、なお

１年間効力を有するものとする。 

以後の場合も同様とする。 

 

上記の覚書の有効締結の証とするため、この書面２通を作成し、甲乙が記名押印のうえ、各自

その一通を保有する。 

 

平成１１年１０月４日 

 

甲 小金井市本町六丁目６番３号 

                  小 金 井 市 長  稲 葉 孝 彦 

 

乙 小金井市本町五丁目３８番２０号 

                  小金井郵便局長  小 久 保 幸 子 
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協定 その他 ８ 大規模地震等の災害発生時における初動体制にかかわる協定

書（小金井市スカウト協議会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-36 

 

 

大規模地震等の災害発生時における初動体制にかかわる協定書 

 

大規模地震等の災害発生時における初動体制の確保と、被災市民の救援、復興をするために、

小金井市（以下「甲」という。）と小金井市スカウト協議会（以下「乙」という。）の間において、

下記のとおり協定する。 

記 

（総則） 

第１条 大規模地震等の災害発生時に甲と乙は、相互支援体制を形成し維持し、被災市民の早期

自立と市民生活の復興を促進するための支援をする。 

また乙にあっては初動体制確立のために甲の災害対策本部に協力する。 

 

（物的支援） 

第２条 大規模地震等の災害発生時に、乙は乙の所有するマーキーテント、炊飯器具等の非常用

資機材を、市保有資機材の補完資機材として甲の災害対策本部の使用に供する。 

 

（人的支援） 

第３条 大規模地震等の災害発生時に、乙は日頃訓練した専門知識を生かし、被災市民救援のた

めに、甲の災害対策本部に協力する。 

 

（資機材の収納場所） 

第４条 甲は、乙の所有する資機材の収納場所として、可能な限り防災倉庫等の一部を提供し、

非常事態の発生に備える。 

２ 乙は、資機材を効率的に収納するために、棚等を設置し整備する。 

 

（収納場所の運用） 

第５条 乙は、各団がキャンプ等で当該資機材を使用するため収納場所の出入りをする時は、収

納場所の管理人に届出るものとする。 

２ 収納場所の鍵は、甲、乙各々所有する。 

 

（損害補償） 

第６条 救援活動に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかったときは、

東京都市町村消防団員等公務災害補償条例の規定に基づき、甲が補償するものとする。 

 

（協議事項） 
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第 7条 この協定書に定めのない事項は、必要に応じて、甲、乙協議して定めるものとする。 

 

平成８年３月２１日  

 

甲 小金井市 

代表者 小金井市長  大 久 保 慎 七 

         

乙 小金井市スカウト協議会 

           代表者 会   長  井 上   惠 右 
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協定 その他 ９ 地域貢献型広告に関する協定書 

（東電タウンプランニング株式会社） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 8-7 

 

 

地域貢献型広告に関する協定書 

 

 

 小金井市（以下「甲」という。）と東電タウンプランニング株式会社多摩総支社（以下「乙」と

いう。）とは、小金井市内における地域貢献型広告の掲出について、甲と乙の協力に関し、次の条

項により協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、小金井市内の電柱等における地域貢献型広告の掲出により、市民に対し、

地域に必要な公共的情報を発信することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

⑴ 地域貢献型広告 乙の実施している電柱広告事業において、民間企業等の電柱広告（巻広

告）と併せて地域の公共的情報を記載するものをいう。 

⑵ 公共的情報 防災関係、防犯関係、公共施設案内、観光名所等の情報をいう。 

⑶ 広告主 この協定の目的に賛同する民間企業等をいう。 

（公共的情報などの情報提供） 

第３条 甲は、地域貢献型広告（以下、「広告」という。）の掲出のために必要な情報を乙に提供

し、この協定の目的の実現に必要な指導及び協力を行うものとする。 

（乙の業務） 

第４条 乙は、次に掲げる事項を誠実に実行するものとする。 

⑴ 広告主を募り、広告の掲出に必要な一切の手続を行うこと。 

⑵ 掲出された広告に関する維持管理及び住民からの申出等に対しての対応を行うこと。 

⑶ 広告の掲出状況につき、甲の求めるときに報告を行うこと。 

⑷ 広告を新規に掲出するときは、甲と事前に協議を行うこと。 

⑸ 公共的情報の内容に変更又は削除があった場合には、必要な修正を行うこと。 

（広告の仕様） 

第５条 広告に記載する公共的情報の表示は、甲と乙協議の上決定することを原則とする。 

（広告の範囲） 

第６条 乙は、次の各号のいずれかに該当する広告は、掲出しない。 

⑴ 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの 

⑵ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの 

⑶ 政治性のあるもの 
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⑷ 宗教性のあるもの 

⑸ 社会問題、意見広告又は個人宣伝に係るもの 

⑹ 美観風致を害するもの又はそのおそれがあるもの 

⑺ 公衆に不快の念もしくは危害を与えるもの又はそのおそれがあるもの 

⑻ その他甲が不適当であると認めるもの 

（経費等） 

第７条 広告の掲出に当たり、必要な一切の経費等は、乙及び広告主が負担し、甲はその一切を

負担しないものとする。 

（協議） 

第８条 この協定の実施に関し必要となる事項及び協定に定めのない事項並びに協定の解釈に疑

義が生じた場合については、甲と乙協議の上決定する。 

（有効期限） 

第９条 この協定は、協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協

定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、その１通

を所有するものとする。 

 

 

  平成２８年４月１日 

 

        甲  東京都小金井市本町六丁目６番３号 

           小金井市      

小金井市長    

 

 

        乙  東京都八王子市明神町三丁目１番７号 ＮＴＢ八王子ビル 

東電タウンプランニング株式会社 

             多摩総支社長   
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協定 その他 １０ 災害時の避難場所等における連携・協力体制に関する協定書 

（東京都公園協会） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-36 

 

 

災害時の避難場所等における連携・協力体制に関する協定書 

 

 

小金井市 (以下「甲」という。)と公益財団法人東京都公園協会(以下「乙」という。)とは、小

金井市内に大規模災害が発生した場合に、避難場所等における避難者（市民、在勤在学者、帰宅

困難者等）の安全確保及び支援等を迅速かつ的確に行うため、両者の連携・協力体制に関し、次

のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、都立小金井公園において、災害時に「大規模救出救助活動拠点」及び「避

難場所」の迅速かつ的確な運営等を図るため、甲及び乙の連携・協力体制に関し必要な事項を

定める。 

（「大規模救出救助活動拠点」の確保等に係る連携・協力） 

第２条 発災時の「大規模救出救助活動拠点」確保について、甲及び乙は東京都と連携・協力し

て行うものとする。 

（「避難場所」に係る連携・協力） 

第３条 乙は甲と連携・協力し、可能な範囲で以下の避難者対応等を行う。 

（１）避難者の支援 

① 災害情報・避難所情報等の提供 

② けが人、急病人などの応急救護等 

③ 災害時要配慮者の支援 

（２） 防災施設（防災トイレ、かまどベンチなど）の使用に係る支援 

（３） 公園内への食料や防災資材等の運搬が必要となった場合の協力 

２ 乙は、避難者（災害時要配慮者を含む）及び避難場所の状況（食糧・給水状況など）等を 

甲に防災無線等で連絡するものとし、甲は可能な限り支援するものとする。 

（平常時の連携） 

第４条 発災時に迅速かつ的確な対応を確保するため、甲と乙は平常時から以下の協力を行なう。 

（１） 都立小金井公園の発災時の対応等について協議する。 

（２） 災害時における甲と乙の連絡手段を確保するため、甲の防災無線を都立小金井公園に設

置するよう努める。 

（３） 甲と乙は協力し、公園の近隣住民等との下記の連携・協力の推進に努める。 

① 大規模救出救助活動拠点としての役割（ヘリコプターの離発着スペースなど）や防災施

設等の住民等への周知 

② 地域連携による防災訓練、住民との防災意見交換等の実施 
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③ 避難場所における住民による自助・共助推進の普及 

④ 近隣住民等による避難場所運営協力の依頼 

（損害補償） 

第５条 第３条及び第４条の規定する事項の実施に伴い、第三者に損害が生じた場合、その補償

については、甲及び乙が協議して定める。 

（協議） 

第６条 本協定に定めのない事項又は本協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、決定する

ものとする。 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、協定締結の日から平成２９年３月３１日までとする。ただし、有

効期間満了日の３か月前までに甲乙いずれからも申し出のないときは、本協定は１年間更新さ

れるものとし、以降も同様とする。 

２ 甲及び乙は、この協定の有効期間中であっても、協議してこの協定を改定することができる。 

 

 本協定書は、２通作成し甲乙それぞれ記名押印のうえ、各１通を保有する。 

 

  平成２８年７月１日 

 

  （甲） 小金井市本町六丁目６番３号 

      小金井市 

小金井市長  

                   

 

  （乙） 新宿区歌舞伎町二丁目４４番１号 

      東京都健康プラザ「ハイジア」１０階 

公益財団法人 東京都公園協会 

理事長  
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協定 その他 １１ 災害時における無人航空機を活用した支援活動等に関する

協定書（NPO 法人クライシスマッパーズ・ジャパン） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-36 

 

 

災害時における無人航空機を活用した支援活動等に関する協定書 

 

 

小金井市（以下「甲」という。）と NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパン（以下「乙」とい

う。）とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害等が甲の

区域内に発生したときに備え、相互の協力体制に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、甲の区域内において災害等が発生したときに備え、平時から相互に協力し

て調査研究を行うとともに、発災時に実施する乙による支援活動について、必要な事項を定め

るものとする。 

（調査研究等の実施） 

第２条 甲乙は、平常時から災害に備えた調査研究を実施し、相互に情報交換するとともに、訓

練等の具体の活動を行うものとする。 

（支援活動の実施） 

第３条 乙は、発災時に緊急に支援活動が必要であると認められるときは、航空法施行規則（昭

和２７年運輸省令第５６号）第２３６条の７に規定する国若しくは地方公共団体又はこれらの

者の依頼により捜索若しくは救助を行う者として、自主的な判断に基づき、次の各号に掲げる

支援活動（以下「支援活動」という。）を行うものとする。 

（１） 無人航空機（ドローン）による被災状況の調査 

（２） 無人航空機（ドローン）により撮影した情報の甲への提供 

（３） 第１号に掲げる調査により把握した被災状況を反映した地図の作成 

（４） 前号の定めにより作成した地図データの甲への提供及びインターネット上での公開 

（５） 前各号に定めるもののほか、甲乙協議の上定める事項 

２ 甲は、乙が支援活動を遅滞なく行えるよう、平常時から可能な範囲で協力をするものとする。 

（連絡窓口） 

第４条 甲乙は、災害等が発生したときに必要な情報等を相互に提供することにより支援活動の

円滑な運営を図るため、平時から甲乙互いに連絡担当を定めるものとする。 

（経費の負担） 

第５条 第３条各号に掲げる活動に要する経費の負担は、法令その他特別に定めがあるものを除

くほか、原則として乙の負担とする。 

２ 前項の規定により、甲乙ともに経費の負担が判断しがたいときは、その都度甲乙協議して定

めるものとする。 

（災害補償等） 
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第６条 乙がその調査研究・支援活動により負傷、疾病又は死亡した場合における災害補償につ

いては、乙が負担する。 

２ 乙が調査研究・支援活動中に第三者に損害を与えた場合には、乙がその損害の賠償に要する

費用を負担する。 

（防災訓練への参加） 

第７条 乙は、甲の要請に基づき、甲が行う防災訓練等に対し、必要な協力を行うものとする。 

（協定の期間） 

第８条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の３か月前

までに、甲乙いずれからも何ら意思表示がないときは、期間満了の翌日からさらに１年間この

協定は更新されたものとみなし、その後もまた同様とする。 

（その他） 

第９条 この協定の実施に関し、必要な事項又はこの協定に定めのない事項については、甲乙協

議のうえ定めるものとする。 

 この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印の上、各自その

１通を保有するものとする。 

 

 

  平成３０年４月２５日 

 

               甲 東京都小金井市本町六丁目６番３号 

                 小金井市 

                 小金井市長  

 

 

 

乙 東京都調布市国領町三丁目４番４１号 

                 NPO法人クライシスマッパーズ・ジャパン 

                 理 事 長  
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協定 その他 １２ 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 

（株式会社ゼンリン） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-36 

 

災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と株式会社ゼンリン（以下「乙」という。）とは、第１条第(1)

号に定める災害時において、乙が、乙の地図製品等（第２条に定義される）を甲に供給すること

等について、以下のとおり本協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 本協定は、以下各号の事項を目的とする。 

(1) 甲の区域内で災害対策基本法第２条第１号に定める災害が発生し、又はそのおそれがある

場合において、甲が災害対策基本法第 23 条の２に基づく災害対策本部（以下「災害対策本部」

という。）を設置したときの、乙の地図製品等の供給及び利用等に関し必要な事項を定めるこ

と。 

(2) 甲乙間の平常時からの防災に関する情報交換を通じ、甲及び乙が連携して、防災・減災に

寄与する地図の作成を検討・推進することにより、市民生活における防災力の向上に努める

こと。 

（定 義） 

第２条 本協定において以下の用語はそれぞれ以下の意味を有するものとする。 

(1) 「住宅地図」とは、小金井市全域を収録した乙の住宅地図帳を意味するものとする。 

(2) 「広域図」とは、小金井市全域を収録した乙の広域地図を意味するものとする。 

(3) 「ZNET TOWN」とは、乙の住宅地図インターネット配信サービス「ZNET TOWN」を意味する

ものとする。 

(4) 「ID等」とは、ZNET TOWNを利用するための認証 ID及びパスワードを意味するものとす

る。 

(5) 「地図製品等」とは、住宅地図、広域図及び ZNET TOWNの総称を意味するものとする。 

（地図製品等の供給の要請等） 

第３条 乙は、甲が災害対策本部を設置したときは、甲からの要請に基づき、可能な範囲で地図

製品等を供給するものとする。 

２ 甲は、地図製品等の供給を求めるときは、別途定める物資供給要請書（以下「要請書」とい

う。）を乙に提出するものとする。但し、緊急を要する場合は、甲は、電話等により乙に対して

要請できるものとし、事後、速やかに要請書を提出するものとする。 

３ 乙は、地図製品等を供給するときは、甲に、別途定める物資供給報告書を提出するものとす

る。 

４ 本条に基づく地図製品等の供給にかかる代金及び費用は、次のとおりとする。 

(1) 乙が供給した地図製品等の代金は、別途甲乙が合意した場合を除き有償とする。 

(2) 地図製品等の搬送にかかる費用は、乙が負担するものとする。 

（地図製品等の貸与及び保管） 

第４条 乙は、第３条第１項の規定に基づく地図製品等の供給とは別途、本協定締結後、甲乙別

途定める時期、方法により乙が別途定める数量の住宅地図、広域図及び ID等を甲に貸与するも

のとする。なお、当該貸与にかかる対価については無償とする。 

２ 甲は、前項に基づき乙が貸与した住宅地図、広域図及び ID等を甲の事務所内において、善良

なる管理者の注意義務をもって保管・管理するものとする。なお、乙が、住宅地図及び広域図
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の更新版を発行したときは、乙は、甲が保管している旧版の住宅地図及び広域図について、甲

から当該住宅地図及び広域図を引き取りかつ更新版と差し替えることができるものとする。 

３ 乙は、必要に応じ、甲に対して事前に通知したうえで、甲による地図製品等の保管・管理状

況等を確認することができるものとする。 

（地図製品等の利用等） 

第５条 甲は、第１条第(1)号に基づき災害対策本部を設置したときは、災害応急対策、災害復旧・

復興にかかる資料として、第３条又は第４条に基づき乙から供給又は貸与された地図製品等に

つき、以下各号に定める利用を行うことができるものとする。 

(1) 災害対策本部設置期間中の閲覧 

(2) 災害対策本部設置期間中、甲乙間で別途協議のうえ定める期間及び条件の範囲内での複製 

２ 甲は、前項に基づき住宅地図の利用を開始したときは、速やかに別途定める乙の報告先に報

告するものとする。また、当該住宅地図の利用を終了したときは、速やかに従前の保管場所に

て保管・管理するものとする。 

３ 甲は、第１項にかかわらず、災害時以外の平常時において、防災業務を目的として、甲の当

該防災業務を統括する部署内において、広域図及び ZNET TOWN を利用することができるものと

する。なお、甲は、本項に基づき広域図を複製利用する場合は、別途乙の許諾を得るものとし、

ZNET TOWN を利用する場合は、本協定添付別紙の ZNET TOWN 利用約款に記載の条件に従うもの

とする。 

（情報交換） 

第６条 甲及び乙は、平常時から防災に関する情報交換を行うとともに、相互の連携体制を整備

し、災害時に備えるものとする。 

（有効期間） 

第７条 本協定の有効期間は、本協定末尾記載の締結日から１年間とする。但し、当該有効期間

満了の３ヶ月前までに当事者の一方から相手方に対し書面による別段の意思表示がない限り、

本協定は更に１年間同一条件にて更新されるものとし、以後も同様とする。 

（協 議） 

第８条 甲乙間で本協定の解釈その他につき疑義又は紛争が生じた場合には、両当事者は誠意を

もって協議し解決に努めるものとする。 

 

 

以上、本協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙それぞれ記名押印のうえ各１通を

保有する。 

 

 

平成３１年４月１日 

 

甲）東京都小金井市本町六丁目６番３号 

小金井市 

小金井市長   

 

 

乙）東京都千代田区西神田一丁目 1番 1号 

株式会社ゼンリン 東京第一支社 

支社長  

  

  



協定 その他 １２ 災害時における地図製品等の供給等に関する協定書 

協定 その他 １２ 3/4 

【添付別紙】 

ZNET TOWN 利用約款 

 

（定 義） 

第１条 本約款で次の各号に掲げる用語は、それぞれ当該各号に定める意味で用いるものとしま

す。 

(1) 「ID等」 

本サービスを利用するための認証 ID及びパスワードをいいます。 

(2) 「アクセス権者」 

対象機器を使用する甲の職員であり、かつ、ID等を使って本システムにアクセスする者をい

います。 

(3) 「対象機器」 

甲の庁内 LANに接続された端末機器及び庁内業務での利用に限った端末機器をいいます。 

(4) 「本サービス」 

乙がアクセス権者からの要求に応じて本システムから対象機器に対して本データを送信する

サービスをいいます。 

(5) 「本システム」 

本サービスを提供するための乙が第三者に管理・運用を委託する WWW サーバ、回線、周辺機

器等の一連のシステムをいいます。 

(6) 「本データ」 

本サービスにおいて乙から提供される住宅地図データ、道路地図データ、別記データ、一般

種アイコン、その他各種データをいいます。 

（本約款の適用） 

第２条 本約款は、本協定書の内容の一部を構成するものとし、本サービスを甲が利用すること

に関する一切に適用されるものとします。 

（本サービスの内容） 

第３条 乙は、本サービスの内容を任意に、甲に事前通知することなく変更することができるも

のとします。 

（本サービスの中断・中止） 

第４条 乙は、本サービスの改善などの理由により、甲に対する事前の通知なく本サービス内容

の変更、追加、削除を行うことができるものとします。 

２ 乙は、乙の事情により本サービスを中止する場合は、甲に事前に通知するものとします。 

３ 乙は、甲が本約款に違反したときは、事前の催告を要することなく、本サービスの提供を中

止することができるものとします。 

（本データの使用許諾） 

第５条 乙は、甲に対して、本データについて、以下の権利を非独占的に許諾します。 

(1) 対象機器上で閲覧すること。 

(2) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、対象機器に PDF形式でダウンロードし、

当該ダウンロードした対象機器に保存し、当該保存した本データを甲の防災業務内で使用す

ること。 
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(3) 本サービスにおいて予め備えられた機能を用いて、前号所定の対象機器が設置された部署

内における防災業務の目的において紙媒体に印刷出力すること（本号に基づき印刷出力した

本データを以下「印刷地図」という。）。 

（甲の遵守事項） 

第６条 甲は、以下の事項を遵守するものとします。 

(1) アクセス権者に限り、乙に本データの送信を求めさせること。 

(2) ID 等を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理するものとし、第三者に使用又は利

用させないこと。 

(3) 乙の指定する利用環境を確保・維持すること。 

(4) 本条第(1)号のために、アクセス権者の認証にあたり、その仕組み、システム等について

現時点で取り得る技術的な対応等必要な措置を講ずること。 

(5) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データの一部でも複製、加工、改変、出力、

抽出、転記、送信その他の使用及び利用をしないこと。 

(6) 本約款で明示的に許諾される場合を除き、本データ（形態の如何を問わず、その全部又は

一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。）の一部でも有償無償を問わず、又は

譲渡・使用許諾、送信その他いかなる方法によっても第三者に使用させないこと。 

(7) 本データを印刷出力するにあたり以下の事項を遵守すること。但し、事前に乙の許諾を得

た場合はこの限りではないものとします。 

ア 印刷地図を第５条第(3)号所定の目的以外の目的で使用又は利用しないこと。 

イ 乙の指定する著作権表示等を印刷地図上に表示させること。 

ウ 印刷地図を製本、冊子、ファイリング等のまとめた形態又は印刷地図同士を貼り合わせた形

態にして使用及び利用しないこと。 

エ 印刷地図を第三者に配布しないこと。 

オ 印刷地図のサイズは A３判以下とすること。 

(8) 本サービスの利用状況の記録（対象機器の台数、設置場所、アクセス権者の数等）を作成

し、かつ、乙が要請した場合には、これを閲覧又はコピーさせること。 

（不保証及び免責） 

第７条 乙は、本サービス又は本データが完全性、正確性、非侵害等を有することを保証するも

のではないものとします。 

２ 乙は、甲の本サービスの利用に伴い、甲又は第三者が被った損害について免責されるものと

します。 

（権利の帰属） 

第８条 本サービス及び本データに関する知的財産権は乙又は乙に権利を許諾した第三者に帰属

するものとします。 

（その他） 

第９条 甲は、乙の書面による事前の承諾なくして、本約款に基づく本サービスの利用権を他に

譲渡し又は担保に供してはならないものとします。 

 

以 上 
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協定 その他 １３ 災害時における行政手続の支援活動に関する協定書 

（東京都行政書士会多摩中央支部） 

文書管理機関名：市総務部 本編該当頁：第 2 部 4-36 

 

災害時における行政手続の支援活動に関する協定書 

 

小金井市（以下「甲」という。）と東京都行政書士会多摩中央支部（以下「乙」という。）とは、

災害時における行政手続の支援活動（以下「支援活動」という。）に関し、次のとおり協定を締結

する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、災害時において甲の要請に基づき、乙が甲に協力して実施する支援活動に関

し必要な事項を定めることにより、円滑かつ着実な被災者支援に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 本協定において「災害時」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条

第１号に定める災害が発生したときをいう。 

２ 本協定において、「災害時における行政手続」とは、り災証明書の発行その他災害時において

被災者の生活再建、復旧及び復興のために必要となる行政手続をいう。 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において支援活動が必要であると認める場合は、乙に協議を要請するもの

とする。 

２ 前項の要請は、協力要請書（様式第１号。以下「要請書」という。）により行うものとする。

ただし、事態の急迫等要請書によることができない事情がある場合は、口頭、電話、電磁的方

法その他の方法によることができる。 

３ 前項ただし書の場合においては、甲は、事後速やかに要請書を乙に提出するものとする。 

４ 乙は、第１項の要請を受けた場合は、速やかに行政手続支援実施本部（以下「実施本部」と

いう。）を設置し、乙の会員の中から必要な要員を確保するものとする。 

５ 実施本部は、東京都行政書士会多摩中央支部長（以下「支部長」という。）の指揮の下、第６

条に定める支援活動を実施する。 

（支援活動の根拠等） 

第４条 実施本部が実施する支援活動の範囲は、行政書士法（昭和２６年法律第４号）に定める

業務の範囲とする。ただし、第６条第１項第５号に定める場合については、この限りでない。 

２ 実施本部は、支援活動の実施に当たり必要があると認める場合は、他地域の行政書士会もし

くはその支部又は他の専門家の協力を得て支援活動の迅速な実施を図ることができる。 

（当事者間の連絡及び調整） 

第５条 支援活動の実施についての連絡及び調整の責任者は、甲にあっては地域安全課長、乙に

あっては支部長とする。 

２ 前項に定める者に事故又は支障が生じた場合は、甲及び乙においてあらかじめ事務担当者名

簿（様式第２号。以下「担当者名簿」という。）で定める順位に従い、他の担当者がその職務を

代行する。 

３ 乙は、個別の支援活動について甲と協議する事項が生じた場合は、当該事項の担当課（当該

事項を担当するものとして甲において担当者名簿で定める課をいう。）に連絡するものとする。 
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４ 甲及び乙は、本協定締結の日から６０日以内に、最初の担当者名簿を作成し、相手方に提出

するものとする。 

５ 甲及び乙は、変更等があった場合は、遅滞なく、変更後の担当者名簿を作成し、相手方に提

出するものとする。 

（支援活動の内容） 

第６条 実施本部は、支援活動として、次に掲げる事項について相談、手続の代理又は代行その

他援助を実施する。 

⑴ り災証明書の申請その他災害時における申請全般に関すること。 

⑵ 官公署に提出する書類の作成及びその提出手続に関すること。 

⑶ 権利義務・事実証明関係書類の作成に関すること。 

⑷ 前各号のほか行政書士法に定める業務に関すること。 

⑸ 第１号の申請について甲が行う被災者支援業務に関すること。 

２ 前項の支援活動は、小金井市役所及びその他の甲と協議して定める場所において実施するも

のとする。 

（支援活動の広報） 

第７条 甲は、災害時において乙に協力を要請する際には、支援活動の実施場所及び支援活動の

内容について広報に努めるものとする。 

（支援活動の対価） 

第８条 実施本部は、支援活動の実施について、被災者から一切の対価を受けない。 

（費用の負担） 

第９条 甲は、乙からの支援活動の報告を受け、乙が当該活動に要した実費相当の経費について

負担するものとする。 

（協議） 

第１０条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じた事項は、その都度、甲乙協議して定める

ものとする。 

（有効期間） 

第１１条 この協定の有効期間は、令和２年３月３１日までとする。ただし、期間満了の日の３

か月前までに甲乙いずれからも解除又は変更の申出がないときは１年間延長されたものとみな

し、以後この例によるものとする。 

 

甲と乙は、この協定を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自１通を保有する。  

 

令和元年７月１０日 

 

            甲  小金井市本町六丁目６番３号 

               小金井市 

                小金井市長 

 

 

            乙  小金井市本町六丁目１０番３－１１０号 

               東京都行政書士会多摩中央支部 

                支部長 
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様式第１号（第３条関係） 

  年  月  日 

 

  東京都行政書士会多摩中央支部 

  支部長       様 

                             小金井市長             

 

協 力 要 請 書 

 

 災害時における行政手続の支援活動に関する協定書第３条に基づき、下記のとおり支援活動

の実施を要請します。 

 

記 

 

要請担当者 所属 職名 

氏名 電話     － 

要請日時      年   月   日（  ） 

午後・午前   時   分 

要請内容  

場所  

人数  

期間  

備考  
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様式第２号（第５条関係） 

事 務 担 当 者 名 簿 

  年 月 日現在 

【小金井市】 

⑴ 連絡及び調整の責任者 

 責任者 副責任者 

役職・氏名   

電話番号   

ＦＡＸ番号   

⑵ 各事項の担当課 

ア り災証明書に関する事項 

 責任者 副責任者 

役職・氏名   

電話番号   

ＦＡＸ番号   

イ 生活再建相談に関する事項 

 責任者 副責任者 

役職・氏名   

電話番号   

ＦＡＸ番号   

ウ 医療救援所に関する事項 

 責任者 副責任者 

役職・氏名   

電話番号   

ＦＡＸ番号   

 

【東京都行政書士会多摩中央支部】 

連絡及び調整の責任者 

 責任者 副責任者 

役職・氏名   

電話番号   

ＦＡＸ番号   

 


